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第１部 原判決の問題点 

第１ はじめに ～素朴な疑問 

   本件当時，Ｓ警部補（以下「Ｓ警部補」という。）は４３歳，Ｋ巡査部長（以

下「Ｋ巡査部長」という。）は３６歳，一審被告Ｓ（以下「一審被告Ｓ」という。）
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は６６歳，津谷裕貴弁護士（以下「津谷弁護士」という）は５５歳，その妻一

審原告Ａ（以下「一審原告Ａ」という）は５３歳だった。年齢では，Ｓ警部補

及びＫ巡査部長が一審被告Ｓ，津谷弁護士，一審原告Ａより遥かに若かった。 

身長は，Ｓ警部補が１８３センチメートル，Ｋ巡査部長は１８５センチメー

トル，一審被告Ｓは１６１センチメートル，津谷弁護士は１６６．６センチメ

ートル，一審原告Ａは１６０センチメートルだった。Ｓ警部補及びＫ巡査部長

は他の３人より遥かに高い身長だった。 

年齢，身長，体力いずれの点をとっても，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の運動能

力は，一審被告Ｓに，明らかに遥かに優っていた。津谷弁護士及び一審原告Ａ

よりも，明らかに遥かに優っていた。機動捜査隊員として犯人逮捕を主な職務

とし逮捕術（甲１９３）を身につけている点を加えるならば，Ｓ警部補及びＫ

巡査部長が犯罪者を確実迅速に制圧する能力は，一般市民である津谷弁護士及

び一審原告Ａのそれと比べて，雲泥の差どころか，１００点と０点ほどの歴然

とした差がある。 

平成２２年１１月４日午前４時過ぎという時間帯に，突然，一審被告Ｓが自

宅の寝室に土足のまま現れ，「殺す」と言われたときの津谷弁護士の驚き，狼狽，

恐怖は想像を絶する。また，隣室で就寝していた一審原告Ａは，物音に起こさ

れ，声の様子から隣室に不法侵入者が立ち入っていて，夫を殺そうとしている

ことを知ったときの驚きと恐怖も，市民の日常生活では考えられない想像を絶

するものがある。 

寝ているところを突然起こされれば，人はふつう寝ぼけ眼で頭が働かず的確

な判断や行動をすぐにはできにくい。それでも，津谷弁護士と一審原告Ａは，

一審被告Ｓの言動や態度に慎重かつ機敏に対応し，必死で互いの生命の安全を

守るために行動し，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が台所勝手口に立ち入るまでの５

分間以上の間，受傷することなく一審被告Ｓと対峙していた。 

他方，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，機動捜査隊員として稼働中の時間帯であ
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り，秋田県警察本部の通信指令室の無線指令を受け，津谷弁護士宅で弁護士を

訪ねて来た者が「殺す」と言っている「喧嘩口論」事案が発生していると説明

されただけで，特に装備や心構えについて注意されることもなく，津谷弁護士

宅に到着した。それでも，Ｓ警部補が被害者に生命の危険が及んでいる可能性

があると判断して，同行している部下であるＫ巡査部長及びＳ巡査（以下「Ｓ

巡査」という。）に具体的な指揮命令をし，Ｋ巡査部長及びＳ巡査がこれにした

がって，連携して対応していれば，津谷弁護士の生命に危険が及ぶことなどな

かったのである。 

ところが，実際には，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士宅内に立ち入っ

た後に，一審被告ＳはＳ警部補及びＫ巡査部長の目の前で剪定ばさみを解体し

た凶器（以下「本件凶器」という。）で津谷弁護士の身体を正面から１度ならず

とも２度までも突き刺し，津谷弁護士を死亡させるに至ったのである。一般市

民の警察官に対する期待乃至信頼からすれば，およそ考えられないことが起こ

ったのである。 

警察車両（機捜６）に乗っていた警察官の中で階級が最も上のＳ警部補が，

Ｋ巡査部長やＳ巡査を指揮して３人で連携して対応すべきところを，Ｓ巡査に

は何の指揮命令もせず，機捜６に残したままにし，Ｋ巡査部長にも何の指揮命

令もしないで機捜６を降り，津谷弁護士宅に立ち入った後も，入った直後に「や

めれ」（一審原告Ａは「大丈夫ですか」だったと述べているが，ここではＳ警部

補の説明に合わせておく）と一言言っただけで，その後，だれにも何も指揮命

令も指示しないで黙っている間に，一審被告Ｓに本件犯行の遂行を実行させて

しまったのであり，Ｓ警部補の落ち度は，明白かつ極めて重大である。 

また，事件が進行中の現場でＳ警部補が無言だったのであれば，Ｋ巡査部長

は，Ｓ警部補に指示を求めて，その指揮命令に従って，一審被告Ｓを追跡する

なり，津谷弁護士を安全な場所に移動させるなりすべきであった。しかるに，

Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補に指揮命令を求めることさえせず，黙って，Ｓ警部補
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の行動（津谷弁護士の手首を掴むこと）を真似し続けていたのである。これで

は，津谷弁護士は安全な場所に逃げることができないのであり，重大な落ち度

がある。 

ところが，原審裁判所は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長には津谷弁護士が２度刺

突されたことについて過失がないと結論づけた。以下のとおり，原判決の事実

認定の仕方及び論理は，極めて恣意的であり，およそ公正な裁判とは言えない。 

 第２ 通信指令室と現場警察官の関係 

１ 本件の事案を検討する前提 

    原判決は，本件の事案を検討する前提として重要な，通信指令室の役割や

機動捜査隊員の役割分担，通信指令室と機動捜査隊員の関係について正確な

理解をしていなかった。それが，事実認定や評価判断の誤りに繋がったと考

えられるので，当審ではそのようなことがないよう，基本的な事項を確認し

ておく。 

２ 通信指令室 

（１）「初動警察活動の司令塔」 

本件では，秋田県警察本部に設置されている通信指令室の役割を正確に

理解することが大前提になる。 

通信指令室の役割は，『警察通信指令に関する規則』（平成２１年９月２

８日 国家公安委員会規則第９号）（甲８７），及び『警察通信指令に関す

る規則の制定について（通達）（平成２１年９月８日 警察庁生活安全局長）

（甲９１）に明記されている。 

第３条１項（通信指令室の活動）では，１号として，１１０番通報その

他の緊急通報を受理すること，２号として，事件，事故その他の警察事象

に対する初動的な措置に必要な画像その他の情報を集約すること，３号と

して，指令，手配，通報等を行うこと，４号として，無線通話の統制を行

うことと規定し，同条２項では，通信指令室は，事件，事故その他の警察
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事象に係る通報について緊急の措置を要すると認める場合は，緊急配備に

係る指令等を行い，また，当該警察事象を所掌する部門が態勢を整えるま

での間の初動的な措置に関し，警察職員並びに警察用車両等の運用に係る

指示その他の必要な指令等を行うものとされている。 

つまり，突発的な事件において，通信指令室は，一時的暫定的に「初動

警察活動の司令塔」（甲９１，３頁７行目），つまり，現場の警察官に対し

て，指揮し，命令する指揮命令をする立場にあるのである。 

そのような重要な役割であるからこそ，「通信指令室においては，常に，

警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部の指揮

の下に警察通信指令が行われなければならない。」（甲８７，第５条）とし

ているのである。 

「警察通信指令に関する適切な指揮の能力を有すると認められる幹部

が指揮しなければならない」としているのは，通信指令室にいながら現場

臨場する警察官を指揮するには，警察官としての現場対応能力が高くなけ

れば，必要な指令ができなかったり，的外れの指令をしたりして，現場に

集まる警察官を統率して行動させることなどできないからである。 

ここにいう「幹部」とは，職務の重要性，警察署当直長等に対する指令

の必要性を勘案すると，少なくとも，各都道府県警察の大半の警察署にお

ける当直長の階級以上の階級，すなわち，原則として，警視級，少なくと

も，警部以上の警察官を通信指令官等の指揮官に充てることが必要とされ

ている（甲９１，４～５頁）。 

「常に」とあるのは，緊急かつ重大な事件はいつどこで起こるかわから

ないからである。通信指令官が仮眠中だった場合でも適切な指揮をとるこ

とのできる副司令官等の「幹部」を置き，その指揮の下に職務を行う体制

を整えなければならないのである（甲９１，５頁） 

（２）通信指令の担当者の役割分担 
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本件当時，秋田県警には，『秋田県警察通信指令に関する訓令』（平成２

２年５月１３日本部訓令第９号）（甲９３）があった。 

通信指令室は，県警本部生活安全部地域課で通信指令業務を行うことに

なっており（第３条３号），管轄の警察署が事件捜査を引き取るまでの初動

警察活動の段階においてその警察活動の司令塔の役割を担う（第４条）。 

したがって，通信指令室は，事件現場を管轄する警察署や事件現場近く

にいる警察車両に対して指令を発し，現場に向かう警察官については，事

件現場に向かう際にも，事件現場に到着した後も，通信指令室の指令に従

って警察活動を行わせる関係にある。 

通信指令は，１組，受理者・指令者・総合指令者の３人体制で運用され

ている。 

受理者は，通報者の通報内容を聞き，質問することに専念し，タッチパ

ネル（乙２参照）に通報内容の重要事項を書き込み，指令者に重要事項を

文字によって伝える。 

指令者は，通報者の声を聞き，また，タッチパネルの記載内容を確認し

て，通報内容や事案の重大性などを確認しながら，管轄警察署や通報があ

った地域にある交番，当該地域を警らしている警察車両（機動捜査隊など）

に通報内容を伝えて必要な指令を発しつつ，無線指令を受けた警察官から

の問合せなどに応じる。 

総合指令者は，受理者，指令者の活動状況に問題がないかを監督し，必

要に応じて介入し指示し，あるいは自ら受理し指令をする。総合指令者は，

初動捜査の指揮官となる者である。 

受理者，指令者，総合指令者の三者の連携が的確に行われることによっ

て，通信指令業務は的確に機能するのである。 

（３）本件当時 

しかし，本件当時の秋田県警の通信指令室では，総合指令者が仮眠中で
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不在だった。 

通信指令室内にいたのは，警察組織内の階級で下から３番目のＩ警部補

（以下「Ｉ警部補」という。）（受理担当）と，巡査に次ぐ下から２番目の

Ｔ巡査部長（以下「Ｔ巡査部長」という。）（指令担当）の２人だけであっ

た。 

Ｉ警部補は，副指令官を兼任していた。初動捜査の指揮官となるべき「幹

部」であるべき「副指令官」が，警部補であり，しかも，受理を兼任して

いたのである。 

そもそも，警部補を副指令官と定めていたこと自体，秋田県警は，通信

指令規則第５条１項を理解せず，通達（甲９１）に違反する人事を行って

いたのであり，「幹部」不在の通信指令体制を容認していたものであった。 

また，このような体制だと，副指令官を兼任しているＩ警部補は，受理

担当として通報者の通報内容に集中しながらタッチパネルに重要事項を手

早く書き込みつつ，受理の途中から始まる指令担当の指令内容の適否の判

断をし，不適切不十分なら指令担当に指示したり，自ら指令したりしなけ

ればならない。 

本件当時，秋田県警はこのような勤務体制を組んでいたが，この時間帯

に緊急事案の通報が入ったときに，副指令官の受理者は一人二役を迅速的

確にこなせるのだろうか。極めて疑問である。 

（４）秋田県警の人事 

Ｉ警部補の経歴は不明だが，Ｔ巡査部長の警察官としての経歴は，同人

の証人調書の末尾に添付されている。これをみると，昭和６２年４月に巡

査を拝命してから平成１０年３月に巡査部長に昇任するまで１１年間かか

っており，その後１２年経過した本件発生当時の平成２２年も，更に６年

経過した平成２８年も巡査部長のままで，警部補に昇任していない。担当

は，一貫して地域係（外勤係）であり，一時，留置管理係があるだけで，
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機動捜査隊や刑事課など犯罪の摘発や捜査の経験は全くない。Ｔ巡査部長

は，警察組織内の階級が低いだけでなく，警察官としての能力がかなり低

いと言わざるを得ないし，機動捜査隊や刑事課など犯罪の摘発や捜査の経

験がないから，事件が進行中の現場に臨場している警察官に対して臨機応

変に指令を発することができるとは到底考えられない。 

これが，本件当時，秋田県警本部が行っていた通信指令室の人事配置で

ある。秋田県警は，『警察通信指令に関する規則』（甲８７）第５条に明ら

かに抵触する状態になっていたのだ。 

  ３ 現場指揮命令関係 

    警察官の活動は，組織的かつ迅速的確に行われるために，上位下達が徹底

している。警察官の階級（警察法６２条）もそのためにある。 

本件の機捜６の３人についてみると，階級が最も高いＳ警部補が，Ｋ巡査

部長及びＳ巡査を指揮すべき立場にあり，Ｋ巡査部長及びＳ巡査は，Ｓ警部

補の指揮命令に従って警察活動をする立場にある。 

    この３人の警察官が組織的かつ迅速的確に警察活動を行うには，Ｓ警部補

が，適宜，必要な指揮命令をＫ巡査部長及びＳ巡査に出すことが必要である。

そうすることによって，Ｓ警部補の思うとおりにＫ巡査部長とＳ巡査を動か

すことができ，組織的な活動が可能になるのである。 

特に，臨機応変さが求められる事件が進行中の現場に臨むには，現場に到

着する前に，Ｓ警部補がＫ巡査部長及びＳ巡査に現場に着いてからの段取り

を具体的に説明し，各役割を指示し，必要な装備を着装させる必要がある。 

そして，現場臨場の後も，Ｓ警部補は，その場の具体的状況に応じて，Ｋ

巡査部長とＳ巡査に対して臨機応変に必要な指揮命令を適宜，発する必要が

あるだけでなく，その場に居る者全員に対しても必要な指示を適宜，発する

必要があった。そうすることで，少なくとも犯罪者以外の者は全員がＳ警部

補の指揮命令に従って行動するのであり，犯罪者によっては犯行を断念して
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指揮命令に従うこともあるのである。いずれにしても，Ｓ警部補が現場に居

る者全員に具体的に指示命令しなければ，その場に居る者は，Ｓ警部補が何

を考え，その場に居る者に何をさせようとしているかがわからず，Ｓ警部補

の意に従うことができない。 

司令塔の通信指令室にとっては，いつ警察官が現場到着し，どのような活

動をするかは極めて重要であり，必要に応じて指令を発する必要がある。そ

のため，現場到着した時点で通信指令室に現着を報告し，指示を仰ぐ必要が

ある。また，臨場後，事案対応が難しいことがわかれば，直ちに通信指令室

に連絡し指示を仰ぐことになる。 

４ 本件の場合 

（１）通信指令室 

     本件では，当時，通信指令室は総合指令者を欠く２人体制であり，この

時点で既に通信指令室の本来あるべき機能を損なう状態になっていた。 

その上，受理者のＩ警部補は，１１０番通報者の一審原告Ａに同じ質問

を繰り返して必要以上に受理に時間をかけて，通報者を苛立たせ，的外れ

の質問（「旦那さんは家にいないんですか」）をして，タッチパネル（乙１）

に「不審者」「侵入」「○緊容疑」などと書いて指令担当（Ｔ巡査部長）が

事件の重大性を認識してそれに沿った指令をするよう誘導することをしな

かった。 

指令担当は，現場の警察活動の経験のない巡査部長だったため，事件現

場に向かい現場で対応する警察官らを指揮命令できる能力がなかった。 

受理担当をしていたＩ警部補が副指令官を兼ねていたから，副指令官と

しての機能を全く果たしていなかった。 

総合指令者を欠く通信指令室では，Ｉ警部補が副指令官としての役割を

全く果たさなかったから，指令担当としての能力を欠くＴ巡査部長は，Ｓ

警部補に対して，現場に臨場するまでにどのようなことをすべきか，現場
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に臨場してからどのようなことをすべきかについて，何も指示していなか

った。 

（２）Ｓ警部補 

他方，現場臨場した機捜６の３人の警察官についても，Ｓ警部補は，機

捜６内にいる間，自ら無線指令に対応しておらず，その後，現場臨場する

までの間も無言で，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に対して必要な指揮命令をせず，

装備品の装着の要否についても何も言及せず，特段，本件事案の対応のた

めの装備品の装着をせず，津谷弁護士宅前に到着したときも，Ｋ巡査部長

及びＳ巡査に対して何の指揮命令もせず，無言で機捜６を降り，津谷弁護

士宅の勝手口から台所内に立ち入り，無言で上がり込み（一審原告Ａは，

「大丈夫ですか」と言ったとのことだが，Ｓ警部補は否定しているので，

ここではＳ警部補の言い分に合わせておく），廊下に立ち入ったところで，

２人の男に対して「やめれ」と一言言っただけで，以後，一審被告Ｓを津

谷弁護士の寝室で逮捕するまで終始無言を通し，Ｋ巡査部長に対しても何

の指揮命令を発せず，津谷弁護士に対しても一審被告Ｓに対しても何の指

示も発しなかった。 

（３）通信指令室と現場警察官の連携の欠如 

     通信指令室と現場臨場する警察官の連携，現場臨場する警察官相互の連

携がない状態で，津谷弁護士の刺突事件は起こっており，関係警察官らの

過失は明らかである。 

また，これほどの怠慢は，本件で偶然生じたものではなく，秋田県警の

普段の警察活動のルーズさの現れであり，警察組織の過失とも言うべきも

のである。 

     上記のとおり，通信指令が「喧嘩口論の１１０番です」などと誤った指

令を発した結果，単なる喧嘩口論と軽信したＳ警部補らは，警棒や耐刃防

護衣を着用しないまま，漫然，津谷弁護士宅に立ち入り，その後の危険を
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次々と現実化させる行為に及び，もって津谷弁護士を死に至らしめたので

あるから，通信指令の過失と津谷弁護士の死亡結果との間に相当因果関係

が認められる。仮にそうとは言い切れないとしても，通信指令の過失によ

り，Ｓ警部補らの警棒や耐刃防護衣を着用しないまま現場に立ち入るなど

の過失を誘発させたのだから，Ｓ警部補らの警棒や耐刃防護衣の不着用と

その後の高められた危険の現実化により津谷弁護士が死に至ったこととの

間には相当因果関係が認められる（甲２０５，窪田充見教授「意見書」２

６頁」）。 

第３ 津谷弁護士が刺突された当日に関する原判決の問題点 

１ 争点整理の恣意性 

（１）はじめに 

原判決は，裁判所の判断（５３頁以下）に入る以前に，争点整理（３１

頁以下）の段階において，既に恣意的である。争点整理を恣意的に行うこ

とにより，重要な事実認定を回避したのである。それが，原判決の結論を

誤らせる決定的な原因になっている。 

（２）刺突場所に関する一審被告県の主張 

本件では，津谷弁護士はどこでどのような態様で一審被告Ｓに刺突され

たか，そのときＳ警部補及びＫ巡査部長は何をしていたかという事実が，

最大の争点になっており，一審原告らと一審被告県の最大の対立点となっ

ていた。原審とすれば，当然，この争点について詳細な検討をすべきであ

った。 

ところが，原判決は，この点について，第２．５で争点１として，「被

告Ｓによる刺突行為の有無及び態様」（３１頁）と題して，一審原告らの主

張は（１）アで，一審被告Ｓの主張は（２）アで，それぞれ具体的に摘示

しているのに対して，一審被告県の主張は（３）で「原告らの主張の態様

で津谷弁護士が殺害されたことについては否認する。」とするだけで，一審
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被告県の主張を具体的に摘示していない。 

津谷弁護士の刺突場面については，一審原告らと一審被告県で主張が著

しく異なるのであるから，そしてそれはＳ警部補及びＫ巡査部長の過失の

有無内容に直結しているのであるから，一審被告県の主張整理が「否認す

る」だけで済むはずがない。請求原因事実の立証責任は一審原告ら側にあ

るとしても，これを否認するのであれば理由を述べるべきであって（民事

訴訟規則７９条３項），一審被告県にはＳ警部補及びＫ巡査部長はどこで何

をしていたのかを具体的に説明する責任があり，現に一審被告県は主張立

証していた。そして，原審において，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が廊下で向

かい合って立っていた場所をほぼ具体的に明らかにした上で，両者の間に

津谷弁護士と一審被告Ｓが移動しているときに，津谷弁護士が一審被告に

刺突された（但し，その場面を見ていない）と説明していたのであるから，

原審としては，そのような主張整理をすべきであったのに，それをしてい

ない。なお，一審被告Ｓは独自の主張をしているが，その内容は刑事裁判

で既に退けられており，原審でも一審被告Ｓは新たな具体的な立証をして

いないから，原審で簡単に言及する必要はあったとしても，それ以上のも

のではない。 

ところが，原判決は，主張整理の部分で，一審被告県の主張を具体的に

示していない。判決の論点整理で争点から外されてしまえば，「第３ 当裁

判所の判断」（５３頁以下）で検討される余地がなくなってしまう。訴訟当

事者が問題にしている重要な事実関係を，裁判所が勝手に争点から外すこ

とがあってよいはずがない。ましてや，その事実が判決に影響を及ぼす重

要なものであるならば尚更のことである。原審が行ったのは，本件におい

て極めて重要な事実関係を争点から外したのであり，違法というべきある。 

（３）刺突場所に関する一審原告らの主張立証を無視 

しかも，原判決は，一審原告らの主張の根拠を（１）イで摘示している
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（３１頁）ものの，そこでは廊下の血痕の存在や位置を問題にしているだ

けで，それ以外の根拠を一切取り上げていない。 

（４）Ｓ警部補及びＫ巡査部長の過失判断 

原判決の争点２の「事件現場でのＳ警部補らの過失の有無」（３２頁）

では，逆に対象事実を，ア 本件被害者宅に到着するまで，イ 本件被害者

宅に立ち入るまで，ウ 本件被害者宅に立ち入った後，エ 廊下に出た後，

に漠然と広げることによって，一審原告らが問題にしている，津谷弁護士

が一審被告Ｓに刺突された場所，そのときの津谷弁護士の態勢やＳ警部補

及びＫ巡査部長がしていたことを具体的に問題にして，同人らの過失の有

無を判断することを意図的に避けている。 

Ｓ警部補，Ｋ巡査部長及びＳ巡査は，１１月４日早朝の時間帯に，弁護

士宅に侵入した者が弁護士を「殺す」と言っている事案について，弁護士

の妻から１１０番通報を受けた事案で現場臨場しようとしている者である

から，殺人事件の発生の危険性が高いことを強く認識して臨場すべき立場

にあったのであり，特に，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，実際に殺人事件が

起ころうとしている現場に臨場した者としての過失の有無が問題になる。 

Ｓ警部補は班長として，Ｋ巡査部長は部下として，臨場する現場がどの

ような状況になっていようとも，被害者を保護する義務がある。すなわち，

既に津谷弁護士が受傷している現場に立ち入るのであれば，臨場したとき

以上に津谷弁護士が受傷しないように保護する義務があり（犯罪捜査規範

８５条１項），まだ，津谷弁護士が受傷していないのであれば，津谷弁護士

が受傷しないように保護する義務がある。 

（５）結論が先にありきの検討回避 

     本件において，一審被告県が問われている国賠法上の責任は，津谷弁護

士が刺突された事実に関してＳ警部補及びＫ巡査部長がどこで何をしてい

たかに深く関係しているのである。原審が判決においてこの点を検討せず，
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Ｓ警部補及びＫ巡査部長のこのときの行動を詳細に検討し認定しなかった

ことにより，原判決で一審被告県の責任が認められることはなかった。原

審は，争点整理の時点で既に，一審原告らを敗訴させる結論を先に決めて

いたものであり，到底，容認できない。 

２ 津谷弁護士が刺突されたときの状況 

（１）原判決が一審原告らの主張を否定する根拠 

原判決は，「第３ 当裁判所の判断」の１（４）（５５頁以下）において，

一審原告らの主張を検討している。 

原判決が，一審原告らの主張（応接室前の廊下でＳ警部補及びＫ巡査部

長に手を掴まれている状態で刺された）を否定する根拠として，（４）イで，

①一審被告Ｓが「明確に否認している」こと，②「津谷弁護士の腕を掴ん

でいたＳ警部補及びＫ巡査部長は，被告Ｓが応接室から出て来る前に，津

谷弁護士の腕から手を離した旨供述している」こと，③一審原告Ａは「被

告Ｓが津谷弁護士を刺突した場面を目撃していたわけではない」ことを挙

げている（５５～５６頁）。 

（２）一審被告Ｓの「否認」 

このうち，①については，刑事裁判の判決でも，また原判決自身，前段

の（３）で，一審被告Ｓが説明する刺突状況を信用できないとしているの

であるから，一審被告Ｓが「明確に否認している」ことは，一審原告らの

主張を否定する根拠にはならない。 

むしろ，原審の一審被告Ｓの主尋問における供述内容こそ，注目すべき

である。 

すなわち，一審被告Ｓは，山形刑務所の出張尋問手続で，同代理人弁護

士に甲１０８（原告代理人作成写真撮影報告書）を示されて，「写真２８を

示します。津谷先生と警察官の位置なんですけれども，写真２８のような

位置関係でしたか。」と質問され，「はっきり覚えてないんですけども，大



 - 19 -

体こんなもんでなかったかなあと。」と答え，続けて「Ａさんが言ってるこ

とはこういうようなことだなあとは思いましたけども。」と答え，一審原告

Ａが言っているのと大体同じような状況があったと説明している（一審被

告Ｓ調書３頁）。同代理人弁護士の「津谷先生の手を取っているような感じ

だったんですか。」という質問には，「そこもよくわかりません。」と答えて

おり（同頁），一審原告Ａの目撃状況を否定していない。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の手を取っていたかどうかはと

もかく，応接室前の廊下に津谷弁護士とＳ警部補，Ｋ巡査部長が並んで立

っていたという事実は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は否定していたことから

すれば，一審被告Ｓがこの点を認めることは，極めて重要な事実である。 

この点が捜査段階で一審被告Ｓの口から出ていないのは，警察でも検察

でも，一審原告Ａの説明内容が一審被告Ｓに伝えられていなかったからで

ある（一審被告Ｓ調書１８頁）。原審における一審被告Ｓの上記供述は，供

述の変遷ではなく，捜査段階で聞かれなかったことに起因している。 

この一審被告Ｓの供述により，一審原告Ａの目撃状況の信用性が高まっ

たというべきである。 

ところが，原審は，一審被告Ｓの上記発言を証拠として一審原告Ａの目

撃事実を認定することをしないどころか，一審被告Ｓの上記発言を完全に

無視し，検討することさえしていない。恣意的と言わざるを得ない。 

（３）一審原告Ａが目撃していなかったこと 

     ③に関連して，一審原告Ａの目撃者としての特殊性は，刺突場面を目撃

していないという点を除けば，事件の経過もＳ警部補及びＫ巡査部長が本

件被害者宅に立ち入った後の動きや言動についてもすべて直接体験して知

っている者であるということである。刑事裁判で一審原告Ａに情状証人と

してしか証言させていなかった検察の対応こそ，異常だったのである。 

そして，一審原告Ａが刺突場面を現認していなかったことは，一審原告
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らの主張する刺突場面がなかったことを立証する積極的な根拠にはならな

い。一審原告Ａが目撃した津谷弁護士の磔状態が津谷弁護士の身体の受傷

状態と整合することからすると（甲１０５，４～５頁），一審原告Ａの供述

と食い違うＳ警部補及びＫ巡査部長の供述の信用性を慎重に吟味する必要

がある。 

（４）Ｓ警部補及びＫ巡査部長は津谷弁護士の手を離したか 

②については，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が真実を述べているか否かが問

題となるからこそ，多方面からＳ警部補及びＫ巡査部長の説明の真実性を

検討する必要がある。 

一審原告らの主張立証の多くはこの点に関するものなのである。 

（５）廊下の血痕 

ところが，原判決は，一審原告らの主張の根拠は，応接室前の廊下に血

痕が存在したことだと設定した上で（５６頁），血痕が存在することから直

ちにその場所で刺突行為があったとは認定できない（同頁），ブルーシート

下の血痕は津谷弁護士のものと認めるのが相当だが，応接室前の廊下付近

で刺突されたことを推認させるほどの血痕が存在していたとは認められな

い（５７頁），津谷弁護士が一審被告Ｓに抵抗できたとしても，その程度に

は自ずと限界があったと言わざるを得ず，抵抗した結果，刺突を回避する

ことができたとまでは推認できない（５８頁）として，一審原告らの主張

事実は認定できないと結論づけた。 

公正な裁判所にあるまじき，驚くべき意図的な詭弁である。 

原判決は，応接室前の廊下に２つの血痕があり，これが津谷弁護士のも

のと認められるとしながら，①多くは台所入り口付近の廊下や津谷弁護士

の寝室の入り口付近に存在していた（５６頁），②津谷弁護士の血痕が付着

した本件凶器及びけん銃が応接室前付近の廊下に移動されてその際に廊下

に付着した可能性を否定できない（同頁），③ブルーシートの下の血痕は津
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谷弁護士の血痕と認めるのが相当だが，その付近で刺突されたことを推認

させるほどの血痕が存在していたことは認められない（５７頁），と判断し

た。 

原判決の「推認させるほどの血痕」という言い方をしている意味は定か

ではないが，それが，血痕が多く残っている場所が刺突場所だと言う意味

だとすれば，そのような法則に関する証拠は何も提出されておらず，その

ように判断する根拠はない。津谷弁護士の血痕が最も多い場所は台所だが，

そこを刺突場所だと判断する者はだれもいない。 

津谷弁護士の受傷状態をみると，左胸下部分を水平方向に刺された傷か

らはそもそもあまり出血していない。左胸部は上方斜め上から下方斜め下

方向に心臓を刺され，出血しているが，立っている状態では血液が体内腹

部に溜まる状態になっていたので，台所で倒れ込むまでは大量の血液が体

外に流出することはなかった。左親指を切った傷は他の２つの傷に比べれ

ば小さかったがかなり深く切っていたことからすると，切れた直後から出

血していた可能性がある。また，一審被告Ｓが所持していた刺突後の本件

凶器の刃には相当の血液が付着していた（甲３１）。これらの事情からする

と，津谷弁護士の左親指の傷か本件凶器に付着した津谷弁護士の血液が刺

突現場近くに付着したことが考えられる。 

そもそも，廊下に付着している津谷弁護士の血痕の多寡だけで刺突場所

を特定することはできないから，刺突場所として，①を認定の根拠，③を

否定の根拠にすることはできない。 

そのような推測ではなく，単純明快な真実がある。それは，津谷弁護士

が受傷した後でなければ同人の血痕が廊下に付着することはあり得ないと

いうことである。このことを前提に，台所から廊下に出た後の津谷弁護士

の動線を確認する必要がある。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長によれば，津谷弁護士は台所から廊下に出て少
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し玄関寄りの位置（甲３３の見取図４・５，甲８３の現場見取図３・４）

から廊下を奥方向に進み自分の寝室内に入り，その後，廊下に出て，台所

に入って倒れた。 

一審原告Ａの目撃状況からすると，津谷弁護士は応接室入口前の廊下に

立っており，その後，動きが不明な時間帯があった後，玄関方向の位置か

ら廊下を奥方向に進み，自分の寝室内に移動し，その後，廊下に出て，台

所に入ってきて倒れた。 

両者の違いは，津谷弁護士が台所から廊下に出た位置からその後に応接

室入口前の廊下辺りまで行っているか否かである。 

津谷弁護士の血痕が，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が言う津谷弁護士が立っ

ていた場所（甲３３の見取図４・５，甲８３の現場見取図３・４）よりも

玄関寄りの廊下に付着していれば，Ｓ警部補らの説明は事実ではないとい

うことになる。 

一審原告らが注目したのは，事件直後，県警本部長が秋田県議会教育公

安委員会で答弁していたブルーシートの下の血痕である。 

一審原告らは，一審被告県にブルーシートを敷いていた場所を明らかに

するよう釈明を求めたが，明らかにしなかった。しかし，応接室入口前付

近から玄関側にあったことは明らかであり，台所から廊下に出て少し玄関

方向へ行った箇所（その場所は玄関側からみて左側に物が置かれており，

本来の廊下の幅を狭めていた）まではブルーシートは敷かれていなかった。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の説明によれば，津谷弁護士は応接室から突進

してきた一審被告Ｓと後ずさりしながら対峙していたというのであるから，

立っていた位置より玄関とは反対の奥の方に廊下を後退しているときに刺

突されたことになる。そうだとすると，津谷弁護士の血痕がブルーシート

の下の廊下に付着することはあり得ない。 

ブルーシートの下の廊下に津谷弁護士の血痕があったということは，津
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谷弁護士が応接室入口前付近の廊下で刺突され受傷した可能性を示してい

るのであって，津谷弁護士が台所入り口付近の廊下から後ずさりしている

ときに一審被告Ｓに刺突されたという，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の説明内

容には，合致しない。 

原判決が認定すべきはこのような事実であって，津谷弁護士の血痕の多

寡によって刺突場所を特定しようとするのは，全くの誤りである。 

（６）刺突場所に関する一審被告県の主張 

原判決は，一審被告県が刺突場所について具体的な主張をしていないと

する（５７頁）が，一審被告県は全く特定していないわけではない。 

津谷弁護士が刺突された場所は，廊下か津谷弁護士の寝室しかあり得な

い。一審被告県は，そのうち，一審原告らの主張する場所（応接室入口前

の廊下部分）を否定しているから，それ以外の廊下部分と津谷弁護士の寝

室で刺突されたことを否定していないことになる。 

そのうち，一審被告Ｓの主張する場所（津谷弁護士の寝室内）は刑事裁

判で否定されており，原判決も否定している。したがって，残るは，一審

被告Ｓが本件凶器を持って廊下に走り出してきたときに津谷弁護士が立っ

ていた位置から津谷弁護士の寝室入口の間である。一審被告県はこのよう

な主張をしているのであって，ただＳ警部補らは刺突場面を現認していな

かったという主張である。 

そうだとすると，この範囲以外の場所である上記ブルーシートが敷かれ

た廊下に津谷弁護士の血痕があったということは，一審被告Ｓが津谷弁護

士を刺突した場所が，Ｓ警部補らが曖昧に説明している範囲内ではなかっ

たことを示している。 

（７）場所の狭さと時間の短さ 

原判決は，刺突現場が廊下の狭まった場所だったという絞込みをした上

で，廊下が狭かったことと，警察官到着から刺突までの時間が短かったこ
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とゆえに，津谷弁護士は抵抗できたことの程度に自ずと限界があったとい

わざるを得ず，抵抗した結果，刺突を回避することができたとまでは推認

できないという。果たしてそうか。 

（８）場所の狭さ 

原判決は，第３．１（４）オ（５７～５８頁）において，刺突場所を本

件被害者宅の廊下とした上で，「本件被害者宅の廊下は全長１０．９８ｍで，

幅は玄関から仏間までが２．６７ｍ，仏間から突き当たりの押入れまでが

１．７２ｍであったものの，応接室前の廊下にはゴルフバッグや段ボール

の空き箱，大型クーラーボックス等が幅約１．７２ｍの部分には本棚やカ

ラーボックスが置かれていた」という事実認定をしている。これを受けて，

「このような場所的……状況……を考慮すると」「津谷弁護士が本件凶器を

持って突き進んできた被告Ｓに抵抗することができたとしても，その程度

には自ずと限界があったといわざるを得ず，抵抗した結果，突進を回避す

ることができたとまでは推認することができない。」（５８頁）ことからす

ると，場所が狭くて逃げたり，避けたりすることができなかったのだとい

う事実認定をしている。 

もっともらしく書いているが，物が置いてあって人が動ける廊下の幅が

狭くなっていることは，津谷弁護士が刺された原因にはならない。 

原判決は，２分２５秒という時間的状況にも着目して，津谷弁護士が抵

抗できた程度には自ずと限界があったといわざるを得ないとするが，実態

は，後述するように，その逆である。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士宅に入った後，Ｓ警部補及びＫ巡

査部長が当事者らの存在をすぐに見て，かつ，被害者たる津谷弁護士と加

害者たる侵入者を識別するのに十分な時間があったのに，これを怠り，津

谷弁護士の手を６９秒間もの長時間掴み続け，津谷弁護士が身動きできな

いようにしていたからこそ，２分２５秒以内という短時間のうちに津谷弁
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護士が一審被告Ｓに２度も刺突されたのである。 

（９）２分２５秒間 

原判決は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が現着してから一審被告Ｓを逮捕す

るまでの時間が２分２５秒しかなかったことが，津谷弁護士が一審被告Ｓ

に致命傷となる刺突をされた，もう１つの原因としている（５８頁）が，

これも詭弁である。 

原判決は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が本件被害者宅に立ち入るまでの経

過を無視している。 

すなわち，津谷弁護士及び一審原告Ａは，一審被告Ｓが津谷弁護士宅内

に侵入し津谷弁護士を脅し，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が勝手口から入って

来るまでの５分間前後，自力で一審被告Ｓに対峙して怪我さえしていなか

った。 

津谷弁護士は，就寝中に突然けん銃を手にした一審被告Ｓに起こされる

という状況を突きつけられ（乙Ａ８，５～６頁），即座に死の危険に晒され

ていることを知り，一審被告Ｓをなだめる言葉をかけて思いとどまらせよ

うとした。一審原告Ａは，隣室から聞こえる大声に起こされ（甲８２写真

２），夫の身の危険を感じ，１１０番通報すると，どのような危険な状態か

わからず，自分に何ができるかわからなかったが，部屋から廊下に出て（甲

８２写真４，５），津谷弁護士を助けに向かった。一審原告Ａは，廊下に出

たところで，津谷弁護士にけん銃を突きつけている一審被告Ｓを見た（甲

８２写真６～１０）。一審原告Ａが一審被告Ｓに腕を引っ張られ，応接室に

入れられそうになったときには，津谷弁護士が台所の明かりを点けたこと

により，一審原告Ａは１１０番通報を受けた警察官が宅内に入って来られ

られるように，入口が道路から近い台所の勝手口の鍵を開けるために，一

審被告Ｓの手を振りほどいて，物で狭くなっている廊下から台所に走り込

み，勝手口の鍵を開けた。一審被告Ｓは一審原告Ａが鍵を開けるまで追い
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つかなかった。腰辺りにけん銃の銃口を突きつけられた一審原告Ａは，け

ん銃を持った一審被告Ｓの手を掴み振り上げると，すぐに津谷弁護士が加

勢し，２人で一審被告Ｓの攻撃を防いでいた。 

このように，津谷弁護士と一審原告Ａの連携があったからこそ，Ｓ警部

補及びＫ巡査部長は明かりの点いた台所から建物内に入ることができたの

である。 

津谷弁護士は，突然，生命の危険に晒される状況に陥りながら，建物内

の構造を知り尽くした者として一審原告Ａと連携して生命の危機を脱しよ

うとしていた。事前の心の準備もなく，逮捕術も身につけていない５０代

の夫婦が，怪我をすることもなく，殺人犯と対峙できたのである。 

そのような津谷弁護士にとって，廊下の狭さと，Ｓ警部補及びＫ巡査部

長が現着して一審被告Ｓを逮捕するまでの時間が２分２５秒だったことは，

津谷弁護士が一審被告Ｓによる致命傷となる刺突行為を避けることを困難

にする理由にはならない。 

２分２５秒間がどのような時間だったかは，別途，詳細に説明する。そ

れによれば，津谷弁護士を保護するための時間として十分すぎるほどの時

間だったことがわかるのである。 

  ３ ２分２５秒間 

（１）原判決の説明は詭弁である 

     一概に２分２５秒間というと，短い時間のように思える。原審は，一般

の人のそのような思い込み乃至錯覚を利用して，Ｓ警部補及びＫ巡査部長

は津谷弁護士の危険を回避できなかったとする（５８頁）が，これは詭弁

である。 

     この問題については，原田宏二氏が意見書（甲１９９）で詳細に検討し

ており， 

これによれば，原判決の指摘は，根拠のない全くの空論である。 
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（２）Ｓ警部補らの動きの概略 

     原田氏は，機捜６が現着してからＳ警部補らが一審被告Ｓを逮捕し通信

指令室に連絡するまでの２分２５秒間のＳ警部補らの動きがほぼ明らかに

なっていることから，Ｓ警部補らの動きの所要時間を試算することができ，

これによって，時間の問題としては，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は津谷弁護

士を保護するために十分過ぎるほどの時間を持っていたことを明らかにし

た。 

すなわち，一審被告県の主張をもとに，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の動き

を整理すると，以下のようになる。 

① 機捜６が現着した。 

② Ｓ警部補が機捜６から降り，歩いて津谷弁護士宅の敷地内に立ち入り，

勝手口のドアを開けて建物内に立ち入った（甲３３写真９）。 

③ Ｓ警部補と津谷弁護士，一審被告Ｓとの間は５．３６メートルだった

（甲３３写真９説明，別紙見取図２参照）。Ｓ警部補が勝手口で靴を脱

ぎ，台所を通って廊下に出て，津谷弁護士と一審被告Ｓの間に割って入

った。 

④ 一審被告Ｓがその場から立ち去り，Ｓ警部補の視野からいなくなる。 

⑤ Ｓ警部補より１０秒ほど遅れてＫ巡査部長が廊下に入って来て，津谷

弁護士の手首を掴んでいるＳ警部補の掌の上に自分の両掌を包むよう

に押さえる。 

⑥ 津谷弁護士が「俺は被害者だ。あっちだ」と言い，女性の声で「あっ

ちだ」という声が聞こえた。 

⑦ Ｓ警部補とＫ巡査部長はすぐに手を離した。 

⑧ Ｓ警部補は応接室方向に向かった。 

⑨ Ｓ警部補が応接室に入ろうとした。 

⑩ 瞬間，一審被告Ｓが凶器を突き出して飛び出して来た。台所入り口付
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近の廊下に立って玄関方向を見ていたＫ巡査部長（甲８３現場見取図５

参照）は，一審被告Ｓが凶器を手にして飛び出してくるのを見た。 

⑪ Ｓ警部補は自分の腹部を刺されたと思い，一瞬，腹部をみた。 

⑫ Ｓ警部補が前を見ると，一審被告Ｓと津谷弁護士が一塊になっていた。

Ｋ巡査部長は，津谷弁護士が後ずさりして来たので，自分も後ずさりし

た。 

⑬ Ｋ巡査部長は，背中に本棚が当たり，一瞬，後ろを振り向いた。 

⑭ 津谷弁護士と一審被告Ｓが一塊になって，津谷弁護士の寝室に入って

行った。 

⑮ Ｓ警部補とＫ巡査部長が津谷弁護士の寝室に次々に入り，一審被告Ｓ

を押さえ込んだ。 

⑯ Ｋ巡査部長が機捜６に戻り，通信指令室に一審被告Ｓの逮捕を伝えた。 

（３）時刻の当てはめ 

     原田氏は，これにおおよその所要時間を考慮した時刻を当てはめてみた。

すると，以下のようになった。 

① 午前４時１０分３２秒：現着時刻 

② 午前４時１０分４７秒：Ｓ警部補が勝手口に立ち入った時刻 

③ 午前４時１０分５４秒：Ｓ警部補が津谷弁護士と一審被告Ｓの間に割

って入った時刻 

④ 午前４時１０分５６秒：Ｓ警部補が一審被告Ｓの姿を見失った時刻 

⑤ 午前４時１１分０４秒：Ｋ巡査部長が廊下に来た時刻 

⑤から⑥までの時間は，不明 

⑦は，３秒とする。 

⑦と⑧は，ほぼ同時刻であろう。 

⑨ Ｓ警部補が立っていた位置から応接室入り口まで２メートルもない距

離である（甲３３の見取図５．６）から，急げば１秒もかからず，ゆ
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っくり近づいたとしても所要時間は３秒あれば十分であった。 

⑨と⑩は，ほぼ同時であろう。 

⑩から⑭について，応接室入口中央から津谷弁護士寝室入口中央まで約５

メートルである。Ｓ警部補が走れば１秒足らずで辿り着ける。一審被告Ｓ

と津谷弁護士は廊下で揉み合いながら津谷弁護士の寝室の方へ移動してい

たというのであるから，一審被告Ｓが廊下にいる間に，Ｓ警部補が一審被

告Ｓに追いつくことは極めて容易だった。しかし，実際には廊下にいる間

に追いついていない（このこと自体，極めて不自然だが，ここではあえて

一審被告県の主張を前提にしているので，不自然さは無視する）。そうだと

すると，⑩から⑭の所要時間は，Ｓ警部補が一瞬腹部を見た時間を入れた

としても，２，３秒であるとして，１秒多くして３秒としている。そうす

ると，今度は，３秒以内に本件凶器で２回の刺突行為ができるのかという

疑問が生じるが，Ｓ警部補が一審被告Ｓに追いついていないことからする

と，長くて３秒としか説明のしようがない。 

⑮は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が寝室に入ってすぐ一審被告Ｓを押さえて

いるから２秒としている。 

⑮から⑯で，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が一審被告Ｓを押さえ込んでからＫ

巡査部長が機捜６に戻り通信指令室に連絡するまでの所要時間を４０秒と

する。 

⑯の時刻である午前４時１２分５７秒は確定している。 

これを前提に，午前４時１２分５７秒から逆算すると， 

⑮の時刻は，午前４時１２分１７秒， 

⑭の時刻は，午前４時１２分１４秒， 

⑩の時刻は，午前４時１２分１１秒， 

⑧⑦の時刻は，午前４時１２分０８秒， 

⑥の時刻は，午前４時１２分０５秒，となる。 
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  このような経過だったことを前提にすると，Ｓ警部補とＫ巡査部長は，

津谷弁護士宅の廊下で津谷弁護士を，④午前４時１０分５６秒から⑥午前

４時１２分０５秒までの６９秒間，拘束していたことになる。 

また，Ｓ警部補が一審被告Ｓの姿を見失っていた時間も，これとほぼ同

じ時間だったことになる。 

（４）６９秒間は津谷弁護士を保護するには十分な時間だった 

     Ｓ警部補は，津谷弁護士宅に立ち入った直後に，「やめれ」と一言発した

だけで，その後は一審被告Ｓを逮捕するまで，無言のままであった。 

Ｓ警部補は，２人の男の間に割って入ったときに１人の男がけん銃を持

っていることに気づいたという。津谷弁護士が禁制品のけん銃を持ってい

るとは考えられず，侵入者が津谷弁護士を殺害する目的で持ち込んだとし

か考えられない。そうだとすると，Ｓ警部補が手を掴んだ男が侵入者なの

か津谷弁護士なのかは，極めて重要な事実である。 

侵入者であれば，そのまま逮捕すればよいが，津谷弁護士であれば，津

谷弁護士の命を狙っている侵入者がまだ近くに潜んでいて何らかの方法で

津谷弁護士を殺害しようとしている可能性が高く，一刻も早く津谷弁護士

を守るために，侵入者から遠ざける必要があるからである。 

ところが，一審被告県の主張を前提にすると，前記のとおり，Ｓ警部補

は，６９秒間，津谷弁護士の手を押さえている間も，無言を続けていたこ

とになる。 

一審被告県の主張によれば，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補より１０～１２秒

後に津谷弁護士宅に立ち入ったとのことであるが，Ｓ警部補はＫ巡査部長

に対しても一言も発しておらず，言葉による具体的な指揮命令は何もして

いない。 

一瞬先がどうなるかわからない殺人事件に発展しかねない状況が進行

している現場で，班長たる警察官が終始無言でいることは，部下にとって
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は，班長が何を考え，自分に何をさせようとしているのかが明確にわから

ないということであり，部下として的確迅速に班長の意図する対応が行え

ないことを意味する。 

そのような立場に置かれたＫ巡査部長は，無言の班長のＳ警部補に事実

確認や指揮命令を仰ぐことによって，Ｓ警部補の認識やＫ巡査部長が何を

すべきなのかを明確に知ることができるのに，それをせず，終始無言のま

まだった。 

     ６９秒間も津谷弁護士の姿格好を間近で見ていれば，Ｓ警部補は，津谷

弁護士の服装や素足，顔つきなどから直ぐに自分たちが押さえている者が

津谷弁護士であることに気づいたはずである。 

気づかなかったのであれば，Ｓ警部補が津谷弁護士に対して「警察だ」

「あなたは誰だ」「離れて行った男はだれだ」と質問すれば，津谷弁護士は，

私服の男が警察官であることをはっきり認識し，直前まで一緒に一審被告

Ｓの手首を掴んでいた妻が手を離した理由を理解し，即座に「私は津谷だ」

「あの男が侵入者だ」と即答し，けん銃をＳ警部補に直ぐに渡したはずで

ある。 

Ｓ警部補は，その時点で直ぐに，Ｋ巡査部長に手を離すよう指揮命令し

（Ｓ警部補の説明（甲３３）及びＫ巡査部長の説明（甲８３）によれば，

津谷弁護士の手を掴んでいるＳ警部補の手をＫ巡査部長がさらに包むよう

に掴んでいることからすると，先にＫ巡査部長が手を離さないとＳ警部補

は津谷弁護士の手から自分の手を離すことができない），手を離させ，続い

て，自分も津谷弁護士の手を離し，津谷弁護士からけん銃を受け取り，Ｋ

巡査部長に津谷弁護士を安全な場所（台所）に移動させるよう指揮命令し，

Ｋ巡査部長がこれを実行していれば，その後，Ｓ警部補が応接室に向かっ

たときに，一審被告Ｓが応接室内から突進してきたとしても，既に津谷弁

護士はＫ巡査部長に誘導されて台所に入っているので，廊下で刺突される
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ことは避けられる。 

津谷弁護士が台所に入ったところを一審被告Ｓが見ていなければ，一審

被告Ｓは攻撃目標が見つからず一瞬戸惑うから，長身のＳ警部補が一審被

告Ｓの背後から羽交い絞めにして逮捕すればよい。一審被告Ｓが津谷弁護

士が台所に入るところを目撃していたとしても，津谷弁護士が台所に入り，

ガラス引き戸（甲８３写真６）を閉めてしまえば，一審被告Ｓの刺突行為

は一時的に止めることができ，その間にＳ警部補が一審被告Ｓを背後から

羽交い絞めにして逮捕すればよい。 

いずれにしても，津谷弁護士は全くの無傷で助かったのである。 

     Ｋ巡査部長は，原審の証人尋問で，津谷弁護士からけん銃を取り上げる

ことについて，Ｓ警部補と協議や指示はなかったのかという反対尋問に対

して，「指示する時間はありませんでした。」（Ｋ巡査部長調書５１頁）と証

言している。 

しかし，一体どれだけの時間があれば，Ｓ警部補は，指揮命令できたの

か。 

（５）６９秒間より短い時間だったとしても 

     ６９秒間の沈黙（静寂）は，実際に計測した時間ではない。実際はもっ

と長い時間だったかもしれないし，もっと短い時間だったかもしれない。

しかし，６９秒間よりも短かったかもしれないと言っても，①から③まで

の時間，⑥から⑮までの時間が極めて短かったことからすると，試算した

時間は実際とほとんど変わらないはずである。 

比較的時間を要したと思われる⑮と⑯の間の時間を４０秒ではなく，５

０秒，６０秒と長く想定したとしても，沈黙しながら津谷弁護士を拘束し

ていた時間は，５９秒間，４９秒間である。 

けん銃を持って侵入して来て津谷弁護士を「殺す」と言っている者がす

ぐ近く，数メートルの場所にいるときに，警察官が２人がかりで無言で津
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谷弁護士の手を掴み続ける時間としては，あまりにも長く，あまりにも危

険であった。 

これだけの時間があれば，Ｓ警部補が，津谷弁護士にけん銃を手渡させ，

Ｋ巡査部長に津谷弁護士を安全な場所（台所）に移動させるよう指揮命令

し，Ｋ巡査部長がこれを実行して津谷弁護士の安全を確保するのに十分過

ぎる時間があったのである。 

（６）Ｋ巡査部長の対応 

    ア 一審被告県の主張を前提にしたとても，Ｋ巡査部長は，津谷弁護士宅

に入ったあと，津谷弁護士が一審被告Ｓに刺突されるまでの間，一言も

発していない。もしＫ巡査部長がＳ警部補より１０秒から１２秒遅く津

谷弁護士宅に入ったのであれば，Ｋ巡査部長は，勝手口から台所を通っ

て廊下に出たときに，津谷弁護士ともみ合う一審被告Ｓの姿（甲３３写

真１０～１５）を見ていないことになる（甲８３写真６）。Ｋ巡査部長

が目撃したのは，Ｓ警部補がけん銃を持った１人の男の手を掴んでいる

状態である（甲８３写真７）。 

Ｓ警部補は，廊下に入って来たＫ巡査部長に対して，無言だった。も

う１人の男が居たものの見失ったことを告げず，その男を追うよう命令

することもしなかった。Ｋ巡査部長としては，命令されなければ動きよ

うがないが，上司が男の手を掴むという警察活動をしているのに，部下

の自分が何もしないでいるわけにも行かない。Ｋ巡査部長がそのときと

るべき行動で，班長のＳ警部補に非難されないものは，一つしかなかっ

た。それが，Ｓ警部補と同じように津谷弁護士の手を掴むことであった

（甲８３写真８～１２）。津谷弁護士の身体の自由は，２人の警察官に

よって奪われる状態になったのである。 

    イ もっとも，Ｋ巡査部長は，通信指令で津谷弁護士宅を「訪ねて来た者」

がいることを知っていたのであるから，廊下に立ち入ったとき，もし一
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審被告県の主張のとおり，Ｓ警部補と１人の男（津谷弁護士）の姿しか

見ていないのであれば，Ｓ警部補が掴まえている男以外の者がすぐ近く

にいることを直ちに推測したはずだ。 

そうであれば，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補に「もう１人の者はどこです

か」「私はそちらを追いかけましょうか」と言ってＳ警部補の指揮命令

を仰げば，Ｓ警部補は「もう１人の男が応接室の方へ行ったから，そち

らの対応をしてくれ」と指揮命令を出し，Ｋ巡査部長がこの指揮命令に

従っていれば，廊下から応接室に入ったばかりの一審被告Ｓを直ぐに逮

捕できたはずである。しかし，Ｋ巡査部長はそのようなことをせず，何

も言わず，ただＳ警部補のしていることを真似ていた。 

    ウ また，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補が無言のままであれば，Ｓ警部補が掴

まえている者がだれであるかを知るために，Ｓ警部補に「この人はだれ

ですか」と質問するか，津谷弁護士に「私も警察官だ」と言い，「あな

たはだれだ」と質問すれば，津谷弁護士はこの時点で２人の男が警察官

であることをはっきり知り，「津谷です」と名乗り，Ｓ警部補らの指示

に従う態度をはっきり示し，持っているけん銃を手渡すことで，Ｓ警部

補及びＫ巡査部長の拘束から開放され，安全な場所に逃げることができ

たはずである。 

Ｋ巡査部長は，上記のような質問をすべきだったにもかかわらず，そ

れをせず，Ｓ警部補と同じく無言で津谷弁護士の手を掴む行為を続けて

いたことで，津谷弁護士を生命の危険に晒したのである。 

エ この点，Ｋ巡査部長は，原審の証人尋問で，一審原告ら代理人から「津

谷先生，けん銃，離してくださいと言えばいいじゃないですか。」と問

われ，「津谷先生かどうか，その時点では分かりませんでした。」と証言

し（Ｋ巡査部長調書５０頁），「だったら，それを確認すればいいじゃな

いですか。」と問われると，沈黙（「……。」）してしまった（Ｋ巡査部長
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調書同頁）。被害者を助けるために来た警察官が真っ先にやるべきこと

をやっていないから，確認しなかったことの弁解ができないのである。

また，「裁判長の質問でも，犯人かどうか分からなかったとおっしゃる

んでしょう。分からないんだったら，現場で確認するのが警察の仕事で

しょう。なぜ確認しないんですか。」と問われると，「私，つかんでいた

時間は短かったので，そういう時間はありませんでした。」と証言した

（Ｋ巡査部長調書同頁）。 

これは，明らかな虚偽である。すなわち，Ｋ巡査部長がＳ警部補より

１０秒から１２秒遅く入ったという説明を前提にしても，Ｋ巡査部長が

津谷弁護士の手を掴んでいた時間は，Ｓ警部補の６９秒間とほぼ変わら

ず，１０秒から１２秒短いだけの間，津谷弁護士の手を掴んでいたこと

になる。これで「時間が短かった」とはどういうことか。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が手を掴んでいる男が津谷弁護士か否かは，

津谷弁護士の生命の安全に関係する極めて重大な問題である。時間が足

りないという問題ではなく，事件進行が流動的で危険な現場に立ち入っ

た警察官とは思えない，状況把握に対する無関心ぶりが，あまりにも異

常で非常識なのである。 

    オ このようにみてくると，Ｋ巡査部長が，Ｓ警部補が手を掴んでいる者

の身元やそれ以外の者の行方という極めて重要な基本的な事実をＳ警

部補に確認しなかった理由は，１つしかない。それは，Ｋ巡査部長は，

Ｓ警部補と同じ時に，一審被告Ｓの姿を見ていたから確認する必要がな

かったのである。それでも，一審被告Ｓの姿を見ているＳ警部補が無言

で津谷弁護士の手を掴むだけで，Ｋ巡査部長に対して特に何の指揮命令

をしないので，Ｋ巡査部長としては，Ｓ警部補を真似していればいいと

即断して，同じ行動をとっただけなのである。 

    カ Ｓ警部補が無言のまま津谷弁護士の手を掴まえていた行動の真意は，
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当時現場に居たＫ巡査部長にさえはっきりわからなかった。秋田県議会

教育公安委員会における県警の説明内容が，最初の，犯人と間違えたと

いうものから（甲１２，８頁），その後，けん銃の暴発を防ぐためだっ

た（甲１４，２７頁）に変わったのは，県警本部でさえ，Ｓ警部補の真

意を把握しかねていたからである。 

本件当時，Ｓ警部補の真意が津谷弁護士にわからなかっただけでなく，

Ｋ巡査部長にさえ伝わっていなかったことからすれば，津谷弁護士がＳ

警部補に手を離してもらえるタイミングは，Ｓ警部補にしかわからなか

ったということである。 

  （７）一審被告県の主張を前提にしても保護は可能であった 

このように，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が沈黙し続けることで，津谷弁護

士はＳ警部補にもＫ巡査部長にも守ってもらえない状態，生命の危険に曝

された状態が続いていた。 

逆にいえば，一審被告県の主張を前提にしたとしても，前記のとおり，

Ｓ警部補らが，津谷弁護士を生命の危険に曝さず，保護することは，明ら

かに，容易にできたのである。 

（８）一審原告Ａの説明に基づいた場合 

     また，一審原告Ａの説明に基づくとしても，前記①から③までの所要時

間，⑩から⑯までの所要時間は，Ｓ警部補らの説明とほぼ一致する。Ｓ警

部補らの説明と異なる点は，津谷弁護士が「俺じゃない，あっちだ」と言

い，一審原告Ａが「あっちだ」と言って台所に戻った数秒後に一審被告Ｓ

が廊下を走り出しているか，再び長い静寂が続いた後に一審被告Ｓが廊下

を走り出したかである。 

     この点の違いがあったとしても，一審被告Ｓと廊下にいた３人（Ｓ警部

補，Ｋ巡査部長，津谷弁護士）が一斉に走ったことは１度しかなく，その

直後に一審原告Ａは津谷弁護士の寝室に様子を見に行ったという部分は，
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一審被告県の説明とほぼ同じである。そうだとすると，一審原告Ａの体験

としても，津谷弁護士が一審被告Ｓに刺突された時期は，６９秒間の終わ

りの頃であるという点ではほぼ同じである。 

この間に，Ｓ警部補が，津谷弁護士に本人確認をし，寝室か台所に移動

して戸を閉めておくように指示し，警察官だけで侵入者（一審被告Ｓ）に

対峙するようにすれば，津谷弁護士を受傷させることなく保護することが

できた。Ｓ警部補がＫ巡査部長に津谷弁護士の保護を指示しても，津谷弁

護士は助かった。６９秒間が５９秒間，４９秒間であったとしても，Ｓ警

部補がなすべき対応は同じであり，容易に実行できたのである。 

４ 押田鑑定に対する裁判所の評価 

（１）原判決の判断回避 

原判決は，カ（５８～５９頁）において，押田茂實日本大学名誉教授の

鑑定書（甲１０５）及び証言（説明）については，鑑定内容を具体的に検

討せずに，「しかし」として，「同鑑定書によっても，原告らの主張の態様

以外で生じ得ないものであるとまでは認められない。」として，鑑定の結論

を採用しなかった。 

この検討拒否の態度も，不合理である。 

（２）総合的な検討の必要 

押田鑑定書（甲１０５）は，それだけで津谷弁護士が刺突されたときの

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の行為態様を決め付けようというものではない。

押田氏が鑑定書（甲１０５）を作成する前に，美作宗太郎教授の鑑定書（甲

４７）があり，これを前提に行われた秋田県警によるモデル実験に関する

写真撮影報告書（甲４８）があり，美作教授の証言（甲６３の１，２，３）

がある。これらを総合して検討する必要があるのである。 

（３）写真撮影報告書（甲４８）で示した型についての検討 

美作証言によると，津谷弁護士の左胸下の傷（以下「本件傷１」という。）



 - 38 -

は最初の刺突ででき，その際に津谷弁護士が本件凶器の刃を左手で握った

ことから左手の傷（以下「本件傷３」という。）ができ，次に左胸部上の傷

（以下「本件傷２」という）ができたと考えるのが合理的だとしている。 

そして，本件傷２ができたときの津谷弁護士の身体は，跪いた状態だっ

たと考えるのが合理的だとしている。写真撮影報告書（甲４８）でみると，

写真６，７，８（以下「写真６の場合」という。）である。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の説明によると，津谷弁護士が一審被告Ｓに２

度刺突されたのは廊下であり，Ｓ警部補とＫ巡査部長が向き合っていたと

きに，同人らの間に一審被告Ｓと津谷弁護士が向き合って立っており，そ

こで津谷弁護士は２度刺突されたことになる。 

本件で，津谷弁護士が２度刺突された際のＳ警部補及びＫ巡査部長の詳

細な動きは，同人らの過失を検討する前提となる重要な事実であり，同人

らの動きを検討する上で，津谷弁護士が２度にわたって刺突された態様を

認定することは不可欠である。 

したがって，原判決が，「原告らの主張の態様以外で生じ得ないもので

あるとまでは認められない」というのであれば，刺突状況として考えられ

る態様をまとめた写真撮影報告書（甲４８）で示されている行為態様の中

からいずれの可能性が高いかを，刺突行為があった場所とともに，具体例

を示すべきである。 

原審がそれ以外の行為態様を考えているとすれば，それは証拠に基づか

ない憶測に過ぎないから，そのような判断をすべきではない。 

そうだとすると，原判決が「原告らの主張する態様以外」の行為態様は，

写真撮影報告書（甲４８）で示されている行為態様の中にあると考えて，

検討してみる。 

そうすると，写真４，５，６の場合（以下「写真４の場合」という。），

写真９，１０，１１の場合（以下「写真９の場合」という。），写真１２，
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１３，１４の場合（以下「写真１２の場合」という。），写真１５，１６，

１７の場合（以下「写真１５の場合」という。），写真１８，１９，２０の

場合（以下「写真１８の場合」という。），写真２１，２２，２３の場合（以

下「写真２１の場合」という。），写真２４，２５，２６の場合（以下「写

真２４の場合」という。）がある。 

そして，これらの刺突があったとき，一審被告Ｓは廊下を津谷弁護士の

方へ突進し，津谷弁護士は後ずさりしながら後方に下がっていたというこ

とであるから，写真９の場合以外は，どれも当てはまらない。 

ところが，写真９にある姿勢だったとすると，見て分かるとおり，津谷

弁護士の身体は前のめりになっていて，重心は腰より前の位置にあるので，

前進はしやすいが，後ずさりはしにくい。逃げにくい姿勢で逃げるのはま

るで掴まりたいかのような行動選択であり，不可解である。後ずさりや写

真９の姿勢は存在しなかった可能性が高い。 

そうだとすると，県警が美作教授から説明を受けた，致命傷となった前

胸左側部の創から一審被告Ｓが本件凶器を使って津谷弁護士を刺した状況

で考えられる体勢は，どれも津谷弁護士が廊下を後退している状態ではで

きないことが明らかである。 

県警は，この写真撮影報告書（甲４８）を作成する過程でこのことに気

づいたはずである。 

仮に，写真９のような姿勢で津谷弁護士が後ずさりすることができたと

しても，その動きは極めて遅いものにならざるを得ない。そうだとすると，

一審被告Ｓはすぐに津谷弁護士に追いつくことができ，１度目を刺し，本

件凶器を引いて，津谷弁護士の身体から刃を抜いて，前屈みになっている

津谷弁護士の左胸部上から刺したことになるが，津谷弁護士と一審被告Ｓ

がこのような動作をしていれば，一瞬腹部を見ていただけのＳ警部補はす

ぐに，目の前の情景を見て一審被告Ｓを追いかけ，同人を背後から容易か
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つ確実に掴まえることができたはずである。Ｓ警部補がこのような行動を

とっていないのは，そもそも津谷弁護士が刺突された状況がこのようなも

のではなかったからである。 

残る態様は，写真６の場合しかない。この点，美作証言５２頁は，本調

書別紙６８〔写真⑥〕を示され，「これは多分一番考えやすいんじゃないか

と思います」と証言するが，同写真は津谷弁護士が跪いた状態で上方から

刺突されている体勢であること，及び，美作証言は刺突痕の状態のみから

考えられる体勢を指摘しただけであることからして，本件のように，Ｓ警

部補及びＫ巡査部長が説明するような，廊下を早足で津谷寝室になだれ込

む状態の本件の事案で，津谷弁護士が廊下に跪き，静止するが如き体勢は，

絶対にありえない行為態様である。 

したがって，刺突状況に関するＳ警部補及びＫ巡査部長の説明は，見間

違いではない。明らかに虚偽である。見ていないという嘘をついているの

である。 

（４）押田鑑定書（甲１０５）の検討 

     美作鑑定書（甲４７）では，本件傷２ができたときの津谷弁護士の身体

の姿勢について検討したもので，本件傷１については検討していない。 

本件では，津谷弁護士がＳ警部補及びＫ巡査部長と廊下にいるときに７

０秒間近い静寂の時間があった。だれも言葉を発せず，物音もせず，目だ

った動きもしなかったことからすると，この間，Ｓ警部補はＫ巡査部長に

も津谷弁護士にも何の指示もせず，そのためにＫ巡査部長も津谷弁護士も

どうしたらよいかわからず，３人ともほとんど動かず，同じ動作を続ける

状態があった可能性がある。一審原告Ａが廊下に出たときにみた３人の姿

はずっと続いていた状態だった可能性があるのである。同じ様子を一審被

告Ｓも応接室内から見ていた。そして，一審原告Ａが廊下から台所に戻っ

た後も，Ｓ警部補からＫ巡査部長に何の指揮命令もせず沈黙し続いていた
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ことからすれば，Ｋ巡査部長はそれまでの動作を変えるわけに行かず，そ

のままの状態を続けていたことが伺われるのである。 

また，一審原告らが主張するように，一審原告Ａが目撃したような磔状

態で津谷弁護士の両手首をＳ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の両脇か

らそれぞれ掴んでいて，一審被告Ｓが津谷弁護士の左胸下部分を刺したと

きに，Ｓ警部補が掴んでいた津谷弁護士の左手を無言のまま離し，津谷弁

護士が左手で本件凶器の刃を握ったのだとすれば，Ｓ警部補から何の指示

もされていないＫ巡査部長は，刺された津谷弁護士が跪いても，それまで

どおり津谷弁護士の右手首を掴み続けていたという状況があり得る。Ｋ巡

査部長は，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を掴み続けているときの数十秒間，

Ｓ警部補に対しても津谷弁護士に対しても何も質問せず，一審被告Ｓの動

きに注意する様子もなかったことからすると，文字どおり，Ｓ警部補の明

示乃至黙示による指揮命令がなければ，津谷弁護士の手を離すつもりはな

かったものと考えられる。 

このような状況だったとすれば，津谷弁護士の身体は，１度目の刺突の

ときも２度目の刺突のときも，ほとんど動いていなかった可能性が高い。

ほとんど動いていなかったとすれば，押田鑑定書（甲１０５）で検討して

いる，津谷弁護士の身体の傷の位置と，スウェットの破損位置のずれは，

１度目の刺突のときには両腕を上げている体勢，２度目の刺突のときには

左腕だけを上げている体勢に合致する。 

さらに，押田氏は，原判決の指摘に対応すべく，写真４の場合，写真９

の場合，写真１２の場合，写真１５の場合，写真１８の場合，写真２１の

場合，写真２４の場合について，身体の傷の位置とスウェットの破損位置

が整合するかを実験し，いずれも整合しないことを確認した（甲１０５）。 

（５）一審原告Ａの目撃状況 

     押田鑑定書の結論は，一審原告Ａが，本件当時，廊下に出て玄関方向を
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見たときの３人の男の並んでいる情景（甲１１の１，６頁，甲８２写真４

２，４３）に酷似している。 

原判決は，「台所にいた原告Ａが応接室から本件凶器の刃先が出ている

のを目撃していたとしても，津谷弁護士の腕を掴んでいたＳ警部補らがこ

れを認識することができる状況にあったと認めるに足りる証拠はない」（６

６頁）と認定する。 

しかし，そもそも一審原告Ａは，「台所にいて応接室から本件凶器の刃

先が出ているのを目撃していた」などという説明などしていない（甲８２

写真４２，４３参照）。 

台所にいた一審原告Ａは，廊下に出るまで，廊下で何が起こっているか

わからなかったから，廊下に出て，玄関方向を見たのである。そして，そ

のとき，一審原告Ａは，本件凶器の刃先が応接室の中から廊下に向けて突

き出されているのを目撃したのである。 

廊下に出て玄関方向を見たときに，応接室入口前の廊下に，応接室入口

方向を向いて，自分に近い方からＫ巡査部長，津谷弁護士，Ｓ警部補が横

に並び，津谷弁護士が両側から手を掴まれ，L 字のように腕を上に上げら

れ，身動きできないようにされており（甲１１の１，６頁，甲８２写真４

２，４３），同時に，応接室から本件凶器の刃先が出ているのが見えたので

ある（甲８２写真４５）。 

一審原告Ａが本件凶器の刃先を目撃するのは，津谷弁護士とＳ警部補，

Ｋ巡査部長の立っている位置や３人がとっている格好を目撃するのと同時

である（甲１１の１，７頁）。 

台所から廊下に出てこなければ，一審原告Ａは，本件凶器を目撃するこ

とはなかったし，「あっちだ」と指示できたのも，指示の相手である警察官

らの姿が見えているからである。 

一審被告Ｓも，山形刑務所の出張尋問で，応接室前廊下に３人が横に並
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んでいたのを見たような気がすると述べている（被告Ｓ調書３頁）。 

原判決は，一審原告ＡがＳ警部補らに対して一審被告Ｓが本件凶器を持

っていることを告げたり，注意を促した事実もないとする（６６頁）が，

一審原告Ａが廊下に出てみた位置からすれば，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，

応接室入口方向を向いて立っており（甲８２写真４２），当然，一審被告Ｓ

の姿も本件凶器も正面から見えているから，言わなかっただけのことであ

る。このような指示代名詞による言葉のやりとりは，同じものが見えてい

る者同士の間ではよくあることである。津谷弁護士が「あっちだ」という

言い方をしているのも，「あっち」である一審被告Ｓの姿と本件凶器が津谷

弁護士に見えているだけでなく，Ｓ警部補やＫ巡査部長にも見えているか

らである。 

原判決は，一審原告Ａが述べていない事実を一審原告らの主張として作

り上げ，それを前提に一審原告らの主張を論難するが，あり得ない暴論で

ある。原判決は，一審原告Ａの目撃状況と押田鑑定書の結論が一致するこ

とを，意図的に認めないようにしている。 

５ 「あっちだ」で手を離したか 

（１）原判決の認定 

原判決は，「無線指令で家人が弁護士であることを認識しており，『あっ

ちだ』との津谷弁護士や原告Ａの指摘を受けて，腕を掴んでいる者が津谷

弁護士であり，弁護士であればけん銃を使用することがないものと考えた

としても特に不自然，不合理なことではない」（５９頁）という。 

これは，津谷弁護士が「俺は被害者だ」「あっちだ」と言い，一審原告

Ａが「あっちだ」と言った直後に，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士

の手を離していたかどうかに関わる問題である（甲１１の１，７頁参照）。 

この点に関して，原判決では，津谷弁護士の上記言葉及び一審原告Ａの

上記言葉については当事者間に争いがないと認定した上で，「Ｓ警部補らが
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その後も必要以上に津谷弁護士の手を掴み続けたことを認めるに足りる的

確な証拠はない。」（７３頁）としている。 

「必要以上に」というが，この場合の「必要」とは何だったのかがそも

そも曖昧なのである。Ｓ警部補は，当時なぜ，津谷弁護士の手を掴んでい

たのかを，Ｋ巡査部長にすら述べていない。 

そうであるにもかかわらず，裁判所が「必要」の中身を具体的に特定で

きないまま，「必要以上に」と決め付けるのは，恣意的である。しかも，「認

めるに足りる証拠」ではなく，「認めるに足りる的確な証拠」という制約を

設けることで，一審原告らの主張立証を一蹴した。先に結論ありきの決め

付けの事実認定である。 

（２）Ｓ警部補の無言 

    ア 最初にけん銃を持っている津谷弁護士の手を掴んだのは，Ｓ警部補で

ある。Ｓ警部補が無言で津谷弁護士の手を掴んだから，津谷弁護士には，

Ｓ警部補が自分の手を掴んだ目的はわからない。けん銃を渡してほしい

のであれば，津谷弁護士に「けん銃を渡しなさい」と言えばよく，暴発

を防ぐ目的であれば，「危険だから銃口を人に向けないようにして渡し

なさい」と言えばいい。 

ところが，Ｓ警部補の行動は無言で行われ，その後も無言を通してい

るので，津谷弁護士には，Ｓ警部補が手を掴み続けている目的がわから

ない。Ｓ警部補の部下であるＫ巡査部長にしても，同様である。 

イ 事件現場の警察官は，現場の指揮官である警察官の指揮命令で動くの

であるから（警察法６３条），本件の場合で言えば，Ｓ警部補が指揮命

令しないかぎり，Ｋ巡査部長はそれまでの動作を取り続けなければなら

ない。 

現場にいる人が何を言おうが無視して上司の命令のみに従う。なぜな

ら，現場に居る人の言葉に警察官各自がそれぞれの判断で応じてしまう



 - 45 -

と，立ち入ったばかりの現場で複数の人がそれぞれ勝手なことを言って

いるような場合，各警察官は誰の言葉に従えばいいかわからなくなり，

現場の指揮命令系統が崩壊し，事態は却って混乱しかねないからである。

警察官は上司の警察官の指揮命令だけに従うべきであり，それ以外の現

場に居合わせた一般の人の言葉に従うようなことをしてはいけないの

である。 

津谷弁護士も一審原告Ａも一市民に過ぎず，Ｓ警部補及びＫ巡査部長

にとって現場の指揮官ではないから，何を言われようと，従うべき言葉

ではない。本件現場における警察官の指揮官は，Ｓ警部補である。Ｓ警

部補が津谷弁護士の手を離すことを決め，Ｋ巡査部長に指揮命令しなけ

れば，Ｋ巡査部長が津谷弁護士の手を離すことはないのである。 

Ｓ警部補は，津谷弁護士の手を掴んだとき，そばにいるＫ巡査部長に

何をすべきか指揮命令していない。Ｓ警部補から何の指揮命令もない状

態で，Ｋ巡査部長は何もしないで立っているわけにもいかず，Ｓ警部補

の動作から自分も同じように津谷弁護士の手首を掴まえればいいのだ

と理解し，これを実行した。 

Ｓ警部補から何ら否定されなかったＫ巡査部長としては，Ｓ警部補か

ら「この男の手首を掴んでいろ」と命令されている状態になっているの

であるから，Ｓ警部補に「手を離せ」と指揮命令するか，Ｋ巡査部長に

よく見える位置で津谷弁護士の手を離されない限り，Ｋ巡査部長が津谷

弁護士の手を離すことはない。 

しかも，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の説明のとおりだとすれば，Ｋ巡査

部長の手は津谷弁護士の手を掴んでいるＳ警部補の手を掴んでいる格

好，関係にあって，Ｓ警部補が無言で先に手を離すことができないから，

Ｓ警部補が「手を離せ」と言葉に出して言わないと，Ｋ巡査部長は手を

離さない。 
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本件の場合，Ｓ警部補は，津谷弁護士が「俺は被害者だ」「あっちだ」

と言い，一審原告Ａが「あっちだ」と言った後も，無言だったのである

から，Ｋ巡査部長が津谷弁護士の手を掴んでいるＳ警部補の手の上にあ

る自分の手を離すはずがないのである。 

    ウ Ｓ警部補が，無言であったにせよ，津谷弁護士の手にけん銃があるこ

とに注目して手を掴んだことは明らかである。そうであれば，自分が手

を掴んでいる相手が津谷弁護士であることがわかったとしても，手を離

す理由にはならない。 

津谷弁護士が「俺は被害者だ」と言って自分が侵入者でないことを説

明し，「あっちだ」と言うことで「あっち」こそが侵入者だと訴えたと

しても，もし，Ｓ警部補が，どちらの男が犯人かということを考えて，

津谷弁護士を犯人だと思い，手を掴んだのであれば，津谷弁護士のこの

言葉に，「津谷さんですか」と相手確認をして，「そうです」と言われれ

ば，直ちに反応して手を離したはずであるが，そのときには，殺されよ

うとしている被害者である津谷弁護士を侵入者と間違えるという，とん

でもなく危険で失礼なことをしたわけであるから，公務員（警察官）の

常識として，「大変失礼しました」くらいのことを言うはずである。そ

して，「危険ですから，けん銃を渡してください」と言って，津谷弁護

士からけん銃を受け取り，津谷弁護士を被害者としてみて侵入者の不意

の攻撃から守るために，一審被告Ｓが潜んでいる可能性の高い応接室か

ら遠ざけるべく，「危ないですから台所に入っていてください」と言い，

津谷弁護士を台所に移動させたはずである。 

しかし，Ｓ警部補は，津谷弁護士が被害者だとわかって手を離したは

ずであるのに，当然出るはずの，「けん銃を渡してください」も「台所

に入っていてください」も言わず，何も言わずに，応接室の入口に向か

ったというのである。 
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けん銃に執着して手を掴んでいたはずなのに，津谷弁護士に「けん銃

を渡してください」と言わないＳ警部補の態度は，如何にも奇異である。

被害者を助けに来たはずなのに，津谷弁護士を保護するための言動を何

もしないのも奇異である。 

Ｓ警部補がこういった言葉を発していないのは，実際には，津谷弁護

士の「俺は被害者だ」，「あっちだ」という声，女性の「あっちだ」とい

う声に影響を受けてそれまでの動作を止めたという事実がないからで

ある。 

そして，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を離さない以上，Ｓ警部補の指揮

命令なく，Ｋ巡査部長が津谷弁護士の手を離すことはないのである。 

一審原告Ａが陳述書（甲１０６）で述べているとおり，津谷弁護士の

「俺は被害者だ」，「あっちだ」という声，女性の「あっちだ」という声

の後も，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，それまでの同じ動作を続けていた

から，沈黙が続いたのである。 

（３）津谷弁護士の手を掴んでいたときの状況と手を離す順番 

    ア Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の「手を掴んでいた」という事

実レベルでは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の言い分と一審原告Ａの目撃事

実とは一致する。しかし，「手を掴んでいた」状態をさらに詳しくみる

と，両者は，行為としても，視覚的にも，全く異なる。 

      Ｓ警部補及びＫ巡査部長が，津谷弁護士がけん銃を持っている手を２

人で握っていたと述べている（甲３３写真２３～２５，甲８３写真１０

～１２）のに対して，一審原告Ａは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は津谷弁

護士の両手首を別々に掴んでいたと述べている（甲１１の１，６頁，甲

８２写真４２，４３）。 

もっとも，一審原告Ａが廊下に出て３人の様子を見たのは，Ｓ警部補

及びＫ巡査部長が津谷弁護士の手を掴んでいる状態が続いた全体の時



 - 48 -

間ではないから，一審原告Ａが見ていないときにＳ警部補らが言うよう

な場面があったかどうかはわからないが，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は２

人で津谷弁護士の片手を掴み続けていたということであるから，一審原

告Ａが目撃したような状態はなかったということになる。 

    イ どちらが真相なのか。この点を解く鍵が，手を離した順番にある。 

Ｓ警部補は終始無言だったから，Ｋ巡査部長はＳ警部補の真似をして

行為するしかなかった。そうだとすると，手を離す順番も，先にＳ警部

補が手を離さなければ，Ｋ巡査部長が手を離すことはないということに

なる。 

Ｋ巡査部長は，刑事裁判の証言（甲６５の１）で，「まず最初に，Ｓ

警部補及びＫ巡査部長班長が手を放し（た）」（４頁）と説明している。

原審でも同様の証言をしている（Ｋ巡査部長調書４６頁）。実際に手を

離すときもＳ警部補は無言だった（Ｋ巡査部長調書４３～４６頁）。 

そうだとすると，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補が手を離したことを現認す

るか，手を離すＳ警部補の意思が明確であることに気づかないと，自分

も津谷弁護士の手を離すという動作をとらないことになる。 

    ウ ここで，Ｓ警部補らが言うように，２人が手を重ねるように津谷弁護

士の片方の手を掴んでいたのだとすると，先に掴んだＳ警部補の手が下

に，後から掴んだＫ巡査部長の手が上になって重なる（甲８３写真１０

～１２参照）。 

このような状態で，Ｓ警部補が手を離そうとすれば，Ｋ巡査部長に「手

を離せ」と言って，Ｋ巡査部長に手を離させなければ，自分の手を津谷

弁護士から離すことができない。 

つまり，この場合，Ｓ警部補の「手を離せ」という指揮命令があって，

Ｋ巡査部長がこれに従ったときに初めて，Ｓ警部補は手を離すことがで

きるのである。 
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手を離す順番は，Ｋ巡査部長が先で，Ｓ警部補は後になる。動作の順

番が逆になる。 

しかも，Ｓ警部補が「手を離せ」と言わなければ，Ｋ巡査部長が手を

離すことはないのに，本件当時，Ｓ警部補は現場で「手を離せ」と言っ

ていない。 

そうであれば，Ｋ巡査部長が手を離すはずがなく，Ｓ警部補は手を離

すことができなかったことになる。 

    エ この点に関して，原審の証人尋問で詳しく問い質すと，Ｋ巡査部長は，

「中から抜けますよ」（Ｋ巡査部長調書５３頁）と答え，「中から抜けま

すというのは，あなたが手を緩めたということなんですか。」と質問す

ると，「もともとそんな握り潰すように強くはやっておりません。横と

か人に向かないようにということでやっております。」と答えた（Ｋ巡

査部長調書同頁）。 

しかし，実況見分調書（甲８３）の写真１０～１２からは，緩く掴ん

でいたようには見えないし，実際にも事件の現場でけん銃の暴発を防ご

うとしていたのであれば，緩く掴むような無意味なことをするはずがな

い。 

Ｋ巡査部長がこのような不合理なことを法廷で証言せざるを得なく

なったのは，Ｓ警部補の部下としてＳ警部補の指揮命令があるまでそれ

までの行動を維持しなければならない立場にあって，津谷弁護士の手を

掴んでいたことを認める以上，無言のＳ警部補が先に手を離すことがな

ければ，自分が手を離すことはないという状態を説明しなければならな

くなったからである。 

    オ しかし，一審原告Ａが目撃した状態（甲１１の１，６頁，甲８２写真

４２，４３）であるならば，Ｓ警部補とＫ巡査部長は津谷弁護士の左右

の手をそれぞれ掴んでいたのであるから，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を
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離すために，Ｋ巡査部長が津谷弁護士の手を緩く掴んでいる必要はない。 

そして，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の異なる手を掴んでい

たとすれば，Ｓ警部補が無言で手を離した場合，Ｋ巡査部長は，そのこ

とに気づかないかぎり，自分も津谷弁護士の手を離すという動作をする

ことはない。 

この点，一審原告Ａが目撃した並び方（津谷弁護士を真ん中に，左側

にＳ警部補，右側にＫ巡査部長が立ち，３人が同じ方向を向いている）

を３人がしていたとすれば，応接室入口の方向を向いていたＫ巡査部長

には，左隣の津谷弁護士の更に左側に立っているＳ警部補が手を離した

ことは見えないから，Ｓ警部補が手を離した後も，それに気づくまでの

間，津谷弁護士の手を掴み続けることになる。 

    カ Ｓ警部補が津谷弁護士の手を掴んだ理由の説明は現場でなされず，Ｓ

警部補の真意はＫ巡査部長にとってもはっきりしなかったが，けん銃の

暴発を防ぐつもりだったとすれば，津谷弁護士に「俺じゃない」「あっ

ちだ」と言われ，一審原告Ａに「あっちだ」と言われたとしても，Ｓ警

部補がけん銃を持っている津谷弁護士の手を離す理由にはならない。 

そのようなＳ警部補が掴んでいた津谷弁護士の手を離すきっかけが

あるとすれば，けん銃の暴発のおそれよりももっと重大なことが現実に

起こった場合だけである。 

それが，一審被告Ｓによる津谷弁護士の刺突である。 

現職警察官の目の前での殺人の実行行為がなされているのであるか

ら，けん銃の暴発を懸念して腕を掴み続けるどころではない。Ｓ警部補

は１回目の刺突があったときに，またしても無言で，手を離したのであ

る。 

しかし，手を離しただけで，それ以外のことは何もしなかった。Ｓ警

部補がＫ巡査部長に津谷弁護士の手を離すよう指揮命令をしなかった
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ので，Ｓ警部補が手を離したことに気づいていないＫ巡査部長は，津谷

弁護士が１度刺されて跪いても手を離さず，そのときに一審被告Ｓは２

度目の刺突を行ったのである。 

Ｋ巡査部長が津谷弁護士の手を離さない状態で一審被告Ｓの２度目

の刺突行為が行われたときに，Ｓ警部補がＫ巡査部長に対して大声で

「何で手を離さないんだ」などと怒鳴っていないのは，Ｓ警部補がＫ巡

査部長に津谷弁護士の手を離すように指揮命令していいないからであ

る。 

（４）押田鑑定書との整合性 

     押田鑑定書（甲１０５）によれば，津谷弁護士の身体の２つの傷の位置

と，当時津谷弁護士が着ていたスウェットの２つの破損位置とを比較する

と，津谷弁護士が１度目の刺突をされたときは，一審原告Ａが目撃したの

と同じ態勢の，津谷弁護士は両手を両側からＬ字のように持ち上げられて

いた状態だったこと，２度目の刺突をされたときは，右手だけが持ち上げ

られている状態だったことが伺われる。 

     前記（３）により明らかになった事実は，押田鑑定書で明らかにした事

実に合致するのである。 

６ 「他の的確な証拠」 

（１）原判決 

     原判決は，「他にこれ（一審原告らの主張）を認めるに足りる的確な証拠

もない」という（５９頁）が，そのようなことはない。 

（２）津谷弁護士が本件凶器から身をかわそうとした形跡がない 

津谷弁護士の身体が正面から２回刺されているということは，津谷弁護

士は，刺される前から，一審被告Ｓが自分を本件凶器で刺そうとしている

ことを目の当たりにして知っていたことになる。そうであれば，逃げよう

としたり，心臓部や顔面などを刺されないよう本件凶器の刃先をかわそう
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としたりしたはずである。 

一審被告県の主張によれば，一審被告Ｓが応接室から廊下に走り出して

来たときに，津谷弁護士は，廊下の台所入口辺りにいたのであるから（甲

６４の１別紙２，甲６５の１別紙２参照），台所に走り込めばよかったはず

であるが，そうしていない。 

台所内で津谷弁護士が入って来るのを待っていた一審原告Ａは，台所入

口の引き戸前で廊下へ向いて立っていたのであり（甲１０６写真２６），津

谷弁護士が台所入口近くに立っていれば，同人の姿が見えたはずであるが，

一審原告Ａは津谷弁護士の姿を見ていない。津谷弁護士が廊下の台所入口

辺りにいたというＳ警部補及びＫ巡査部長の説明（甲６４の１別紙２，甲

６５の１別紙２参照）がそもそも疑わしい。 

その点を置くとしても，津谷弁護士は，正面から本件凶器により刺され

ているにもかかわらず，身体をかわして，受傷を免れたり少なくしようと

したりしていない。一審被告Ｓに正面から向き合い，２回も刺されるとい

うのは，如何にも不自然である。 

ただ一箇所だけ，左手の親指と掌を切っているが，これは左胸下を刺さ

れたときに咄嗟に刃先を掴んだときに，一審被告Ｓが本件凶器を引いたと

きにできた傷と考えられる。 

７ 廊下の明るさ 

（１）原判決 

     Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，廊下に立ってお互いに向き合っているとき

に，同人らの間で一審被告Ｓが津谷弁護士に突進して行くところを見たが，

刺突する場面は２度とも見ていないという。そこで，一審原告らは，原審

において，そのことの不合理さを指摘したが，原判決は，この点について

全く言及していない。 

     この場面こそ，津谷弁護士の刺突場面として極めて重要な事実に関する
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ことであり，裁判所としては，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が説明する状況が

本当にあったのか否かを検討すべきであったのに，検討をしていない。 

（２）廊下などの明るさ 

     本件当時，１１月４日午前４時過ぎだったことからして，明かりがなけ

れば廊下は暗い。明かりが点いていなかったのであれば，Ｓ警部補もＫ巡

査部長も一審被告Ｓや津谷弁護士の動きが暗くて見えなかったという弁解

があり得なくはない。 

しかし，本件当時，廊下の明かりは点いていた。応接室ドア中央前から

津谷弁護士寝室ドア中央前までの廊下の長さは約５．１８メートルである

（原判決別紙３参照）。津谷弁護士が立っていたとされる位置から同人の寝

室入口までは約３メートルである（甲８３現場見取図４）。Ｋ巡査部長のす

ぐ目の前に津谷弁護士は立っていた。本件事件当時，廊下には明かりが点

いていた。玄関を入った位置から廊下突き当り方向をみても，逆に廊下突

き当たりの位置から玄関方向をみても，廊下全体の様子が見え，１６１セ

ンチメートルの身長の男性，１６６．６センチメートルの男性（津谷弁護

士）が応接室入口前から津谷弁護士の寝室入り口前までの廊下に立ってい

たとき，暗くて姿が見えないという状況はなかった。 

（３）一瞬見ていない場面があったとしても，どちらかは見ていた 

Ｓ警部補らの説明によれば，Ｓ警部補は玄関を上った位置（津谷弁護士

寝室前まで約６．６メートル），Ｋ巡査部長は津谷弁護士の寝室の前の位置

で，向き合った格好で立っていた。その間に，応接室から廊下に突進して

きた一審被告Ｓとこれに向き合う格好で津谷弁護士がいたという。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長にとって，応接室から出て来た一審被告Ｓの動

きは，途切れることなく見えていたことになる。 

見ていないときがあったとすれば，それはＳ警部補またはＫ巡査部長が

一審被告Ｓから視線を外したときだけである。 
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Ｓ警部補は，応接室から突然，飛び出してきた一審被告Ｓに刺されそう

になって飛び退いたときに，刺されたと思い，一瞬，自分の腹部を見たと

いう（甲３３写真３６）。 

Ｋ巡査部長は，廊下に出てきた一審被告Ｓが津谷弁護士の方に突進して

来て，両者がもみ合いになりながら後退してきたときに，自分も後ずさり

し，背後の障害物に背中が当たり一瞬振り向いたという（甲８３写真２１）。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長のいた位置及び一瞬目を離したことがあった

という動きが仮にあったとしても，Ｓ警部補とＫ巡査部長が一審被告Ｓの

動きを見ていない瞬間は，異なる。 

すなわち，Ｓ警部補が腹部に目を落としたときは，Ｋ巡査部長が一審被

告Ｓの動きを見ており，また，Ｋ巡査部長が一審被告Ｓから視線を外した

ときは，Ｓ警部補が一審被告Ｓの動きを見ているのである。 

一審被告Ｓの動きは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が補い合う関係になって，

すべて見られていたことになる。一審被告Ｓがこのときに津谷弁護士を刺

突したとすれば，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の双方がみていたか，少なくと

もどちらかは見ていたことになる。 

しかも，津谷弁護士は柄の長い本件凶器で腹部及び胸部を２回にわたっ

て深く刺突されており，腹部や胸部を深く刺された際やその直後に津谷弁

護士が跪く場面があったとすれば，そこで津谷弁護士の後方移動は止まっ

ていたのであるから，Ｓ警部補及びＫ巡査部長がともに印象的な場面とし

て見ていたことになる。 

８ 津谷弁護士が刺突された場所 

（１）津谷弁護士が後ずさりしているときの刺突ではなかった 

     Ｓ警部補によれば，一審被告Ｓが飛び出してきたとき，腹部を刺された

と思い，一瞬，腹部を見たとのことであるが，直ぐに前をみれば，目の前

に一審被告Ｓがいるはずである。 
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Ｓ警部補の走る速さが５０メートル，１０秒だと仮定すると（小学６年

生の男子の平均が８．４７秒，女子の平均が９．０１秒であるから，身長

１８３センチメートル，１歩の歩幅が大きい現職警察官について１０秒は

かなり遅い），１秒足らずで，津谷弁護士寝室前に到達してしまう。 

廊下で一審被告Ｓが津谷弁護士を刺す行動をとろうとしたとき，津谷弁

護士とＫ巡査部長が後ずさりしたのであれば，一審被告Ｓは直ぐに追いつ

いて，津谷弁護士を刺突できる。しかし，Ｓ警部補が一審被告Ｓのすぐ背

後に追いつくから，Ｓ警部補は一審被告Ｓを後ろから羽交い絞めにするな

どして，津谷弁護士が２回にわたって刺突されることを未然に防いだはず

である。 

一審被告Ｓが本件凶器で津谷弁護士を刺突しようとしたとき，津谷弁護

士が後ずさりしていたのであれば，一審被告Ｓは，本件凶器が長いことか

ら，津谷弁護士を追いながら，両手で本件凶器を持って前へ突き出し，そ

の後引くという動作をしなければならない。 

あるいは，津谷弁護士が後ずさりしているのであれば（甲４８写真９の

姿勢では後ずさりできないことはすでに説明した），一審被告Ｓが止まれば，

引き抜く動作はいらなくなる。 

しかし，一審原告Ａの供述によると，４人が廊下を走り去っていくとき，

だれも止まっていない。一審被告Ｓが立ち止まれば，Ｓ警部補が後方から

羽交い絞めにする。それをしていないのは，そのような状況がなかったか

らである。 

Ｋ巡査部長は，自分の目の前に立っている津谷弁護士が２回，刺されて

いれば，津谷弁護士の肩越しに，一審被告Ｓの動きが見えたはずである。 

Ｓ警部補もＫ巡査部長も，一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突した場面を全

く見ていないのは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が説明するような場面がなか

ったからである。 
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（２）消去法による刺突場所の特定 

     消去法で刺突場所を絞り込んで行くと，津谷弁護士の寝室でもなく，廊

下を走っているときでもないから，残るのは，走り出す前にいた場所であ

る。一審原告Ａが目撃した場所（応接室入口前の廊下）は，津谷弁護士が

刺突された場所として考えられる唯一残った場所である。 

  ９ 機捜６が津谷弁護士宅に到着するまで無言だったＳ警部補 

（１）Ｓ警部補の沈黙の重大性 

     原判決は，争点２（５９頁以下）において，（１）津谷弁護士宅に到着す

るまで，（２）本件被害者宅に立ち入るまで，を論じているが，その位置づ

けが曖昧であり，班長であるＳ警部補が行っていたことをあえて曖昧にし

ている。 

  前記したとおり，津谷弁護士宅に立ち入った後のＳ警部補は「やめれ」

の一言以外一言も発せず，津谷弁護士，一審原告Ａにとって何を考えてい

るかわからなかっただけでなく，Ｋ巡査部長にとってもはっきりせず，Ｋ

巡査部長はＳ警部補の考えを推測して行動するしかなかった。 

     そのことは，通信指令室の無線指令を受けたときからのことにもそのま

ま当てはまる。本来，機捜６の助手席に座っていて，無線指令との受け答

えをし，Ｋ巡査部長に指揮命令するはずのＳ警部補は，助手席に座ってお

らず，無線指令の受け答えをせず，Ｋ巡査部長に指揮命令をしていなかっ

た。通信指令室との受け答えをしていたのは，前日から経験入隊していた

Ｓ巡査であった。この点について，Ｋ巡査部長は，自分も通信指令室との

やりとりをしていた旨証言しているが，機捜６を運転しているＫ巡査部長

が通信指令室の無線指令との受け答えをしていたかは，かなり疑問である。

Ｓ警部補が関与していなかったことは，原審におけるＳ警部補自身の証人

尋問から明らかである。 

     津谷弁護士宅に到着するまで，Ｓ警部補は，後部座席に座ったままで，
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通信指令室と連絡を取り合うことをしていなかった。また，Ｋ巡査部長及

びＳ巡査に対して，津谷弁護士宅に到着した後の役割分担を説明すること

もなく，装備品の着装の要否をＫ巡査部長やＳ巡査に言ったことはなく，

装備品を着装を指揮命令し，点検することもなかった。 

     津谷弁護士宅前に到着したときも，Ｓ警部補は，本来，通信指令室に現

場到着の報告をしなければならないにもかかわらず，これをせず，Ｋ巡査

部長及びＳ巡査に何の指揮命令もしないで，無言で機捜６を降りてしまっ

た。このようなＳ警部補の様子をみていたＫ巡査部長は，Ｓ巡査に通信指

令室への連絡を指揮命令した。Ｓ巡査の現着報告が実際の現着時刻から１

分近く遅くなっているのは，現着後，直ちに通信指令室に現着を報告すべ

きことを，Ｓ警部補からもＫ巡査部長からも教えられていなかったからで

ある。Ｓ警部補及びＫ巡査部長にとって，現着時刻の報告はその程度のも

のだったのである。 

また，Ｓ警部補が自ら通信指令室に現着報告をしていなかったのは，そ

の際に通信指令室の指揮命令を仰ぐつもりもなければ，指揮命令に従って

行動するつもりもなかったからである。Ｓ警部補は，Ｋ巡査部長やＳ巡査

と津谷弁護士宅に立ち入る前の段取りをせず，特段何の準備もしないで，

黙って１人で津谷弁護士宅に向かっていたほどであるから，慎重を期する

必要もなければ，通信指令室の指揮命令を受けるような事案ではないとい

う認識でいたということである。 

     Ｓ警部補がＫ巡査部長に何の指揮命令もしていないのであれば，津谷弁

護士宅に入った後のＫ巡査部長の動き方からすれば，津谷弁護士宅に立ち

入るまでのＫ巡査部長も，Ｓ警部補のすぐ後ろを黙ってついていったはず

である。それが，Ｓ警部補とＫ巡査部長の，指揮命令をする側と受ける側

の関係である。 

Ｋ巡査部長が，中途半端に玄関方向に少し歩いてから自分の後をついて
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くるようにという，Ｓ警部補に指揮命令されていないことを独断で行うは

ずがない。上司と事件現場に乗り込もうとしている部下には，そのような

裁量権限はない。Ｓ警部補が無言であっただけに，Ｋ巡査部長としては，

Ｓ警部補の後をついて行くことしかやるべきことがなかったのである。 

Ｋ巡査部長から，Ｓ警部補に対して「周囲を見てきましょうか」と提案

し，Ｓ警部補がこれを指揮命令することはあり得たかもしれないが，Ｋ巡

査部長はＳ警部補にそのような提案をしていない。２人とも黙って津谷弁

護士宅の勝手口に向かって歩き，何の緊張感も何の防御の必要性も意識す

ることなく，建物内に立ち入った。Ｓ警部補とＫ巡査部長はそういうコン

ビなのである。 

     ここのＳ警部補及びＫ巡査部長には，津谷弁護士宅で殺人事件が起ころ

うとしていることへの緊張感も緊急性の認識もない。 

     一審原告らが，①機捜６が泉北三丁目地内を機動中だったのにすぐ近く

の津谷弁護士宅への到着が異常に遅かったことや，②Ｓ警部補が機捜６の

助手席に座っていなかったこと，Ｓ警部補が通信指令室との受け答えをし

ていなかったこと，③Ｓ警部補が助手席に座りなおして以後の指揮命令を

しなかったことなどを問題にしたのに対して，原判決は，①だけを取り上

げて，「現場到着が違法と評するのが相当なほどに遅すぎたものとはまでは

認められない。」（６１頁）としているだけで，①②③がＳ警部補の指揮官

としての対応の問題であることを全く論じていない。 

     「緊急性」の認識の問題（原判決６２頁以下）にしても，Ｓ警部補に緊

急性の認識，言い換えれば，津谷弁護士宅で重大な事件が起ころうとして

いることの予測認識があったかどうかということが問題になっているので

あるから，無線指令を受けた後，Ｓ警部補がＫ巡査部長及びＳ巡査に対し

てどのような指揮命令をしたかが，具体的に問題になる。 

（２）遅すぎた現場到着 
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原判決は，無線指令を受けた場所は，「秋田市泉北三丁目地内」と認定

した（６０頁）。これは，機捜６が被害者宅から遠ざかっていることを判決

が認めたものである。機捜６は，一旦，津谷弁護士宅から遠ざかった後に

Ｕターンして津谷弁護士宅に向かったということである。 

「秋田市泉北三丁目地内」であれば，津谷弁護士宅まで約２００メート

ルの距離だったが，原判決は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が「現場付近の地

理に精通していたとは認めることはできない。」（６１頁），「現場到着が違

法と評するのが相当なほどに遅すぎたものとまでは認められない。」（同頁）

とした。 

一審原告らの主張は，現着が遅かったこと自体を違法と主張したもので

はない。無線指令を受けたときに，「秋田市泉北三丁目地内」にいたにもか

かわらず，Ｓ警部補はＫ巡査部長に津谷弁護士宅へ向かうよう指揮命令し

ておらず，Ｋ巡査部長がそのまま走ったことにより，津谷弁護士宅への到

着が遅れたという指摘をしたもので，Ｓ警部補のやる気のなさを指摘した

のである。 

機捜６で無線指令を受けたとき，Ｓ警部補は無言だった。原審において，

無線指令を受けたとき，Ｓ警部補が積極的に指揮命令をした旨の証言はな

かった。Ｓ警部補から何の指揮命令がなかったため，Ｋ巡査部長はそのま

ま運転を続け，津谷弁護士宅から遠ざかったのである。無線指令を受けた

地点でＳ警部補がＫ巡査部長に車を止めてさせて，無線指令で被害者宅を

確認すれば，１分内外で被害者宅に到着した。そのようなごく初歩的なこ

とさえＳ警部補はしていなかった。このような行動自体，Ｓ警部補の仕事

のやる気の無さを示している。 

やる気のない姿勢で危険な事件の現場に突然，臨場すれば，現場の状況

に驚いてしまい，的確な対応ができない可能性が高くなるのである。 

（３）追加情報を求めなかったこと 
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原判決は，追加情報を求めても通信指令室にはなかった，通信指令室が

一審原告Ａに求めるために電話をすれば同人に危害が及ぶおそれがあった，

連絡が取れたとしても通信指令室から機捜６に知らせる前に機捜６は現地

に到着していたことが予想される，として，追加情報を求めなかったこと

は違法ではないとする（６１～６２頁）。 

しかし，一審原告らの主張はこの点だけを取り上げて違法かどうかを問

題にしたのではない。緊張感を欠いていたことを示す事実として指摘した

ものである。 

現在進行中の事件について１１０番通報があった場合，現場に向かう警

察官としては，刻々と変化するどうなっているかわからない現場の状況を

いくらかでも知って，具体的な対応策を考え準備しておきたいと考える。

通信指令室に追加情報を求めるのは，そのためである。最初の無線指令の

後，通信指令室が通報者と会話をしているかどうか，どのような会話をし

ているかは，現場に向かう警察官にはわからない。だから問い合わせるの

である。 

そして本件では，一審原告Ａの通報でわかっていた一審被告Ｓが既に家

の中に入っていることについて指令者が指令で伝えていなかったのである

から，Ｓ警部補が通信指令室に「犯人は家の中に入っているのか」という

質問をすれば，「既に入っている」という回答があったのである。 

通信指令室にとっては新たな情報ではないが，指令を受ける側にとって

は極めて重要な新たな情報である。このような情報があれば，Ｓ警部補及

びＫ巡査部長の緊張感は一気に高まったに違いないし，津谷弁護士宅の周

囲の確認や，家の中にだれがどのようなタイミングで立ち入るか，装備は

どのようにすればよいかなど，検討し準備すべきことが多くあった。立ち

入り方如何によっては，家人のみならず警察官さえもが大怪我をしたり人

質になったりしかねないから，極めて慎重に対応する必要があったのであ
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る。 

無線指令を受けたときに走行していた場所から被害者宅まで約２００

メートルの距離だったことからすれば，追加情報を求めている間に被害者

宅に到着してしまったかもしれないが，問題は，Ｓ警部補が事件現場の状

況に関する新たな情報を得ようとする緊張感のある対応を行っていたかど

うかであり，無言のままで，追加情報を求めなかったのは，緊張感のある

対応がなかったことを示しているということである。 

（４）Ｓ警部補が助手席に座らなかったこと 

原判決は，Ｓ警部補が班長に地位にあったことから助手席に座るべきで

あったとしつつ，しかし，「移動しなければ適切な通信指令室との交信がで

きなかったと認めるに足りる証拠はない」（６２頁）とし，緊張感を欠いて

いたとは言えないという。 

しかし，被害者宅のすぐ近くである秋田市泉北三丁目地内で無線指令を

受けていながら，Ｋ巡査部長がその場から遠ざかる運転をしているのを止

めさせようとせず，通信指令室とのやりとりを前日から体験乗車している

Ｓ巡査にやらせていること自体，被害者宅への到着を遅らせる対応である。 

また，助手席に座ることは，通信指令室との連絡のためだけではなく，

犯人やその車両が被害者宅方向から現れる可能性があるから，被害者宅に

到着するまで，運転者と助手席の班長が，緊張感を持って周囲を見張って

いる必要があるのであり，前日から体験入隊したばかりのＳ巡査には，Ｓ

警部補の替わりはとてもつとまらない。この点について，原判決は，全く

言及していない。 

（５）靴を脱いだこと 

原判決は，靴を脱いだから緊張感がないとか，靴を脱ぐのに時間がかか

ったわけではないから，緊張感を欠いていたとは言えないという（６３頁）。 

しかし，ここで問題にしている「緊張感」は，靴を脱ぐ時間の問題では
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ない。Ｓ警部補が，予測しがたい様々な場面展開が起こることを考えて対

応していたかということである。 

午前４時頃に弁護士宅に来て「殺す」と言っているような不法侵入者は，

津谷弁護士宅内に入っても靴を履いたままでいる可能性が高い。靴を履い

ていることによって，警察官が来たことがわかれば，すぐに走って外へ出

て逃亡することができる。侵入者がＳ警部補の目の前で逃走した場合，靴

を脱いでいるＳ警部補としては，どうするつもりだったのか。靴を履かず

に靴下のままで追いかけるのか。靴を履いていないＫ巡査部長に追跡させ

るのか。機捜６に置いてきたＳ巡査に追跡させるのか。どれも現実味がな

い。 

Ｓ警部補には，家の外に逃げた侵入者を追跡する考えがなかったのであ

る。どのような展開になっても犯人を捕まえるという気概，緊張感がＳ警

部補には全くなかったということである。 

Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補が言葉で何も指揮命令しないことから，Ｓ警部

補の真似をして靴を脱いだだけで，特段の考えがあってしたことではない。 

（６）警棒の携帯，耐刃防護衣の着装 

     原判決は，「本件当時は，警棒の携帯の要否等は臨場する警察官の判断に

委ねられていたのである。そして，Ｓ警部補は，現場到着後，速やかに降

車して勝手口に回り，台所に立ち入っている。」（６３頁）と認定している

ことからして，Ｓ警部補は，一刻も早く津谷弁護士宅内に立ち入ることを

優先して警棒の携帯等を行わないという判断をしたのだと，読める。 

     しかし，１１０番通報の緊急性は，単に急いで現場に入ればいいという

ものではない。通報者や臨場警察官の生命身体に危害が及ぶ可能性がある

のであるから，拙速な行動は許されない。慎重に対応しなければならない

のである。 

     原判決が言うように，本件において，Ｓ警部補が警棒の携帯等について
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携帯等をしないという判断したのであれば，そのように判断することにし

た理由をＫ巡査部長やＳ巡査に説明したり，少なくとも，「現場立ち入りを

急ぐから警棒の携帯等はしなくていい」とＫ巡査部長やＳ巡査に言うはず

だが，そのような説明をしたり言ったりした形跡はない。津谷弁護士宅前

に着いたところで，黙って１人で車を降り，そのまま津谷弁護士宅の勝手

口に向かっただけである。Ｋ巡査部長やＳ巡査には，警棒の携帯等をしな

くていい理由はわからない。このような行動は裁量判断によるものとは言

えない。 

Ｓ警部補が「臨場することを優先し」たのであれば，被害者宅から約２

００メートルの場所で無線指令を傍受したときに，直ちに車を停めて，行

き先を確認して直ちに津谷弁護士宅に向かったはずである。そのような対

応をしていなかったＳ警部補が津谷弁護士宅前に着いた途端，臨場を優先

したというのは，整合性を欠く。 

しかも，本件では，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が現場到着したとき，すで

に一審被告Ｓは家の中に立ち入っていたのであるから，Ｓ警部補らが立ち

入ることは慎重を期する必要があった。 

しかるに，Ｓ警部補には，慎重さがまるでない。Ｓ警部補は，家の中に

いる侵入者の人数も武器の有無種類も何もわからないまま，単独で立ち入

った（甲３３写真４～１１）というのであるから，無謀としか言いようが

ない。これでは，立ち入った後，沈着冷静に対応できるはずがない。その

ような状態を作ったのはＳ警部補だったのである。 

（７）Ｓ警部補は本件凶器の刃先をかわすことができたか 

原判決は，「Ｓ警部補の供述によれば」として，「Ｓ警部補は，被告Ｓが

本件凶器を持って応接室から出てきた際，体をかわし，自らが刺されたか

と思い，腹部を確認し，その間に，被告Ｓは津谷弁護士の方に向かってい

った（証人Ｓ警部補）ということになる。」（６５頁）という事実を認定し
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ている。 

ここでは，警棒を所持し，耐刃防護衣を着装していれば，津谷弁護士が

身体の正面から２回にわたって刺突されることは防げたのではないかとい

うことが問題になっているのであるが，そもそもＳ警部補が言うような上

記のような状況があったのかを一審原告らは争っているにもかかわらず，

原判決は，何ら検討していない（６５頁）。 

しかし，Ｓ警部補の説明内容が非現実的であることは，容易にわかる。

Ｓ警部補は，津谷弁護士の手を離した後，目の前の応接室入口に向かって

２，３歩歩き，応接室の中に入ろうとしたときに，応接室の中から本件凶

器を構えた一審被告Ｓが飛び出してきて，Ｓ警部補の腹部と本件凶器の刃

先の間が２センチメートルまで接近したので（甲３３写真３２とその説明

文），慌てて後方に飛び退いたというのである（甲３３写真３４）。 

Ｓ警部補が応接室内に歩いて入ろうとしたときに，一審被告Ｓが飛び出

して来たのだとすれば，Ｓ警部補が本件凶器の刃先を回避することは不可

能である。Ｓ警部補の腹部と本件凶器の刃先の間が２センチメートルまで

接近するまで，Ｓ警部補は前進していたということであるから，本件凶器

の刃先に気づいたときに，後方に飛び退くための動作を開始することにな

る。その動作は，直前まで前方に進んでいた身体を瞬間にして後方に移動

させようとするのであるから，一瞬にせよ，一旦，膝を曲げ，重心を低く

してから，膝を伸ばす勢いで身体を後方に移動させることになる。これ以

外に後方に飛び退く方法はない。これと全く同じ時期に，一審被告Ｓは前

進方向に突進しているのであるから，Ｓ警部補の腹部と本件凶器の刃先の

間の２センチメートルは，互いにあっと言う間に接近し，０センチメート

ルからマイナスになり，本件凶器の刃先は確実にＳ警部補の腹部に突き刺

さる。 

Ｓ警部補は，検面調書（甲１４７）で，「そのとき，私は，ワーッと声
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を上げて，両手を上に振り上げるような恰好になりました。」（５頁）と説

明している。このようなことをしていたら，確実に腹部に刺されている。

この点について，原審でＳ警部補に問い質したが，「刺さらずに，かわしま

した。」（６４頁）と言うのみで，合理的な説明は何もしていない（Ｓ警部

補調書６３～６５頁）。 

原判決は，警棒の携帯や耐刃防護衣の着装の要否の説明の中で，Ｓ警部

補の行動の説明を論証抜きで事実として認定してしまった。証拠に基づか

ない事実認定である。 

（８）現場での役割分担 

原判決は，「事後的に見れば」不十分だったというだけで，「当時，本件

被害者宅の玄関は施錠されていたのであるから，Ｋ巡査部長に玄関から立

ち入る義務があったと解することはできないし，Ｋ巡査部長が本件被害者

宅の外周を確認すれば，応接室の窓が割れて，侵入した痕跡を発見できた

としても，この侵入態様に照らすと，Ｋ巡査部長に応接室の窓から立ち入

るべき義務があったとも認められないから，Ｋ巡査部長がＳ警部補と同様

に台所の勝手口から立ち入ったことは違法ではない。」（６７～６８頁）と

いう。 

この部分だけを切り取って，「事後的に見れば」などという論じ方をす

ることが，本件事案に即しておらず，誤りである。 

既に繰り返し述べているとおり，Ｓ警部補は，通信指令室の無線指令を

受けた後，機捜６の中でも，機捜６が津谷弁護士宅前に到着したときも，

その後，機捜６から降りるときも，終始，無言だったのであり，Ｋ巡査部

長やＳ巡査に何の指揮命令もしていない。役割分担もしないで，殺人事件

が起こる危険がある現場に臨場すること自体が，無謀であり，到底，組織

的な警察活動とは言えない。 

Ｓ警部補が，不法侵入事件としてふつうに役割分担をして，自分とＳ巡
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査が勝手口から入ることにし，Ｋ巡査部長を玄関側に回らせ，侵入口を探

させ，そちらから被害者宅内に入らせていれば，一審被告ＳがＳ警部補，

Ｓ巡査の姿を見て，応接室に駆け込んでくれば，そこでＫ巡査部長が一審

被告Ｓに本件凶器を持たせないよう妨害したはずであるから，一審被告Ｓ

の犯行の妨害と津谷弁護士の身の安全の確保と双方を容易に実現できたの

である。 

これはオーソドックスな対応であり，本件においては，Ｓ警部補が原則

通りの指揮命令をしていれば，重大な結果は生じなかったのである。 

（９）Ｓ警部補が予測すべき事態 

原判決は，「Ｓ警部補らの現場到着から被告Ｓを現行犯逮捕するまでの

時間は降車してから本件被害者宅に立ち入るまでの時間を含めておよそ２

分２５秒であって，Ｓ警部補らが現場の状況を把握することができるだけ

の時間があったわけではないこと，Ｓ警部補らにおいて，被告Ｓがけん銃

以外に本件凶器を持参していることを具体的に予見できたとは認められな

いこと，Ｋ巡査部長はＳ警部補に遅れて立ち入っていることなどを考慮す

ると」，Ｓ警部補とＫ巡査部長の役割分担や連携が必ずしも十分なものでな

かったとしても，不法行為の成立まで認めることはできないとする（６８

頁）。 

これも詭弁である。時間の問題は既に説明したとおり，津谷弁護士を保

護するのには，十分過ぎるほどの時間があったのである。 

津谷弁護士及び一審原告Ａも，一審被告Ｓがけん銃以外に本件凶器を持

ち込んでいたことを事前には知らなかったし，予見もしていなかった。そ

のことで，津谷弁護士が本件の場合のように本件凶器で２回，刺突されて

死亡したことは避け得なかったと言えるだろうか。 

侵入者（一審被告Ｓ）は，禁制品であるけん銃を津谷弁護士宅に持ち込

んで津谷弁護士を殺害しようとしたほどの人物である。殺意は確定的であ
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り，けん銃での殺害がうまく行かなかったら潔く殺害を諦めるなどという

ことは考えられない。けん銃以外にも凶器を持ち込んでいるかもしれない

し，津谷弁護士宅にある物を凶器にして津谷弁護士を殺害しようとしてい

るはずだと考えるべきである。 

Ｓ警部補が本件のときよりも被害者宅内に立ち入る時刻が遅ければ，ど

うなっていたか。津谷弁護士と一審原告Ａは，一審被告Ｓにけん銃で撃た

れないよう一審被告Ｓが持っているけん銃の銃口が天井に向くよう一審被

告Ｓの手首や腕を押し上げ続け，どこかの時点で一審被告Ｓを押さえつけ

る行動に出ていたに違いない。どのような行動をとっていたにしても，津

谷弁護士が本件凶器によって本件の場合と同じような刺され方（本件傷２）

をして死亡したとは到底考えられない。 

本件凶器の存在を予想できなかったとしても，本件凶器による本件犯行

を回避することは，現行犯人逮捕の素人である津谷弁護士及び一審原告Ａ

にとって可能だったのである。 

それが，犯人逮捕を業務とする機動捜査隊員であるＳ警部補及びＫ巡査

部長にとって，本件凶器の存在を予見できなかったから対処できなかった

と言うのは，詭弁以外の何ものでもない。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，一審被告Ｓがどのような凶器を使用すると

しても，津谷弁護士の安全を守らなければならなかったのである。それが

現場での臨機応変の対応が求められる，警察官の被害者保護活動である。 

１０ 津谷弁護士宅に立ち入った後の問題点 

（１）Ｓ警部補が「警察だ」と言わなかったことの問題性 

原判決は，一審被告Ｓは，私服姿のＳ警部補及びＫ巡査部長をみて警察

官だと気づいていながら，なおも犯行に及んだのだから，「警察だ」と言っ

たとしても津谷弁護士の死亡という結果を回避できたとまでは認められな

い，とする（６９頁）。 
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ここで，原判決が津谷弁護士の認識について言及していないのは，意図

的である。 

私服姿のＳ警部補及びＫ巡査部長が勝手口から入って来たとき，一審原

告Ａ及び一審被告Ｓは，直ちに警察官であることに気づいている。しかし，

津谷弁護士には，直ちに判断できない。そのためらいが，けん銃を直ぐに

警察官に手渡す行動をとっていない原因になっている可能性が高い。けん

銃のような危険物を簡単に手放すわけにはいかない。 

Ｓ警部補が「警察だ」といえば，津谷弁護士は即座に警察官であること

を認識し，これで助けてもらえると安心し，「けん銃を渡しなさい」と言わ

れれば，すぐに渡したはずであるし（所持し続けている必要がない），その

ように言われなかったとしても，警察官にけん銃を渡すべきだという判断

をしたはずである。 

「警察だ」と言うことにより津谷弁護士がけん銃を警察官に渡すことに

なれば，後は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が一審被告Ｓを逮捕するだけであ

るから，津谷弁護士は廊下にとどまっている必要がなく，一審原告Ａと台

所に避難していればよかった。そうすれば，津谷弁護士は，全くの無傷で

済んだのである。 

「警察だ」という一言は，その後の展開を決定的に変える重要な一言だ

ったのであり，これがなかったことが，津谷弁護士を取り返しのつかない

重大な被害に巻き込む決定的な原因になったことは明らかである。 

（２）一審被告Ｓが侵入者であることの識別 

１１月４日は季節的に晩秋であり，日が上る前の午前４時頃は１日のう

ちで最も気温が低くなる時間帯であるから，戸外を行動する者の外着は，

当然，厚着になる。外着のまま被害者宅に立ち入る一審被告Ｓと，家の中

で就寝している津谷弁護士とでは，防寒の服装が全く異なるから，外観を

一目見ただけで，どちらが外部からの侵入者か家の中で就寝していた者か
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の区別はつく。 

足元が視野に入れば，午前４時頃に他人宅に侵入する者が履物を脱いで

いない可能性が高いのに対して，自宅で就寝している津谷弁護士が履物を

脱いでいることは明らかであるから，外履きの履物を履いているか否かで

も，直ちに区別はつく。 

侵入者がだれかという問題は，視覚的に一目瞭然だった。 

仮に，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が侵入者である一審被告Ｓと少し前まで

就寝していた津谷弁護士の区別がつかなかったのだとすれば，「警察だ」と

言えば，被害者と侵入者とではとる態度や表情が全く異なるから，即座に

侵入者の区別をすることができた。 

被害者は警察官に助けてもらえると安心し喜び，侵入者は犯行を遂げる

ことができなくなることを恨めしく思う。だれがけん銃を持っていたかは

問題ではない。「警察だ」という一言があれば，津谷弁護士は安心した表情

になり，警察官にけん銃を渡すことをためらわなかったはずである。そし

て，その後の展開は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が一審被告Ｓを逮捕するだ

けで済んだのである。 

原判決は，「Ｓ警部補がけん銃を手にしている者が侵入者であると考え

たとしても，当時の状況に照らすと，不合理なことではなく，これを非難

することはできない。」（７０頁）という。 

しかし，Ｓ警部補らが「警察だ」と言えば，津谷弁護士は勝手口から入

って来た２人が私服警察官であることに気づき，安心した表情になり，Ｓ

警部補らが「けん銃を渡しなさい」と言えば，直ぐに従ったのであり，侵

入者がだれかを識別することも容易だったのであるから，原判決のような

弁解が通用する余地はない。 

また，原判決は，「Ｓ警部補らは本件被害者宅に立ち入った時点で被告

Ｓが侵入者であると識別できなかった」とするが，「警察だ」の一言で識別
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できるようになったのであるから，仮に「識別できなかった」としても，

それはＳ警部補の責任を軽減する事情にはならない。 

続けて，原判決は，「関係者から事情を聞く時間もなかった」というが，

すでに指摘したとおり，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を掴んでいた時間は７

０秒間近くあった可能性がある。それ以上だったかもしれない。７０秒間

まではなかったとしても，５０秒，４０秒という時間はあった。それでも，

津谷弁護士という「関係者」から事情を聞く時間はなかったというのか。

余りにも非現実的である。 

しかも，その長時間の無言と津谷弁護士の手をＳ警部補及びＫ巡査部長

が掴でいる動作の継続は，一審被告Ｓに津谷弁護士を刺突する準備の時間

とチャンスを与えてしまったのであり，極めて問題のある時間だったので

ある。 

（３）Ｓ警部補らは一審被告Ｓの津谷弁護士への攻撃を防げなかったか 

原判決は，「被告Ｓが応接室に入ったことによりＳ警部補らは被告Ｓの

動静を見失うことになったことや，Ｓ警部補らの現場到着から被告Ｓの現

行犯逮捕までの時間に照らすと，被告Ｓが応接室に入った後において，被

告Ｓを制圧，制止できる客観的な状況があったとは認められない。」（７１

頁）という。 

しかし，既に説明したとおり，Ｓ警部補が津谷弁護士に「警察だ」「け

ん銃を渡しなさい」と言うだけで，津谷弁護士と一審被告Ｓの区別はつき，

津谷弁護士はけん銃を警察官に渡したはずであるから，その後，Ｓ警部補

及びＫ巡査部長は一審被告Ｓに対峙するだけでよかった。 

一審被告Ｓの姿を見失うとか，時間が短かったという問題は生じる余地

がなかった。 

Ｓ警部補が「警察だ」「けん銃を渡しなさい」と言うことには，何の障

碍のなかったのであるから，これを言わずに重大な事態を招いたＳ警部補
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の責任は，重大である。 

     Ｓ警部補が，けん銃を手に持っている津谷弁護士の手を掴む必要が一時

的にあったとしても，津谷弁護士との年齢差，身長差，体力差からして，

１人で対応すればよく，Ｋ巡査部長にはもう１人（一審被告Ｓ）を追跡す

るよう指揮命令していれば，逮捕術を身につけているＫ巡査部長は，年齢

差，身長差，体力差でも一審被告Ｓに遥かに勝っているから，簡単に一審

被告Ｓを逮捕したに違いない。 

Ｓ警部補がＫ巡査部長にそのような指揮命令をすることは容易だった

にもかかわらず，していない。一審被告Ｓの自由な行動を可能にしたのは，

Ｓ警部補の職務怠慢によるものである。 

「被告Ｓが本件凶器を携帯していることを具体的に予見できなかった

こと」は，津谷弁護士，一審原告Ａにとっても同じである。原判決の考え

方によれば，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が来なくても，本件凶器の存在を予

測できなかった津谷弁護士は，一審被告Ｓに同じように本件凶器で２回，

刺突され死亡していたことは避けられなかったというのだろうか。そのよ

うな主張立証は，一審被告県でさえしていない。 

進行中の事件の現場の推移は一様ではない。犯罪者は何をするかわから

ないという緊迫感をもって対峙する必要がある。そのことの危険性の認識

が，Ｓ警部補には欠けていた。Ｋ巡査部長はただＳ警部補につき従ってい

るだけで，何も考えていなかった。Ｓ警部補が現場臨場した私服警察官と

して当然行うべき，「警察だ」という一言を発し，けん銃を持っている者（津

谷弁護士）に「けん銃を渡しなさい」と言って，けん銃を受け取っていれ

ば，それ以上，津谷弁護士の身体の自由を拘束している必要はなく，津谷

弁護士は安全な場所（台所）に逃げることができたのである。 

２分２５秒の間に起こったことだからという裁判所の説明の仕方は，説

明をしているようで，実は，事実経過の検討を放棄したもので，裁判所に
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あるまじき対応である。 

（４）一連の対応についての評価 

原判決は，「一連の行為と捉え，違法性を判断することには一応の合理

性があるともいえる。」（７５頁）とした上で，「事後的に見ると，現場での

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の対応の当否については検討の余地があるものと

いわざるを得ない。」としながら，「しかし」として，「これはＳ警部補ら個々

の警察官に起因するものではなく，本件検証結果が指摘するとおり，秋田

県においては凶悪事件の発生が少なく，日頃から，本件のような突発的な

事案に対応することができるだけの訓練や意識の涵養が十分でなかったこ

とから，現場で適切に対応することができなかったことによるものと考え

るのが相当である。」（７５頁）という。 

この考え方によれば，秋田県警の警察官であれば，だれが現場に駆けつ

けたとしても津谷弁護士を守ることはできなかったことになる。秋田県警

の警察官全員が全国の警察官と比べて著しく能力が劣るから仕方がないと

いうことになる。驚くべき暴論である。 

凶悪事件が著しく減少している我が国においては，秋田県以外の警察に

おいても，凶悪事件の犯行中の場面に出会う警察官はほとんどいないし，

テレビドラマのように繰り返し遭遇する警察官は尚更のこといない。それ

でも，本件のように現職警察官２名のすぐ目の前で津谷弁護士のような刺

され方をして死亡する事件がほかにないのは，初めて遭遇する場面であっ

ても，通信指令室と現場に臨場する警察官の間で連携し，現場の警察官相

互でも上司が部下に臨機応変に的確な指揮命令を出し実行させることによ

って最悪の事態を回避しているのである。 

（５）争点についての結論 

原判決では，津谷弁護士が２回，刺突された場面の検討がなされていな

い。 
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原判決は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の言い分をそのまま採用し，一審原

告Ａの目撃事実を無視し，押田鑑定書を無視するなど意図的な事実認定を

行った。 

これでは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の過失を認定できるはずがない。 

第４ 争点４（県警の捜査の違法性）について 

１ 捜査の違法を理由とする不法行為の成否について 

    一審原告らは，原審において，本件捜査において県警は県警の警察官の大

失態（２人のベテラン警察官が被害者である津谷弁護士の身体の自由を奪っ

ている状態で加害者が２回の刺突行為ができるようにして津谷弁護士を死

に至らしめた）の社会的に非難を免れるために，一審原告Ａの体験事実乃至

目撃事実のうち警察官の不祥事を認識乃至推知させる事実を意図的に隠ぺ

いする捜査に終始し，刑事裁判の法廷でも本件事案に関わったＳ警部補及び

Ｋ巡査部長に重要な事実を偽証させ，さらに，地検にも県警の方針に沿うよ

う協力させ，重要な事実を隠ぺいしたことを問題にした。 

    これに対して，原判決は，「犯罪の被害者等の特定の私人が受ける利益は，

基本的には公益を図る過程で実現される事実上の利益である。」（８６頁）と

原則論を展開した上で，「捜査機関が自らへの責任追及を免れるために意図

的に本来行うべき捜査をしなかったという事情が認められるときには，不法

行為が成立することもあり得る」（同頁）とした。一審原告らの主張は，ま

さしく，後者の場合についてのものである。 

２ ①臨場したときの状況について 

（１）どちらが本当かは最初から決まり切ったことではない 

     ここで一審原告らが問題にしているのは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が，

県警に対して，津谷弁護士宅の勝手口から台所に立ち入ったときに台所に

いる一審原告Ａの姿を見たと言っているかどうかではない。捜査段階にお

いて，県警として，一審原告Ａが台所にいたという事実をどのように位置
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づけていたかということである。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が勝手口から津谷弁護士宅に立ち入ったのは，

不法侵入者（一審被告Ｓ）が台所乃至廊下にいたときのことだったのであ

るから，事件現場の状況としてできるだけ正確に把握する必要がある。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の言い分と一審原告Ａの言い分が異なること

は，捜査当初からわかっていたはずである。そうであれば，県警としては，

どちらが事実であるか，なぜ異なるのかを捜査によって明らかにしなけれ

ばならない。それをしているのかということである。一方当事者が警察官

であるときは，警察官ではない他方当事者が何を言おうが無視してよいと

いう真理は犯罪捜査には存在しないはずだ。どちらにも間違いはあり得る

のであるから，常に，双方について慎重に検討する必要がある。 

（２）一審原告Ａの台所での存在を明らかにしなかった県警捜査 

     この点に関連して，原判決は，「原告Ａは台所にいたものと認められ，こ

れを覆すに足りる証拠はない。」（８６頁）と結論づけているが，県警は捜

査によってどのような認識に至ったのだろうか。県警が捜査段階でこの点

を明らかにしようとしていなかったことは，県警の一審原告Ａに対する取

調べの仕方に端的に表れている。 

     平成２２年１１月４日朝，事件発生直後，夫の津谷弁護士の死亡が確認

された直後，県警は，一審原告Ａの取調べを行っている（甲１４９）が，

これが最初で最後，たった１度の取調べである。県警は，その前後に，Ｓ

警部補及びＫ巡査部長からの報告を受け，津谷弁護士宅への立ち入り時の

状況について，一審原告Ａの言い分と，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の言い分

が明らかに異なることを把握した。そうであれば，通常，一審原告Ａは，

Ｓ警部補らの言い分と食い違う点について，改めて県警の取調べを受ける

はずであるのに，本件ではそれが全く行われていない。これは，県警が捜

査においてこの点に関する事実を明らかにする意思がなかったことを端的
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に示している。 

（３）一審原告Ａが台所にいたことの意味 

     この点の事実が事件にとって無意味ならば，事実確認を省略することが

あるかもしれないが，無意味どころではない。Ｓ警部補が勝手口から立ち

入ったとき，一審原告Ａが台所におらず，どこかに隠れていたのであれば，

津谷弁護士がずっと１人で一審被告Ｓと対峙していたとしても，一審原告

Ａは２人の対峙状況を全く知らないということになる。 

しかし，一審原告Ａが言うとおり，津谷弁護士と助け合って，けん銃を

持つ一審被告Ｓの手を振り上げ暴発を防いでいたのだとすれば，一審原告

Ａは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が勝手口から入って来るまでの経緯をほと

んど知っている目撃者である。 

したがって，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が勝手口から立ち入ったときに，

一審原告Ａが台所にいたか否か，いたとすれば，そこで何をしていたかは，

極めて重要な事実である。 

（４）だれが勝手口の鍵を開けたのか 

     原判決は，「県警が，原告Ａが台所にいたときの状況を明らかにしないこ

とをもって，自己の責任を回避するために真相を隠ぺいしたとまでは認め

ることができない。」（８７頁）としているが，そうではない。一審原告Ａ

は台所で何をしていたのかをみると，とてもそのような認定はできない。 

     午前４時という時間帯からして，通常の家では戸締りをして人は寝静ま

っている。したがって，Ｓ警部補が勝手口から台所に入ろうとしても，通

常であれば，入ることができない。入ることができたのは，一審被告Ｓが

侵入した後に勝手口の鍵を開けた者がいたからである。だれが開けたのか。

津谷弁護士が一審被告Ｓと対峙し続けていたとすれば，津谷弁護士が勝手

口の鍵を開けることを，一審被告Ｓが許すはずがない。それ以前に，津谷

弁護士は１１０番通報していないから，通報を受けた警察官が来ることを
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知らなかった可能性が高い。そうだとすると，勝手口の鍵を開けたのは，

１１０番通報した津谷弁護士の妻である一審原告Ａ以外には考えられない。 

事件発生からの事実経過を辿れば，必然的に，勝手口の鍵を開けた者は

だれかという問題が出て来る。そして，一審原告Ａが鍵を開けたことがわ

かれば，そのとき一審被告Ｓに見つからなかったか，見つかったとすれば

一審被告Ｓは一審原告Ａにどのようなことをしたか，そのとき一審原告Ａ

はどうしたか，津谷弁護士はどうしたかという事実経過の確認が必要にな

る。 

このときの事実経過は，一審原告Ａと一審被告Ｓに確認するしかない。

一審被告Ｓの実況見分調書（乙Ａ１０）によれば，一審被告Ｓは「奥さん

はどこにいたかわかりません。」と説明している（写真８１の説明文）から，

一審原告Ａの説明を丁寧に聞く以外に確認しようがない。しかるに，県警

は，この点について一審原告Ａにこの点の事実関係を確認していない。 

（５）刺突状況の目撃者としての証言 

     特に重要なのは，刺突状況の目撃者としての証言である。 

Ｓ警部補の説明によれば，同人が津谷弁護士の手を離し，応接室に向か

い，入ろうとしたときに，応接室内から本件凶器を構えた一審被告Ｓが飛

び出してきて，Ｓ警部補は咄嗟に後方に飛び退き，腹部を刺されたと思い

一瞬腹部を見ていた間に，一審被告Ｓが廊下を津谷弁護士のいる方向へ走

って行ったとのことである。 

他方，Ｋ巡査部長は，津谷弁護士よりも廊下奥におり，一審被告Ｓが応

接室から飛び出して来て，津谷弁護士の方に走ってきたのを見たと説明し

ている。 

津谷弁護士が寝室で刺突されたのでないとすると，刺突場所は廊下しか

ない。そうだとすると，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の説明を前提にするかぎ

り，両者の間に，一審被告Ｓと津谷弁護士がいるときに，津谷弁護士は一
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審被告Ｓに２回，刺突されたことになる。 

Ｋ巡査部長の実況見分調書（甲８３）の現場見取図４によれば，応接室

入口から飛び出して来た一審被告Ｓと津谷弁護士の間は２メートルくらい

しかない（甲１１５現場見取図４，５参照）。Ｋ巡査部長が立っていた位置

（甲８３現場見取図４）から後ずさりをし，Ｓ警部補は実況見分調書（甲

３３）の見取図７のＡの位置に飛び退き，一瞬腹部を見てから廊下奥の方

をみたとのことであり，Ｋ巡査部長の身長が１８５センチメートル，Ｓ警

部補の身長が１８３センチメートルだったことからすると，間にいる一審

被告Ｓが津谷弁護士を刺突した場面をはっきり目撃していたはずだ。 

ところが，２人とも全く目撃していなかったという。県警は，Ｓ警部補

及びＫ巡査部長から最初からこのような報告（説明）を受けていたはずで

ある。 

そうだとすると，一審原告Ａがそのときの状況を目撃していなかったか

ということが，捜査上の重大関心事になる。一審原告Ａがいた場所如何に

よっては，一審原告Ａは一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突した場面の全部ま

たは一部を目撃していたかもしれないのであるから，一審原告ＡにＳ警部

補らが廊下にいたときどこにいたかを確認し，さらに目撃状況を確認する

ことが，捜査にとって必要不可欠である。 

そして，実際にこの点について一審原告Ａに確認したなら，同人は，「台

所内の開いた引き戸付近から廊下を見ていた」と答えたはずである（甲８

２写真４６，４７参照）。そうであれば，一審原告Ａの位置から，まずＫ巡

査部長の後ろ姿が見え（甲８３現場見取図４），後ずさりして行き，Ｋ巡査

部長にほぼくっつくほどの位置関係で津谷弁護士が廊下奥方向に後ずさり

していき，続けて直ぐに一審被告Ｓが本件凶器を持って津谷弁護士に突っ

込んでゆく，あるいは津谷弁護士と「揉み合っている」場面を目撃してい

た可能性がある。県警としては一審原告Ａに，「一審被告Ｓが本件凶器で津
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谷弁護士を追ってきて刺突しているところを目撃したか」と問うことにな

る。そうすると一審原告Ａは，「見ていない」と答える。この限りでは目撃

情報として役に立たない。次に，Ｋ巡査部長が説明している状況を前提に，

「警察官（Ｋ巡査部長）と津谷弁護士が後ずさりで廊下奥方向へ下がると

ころを見たか」と問えばよい。そうすれば，一審原告Ａは，「後ずさりして

いた人は１人もいなかった」と答える。さらに，県警が「どのような走り

方をみたか」と問えば，「廊下面を見ていたときに，３人が一塊になって，

少し遅れて１人が左方向から右方向へ走った。４人の人の区別ははっきり

わからなかったが，全員が前進する方向に走っていたことははっきりわか

る」と答える。Ｋ巡査部長が述べるような，Ｋ巡査部長及び津谷弁護士が

後ずさりした状況はなく（甲４８写真９の姿勢だと後ずさりしにくい），し

たがって，そのときに津谷弁護士が刺突されたという状況はなかったとい

う目撃状況が確認できる。 

これが確認できると，津谷弁護士の刺突場所は，台所内から一審原告Ａ

が見ていた廊下面よりさらに玄関寄りの廊下だったという絞り込みができ

る。 

県警が，殺害状況に関する真相を明らかにする捜査を行っていたのだと

すれば，一審原告Ａのこの点の説明は，極めて重要な目撃証言であった。 

     しかるに，県警は，一審原告Ａにこれらの事実を確認していない。これ

は，県警が津谷弁護士の殺害時の状況を明らかにしようとしていなかった

ことを示している。一審原告Ａの目撃内容によって殺人の実行行為が行わ

れた場所の絞り込みができるのに，それは刺突時の状況を具体化するきっ

かけになるにもかかわらず，絞り込みを行わないというのは，捜査として

明らかに異常である。 

県警は，一審原告Ａが台所にいたときの状況を明らかにしないことによ

って，一審原告Ａの目撃状況が証拠として顕在化しないようにし，現場の
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警察官らの大失態という真相を隠ぺいし，自己の責任を回避したのである。 

     これは，原判決がいう，「捜査機関が自らへの責任追及を免れるために意

図的に本来行うべき捜査をしなかったという事情が認められるとき」に該

当する。 

  ３ ②刺突の状況について 

（１）原判決 

     原判決は，津谷弁護士がＳ警部補及びＫ巡査部長に手を掴まれた状態で

刺突されたという，一審原告らの主張について，「このような態様を認める

に足りる証拠がないことは前述のとおりである。」（８７頁）とする。 

（２）一審原告らが主張する態様を認めるに足りる証拠の存在 

     しかし，そもそも，原判決は，この点に関して最も重要な，押田鑑定書

（甲１０５）及び押田証言を検討していないのであるから，「このような態

様を認めるに足りる証拠がない」と断定することなどできるはずがない。 

しかも，刑事裁判のために実施されていた美作鑑定書（甲４７）及びこ

れに基づく捜査報告書（甲４８），美作証言（甲６３の１，２，３），によ

れば，左胸部上から斜め下方向への刺突は，津谷弁護士が跪いた姿勢のと

きになされた可能性が高いと説明されており，これだけでは断定できない

としても，客観性の高い「証拠」はあるというべきである。 

（３）Ｓ警部補及びＫ巡査部長のあまりにも不自然な説明 

これら以外の証拠で特に重要なのは，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が揃って，

一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突した場面，特に左胸部上から斜め下方向へ

の刺突がなされた場面を見ていないと説明している供述証拠である。この

説明が著しく不合理であることは，上記（２）の証拠と合わせて，一審原

告らの主張が事実であることを裏付ける有力な証拠である。 

美作鑑定書（甲４７）に基づいて作成された写真撮影報告書（甲４８）

では，左胸部上から斜め下方向への刺突がなされたときの一審被告Ｓと津
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谷弁護士の態勢について，考えられるパターンをいくつも解説しているが，

津谷弁護士が前屈みになって一審被告Ｓと向き合っているパターン（写真

９～１１）以外は，２人が移動しながらできる動作ではなく，Ｓ警部補ら

の説明と全く異なってしまう。また，前屈みの姿勢は重心が上半身に来る

ので前進することは容易であっても，後ずさりには極めて不向きである。

津谷弁護士が後ずさりの姿勢で逃げようとしていたのであれば，前屈みの

姿勢をとることは考えられない。したがって，これらの証拠は，Ｓ警部補

及びＫ巡査部長の説明の真実性の証明には役に立たない。 

その上，上半身に重心を置いた前屈みの姿勢で後ずさりしている人がい

れば，前進方向で走るのと異なり，動きが極めて遅くなるので，台所から

廊下面を見ていた一審原告Ａ（甲８２写真４６，４７参照）がこれに気づ

き，目撃したはずだ。一審原告Ａが全く見ていない，後ずさりしていた人

を見ていないことと整合しない。 

Ｓ警部補が一瞬，自分の腹部を見て，一審被告Ｓを走って追ったとすれ

ば，身長１８３センチメートルのＳ警部補は，後ずさりする津谷弁護士と

「揉み合い」（甲８３写真２０）になっている。（なお，「揉み合い」の状態

についてはそもそもあったのかという疑問がある。すなわち，一審被告Ｓ

は両手で本件凶器を構えているので，津谷弁護士の身体に手をかける可能

性がない。他方，津谷弁護士は，一審被告Ｓが本件凶器を刺そうとしてい

るときに，これを払い除けて避けようとするのではなく，一審被告Ｓが刺

突しやすくなるような接近行為をするだろうかという疑問がある。） 

Ｓ警部補は，一審被告Ｓを背後から追いかける形になるので，ほんの２

メートルほど先にいる一審被告Ｓにあっという間に追いつき，一審被告Ｓ

を後ろから羽交い絞めにできてしまうので，同人が向き合う態勢で津谷弁

護士の左胸部分を斜め上方向から斜め下方向に刺突し，その後抜くという

動作をすることは，時間的にも不可能である。 
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（４）不合理極まりないＳ警部補らの説明を追及しない県警 

     Ｓ警部補及びＫ巡査部長が揃って，一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突する

場面を１回も見てないというのは，あまりにも不自然，不合理なのである。 

特に，左胸部上から斜め下方向への刺突という刺突を全く目撃していな

いということはあり得ないことである。 

     ところが，県警は，この点の可能性について再現実験を行っていない。

Ｓ警部補及びＫ巡査部長のあり得ない説明の虚偽性を県警の捜査では見破

ることができず，そのまま通用してしまったなどということはあり得ない。

県警が，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が真相を知った上で，それが捜査記録に

なることを意図的に止めたからこそ，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の虚偽説明

は秋田県警の捜査でそのまま通用したのである。 

（５）不合理極まりないＳ警部補らの説明を追及しない地検 

そのことは，地検の捜査，起訴，公判活動を見れば，より一層明らかで

ある。Ｓ警部補及びＫ巡査部長の虚偽説明は，検察捜査でも通用し，刑事

裁判の証言でも検察官に追及されないで済んだ。 

これは，地検の検察官が無能だからではない。２人の警察官の目の前で

本件凶器で２回も刺突行為が行われながら，２人が揃って１回も見ていな

いということが，常識では考えられない不合理なことであることはわかっ

たはずだ。普通の検察捜査であれば，県警が，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の

目撃状況として刺突場面を見ていないという報告書を作ってきたとしても，

地検は，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の取調べの時点で，説明の不合理さを追

及し，真相を明らかにし，法廷で真相を語らせたはずである。 

それが全くそのようになっていないのは，第１に，県警が，Ｓ警部補及

びＫ巡査部長が真相を語ることを止めさせているからであり，第２に，県

警から地検に対してこのことを告げ，了解を得ているからこそ実現したの

である。平野検事が，一審原告Ａに対して，同人が目撃事実（津谷弁護士
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が応接室入口前の廊下で応接室入口方向を向いて，両側から警察官に手を

掴まれてＬ字のように上げていた）を語ると一審被告Ｓに有利になるが，

それでもいいのか，と迫ったのも，地検が県警から真相を明らかにしない

ことについて依頼を受け，これを了解していたからである。 

（６）一審原告Ａが刺突場面を目撃していないことの重要性 

     原判決は，「原告Ａは津谷弁護士が刺突された場面を目撃しておらず，Ｓ

警部補らが刺突された場面を目撃していたと認めるに足りる証拠もない。」

（８７頁）と結論づけている。 

ここで重要なのは，Ｓ警部補，Ｋ巡査部長，津谷弁護士の姿が見えない

ときに，廊下面を見ていた一審原告Ａの体験として，「津谷弁護士が刺突さ

れた場面を目撃しておらず」いう事実である。一審原告Ａが台所内の引き

戸前から廊下面をずっと見ていたことからすると，津谷弁護士が刺突され

た場面は，応接室入口前廊下辺りから台所の引き戸が開いていて見える廊

下の部分よりも玄関寄りに限られる。この点こそが，刺突現場を絞り込む

上で極めて重要な目撃事実なのである。 

     一審原告Ａのこの目撃状況を確認し供述調書にまとめない県警の態度は，

真相を隠ぺいするもの以外の何ものでもない。 

  ４ Ｓ警部補らの不処分について 

（１）原判決 

     原判決は，「当時の状況に照らし，Ｓ警部補らを懲誡処分に付すのが相当

というべき事由があったことを認めるに足りる証拠はない。」（８８頁）と

認定しているが，明らかに誤りである。 

（２）Ｓ警部補の不処分 

     現場指揮官たるＳ警部補は，無線指令を受けながら，自分の本来の職務

を行うことなく，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に何の指揮命令もしないで，無言

のまま後部座席に座り続け，津谷弁護士宅前に到着すると，通信指令室に
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現着報告をせず，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に何の指揮命令もしないまま機捜

６を降りて，津谷弁護士宅の勝手口から立ち入り，無言で上がり込み（一

審原告Ａは「大丈夫ですか」と言って上がり込んできたと説明しているが，

ここではＳ警部補の説明による），廊下に出たところで，だれに対してか曖

昧なまま，「やめれ」と一言だけ言って，その後，Ｋ巡査部長が廊下に来た

ときも，無言を続け，何の指揮命令もせず，津谷弁護士の手を６０秒前後

にわたって無言で掴み続け，Ｋ巡査部長にも同じ動作をさせ，その直後に

無防備な状態で津谷弁護士が廊下で２回にわたって本件凶器で刺突される

状態に置いたものであり，どう考えても，Ｓ警部補の対応は終始，問題だ

らけである。 

     Ｓ警部補が事件現場でほとんど無言を通したことこそが，Ｋ巡査部長，

津谷弁護士，一審原告Ａを困惑させ，取り返しのつかない重大な結果を招

いた，初歩的，かつ極めて重大な原因であることは明らかである。 

     秋田県警がそのようなＳ警部補を懲誡処分にしないことが秋田県警にと

って正しいとすれば，それは秋田県警では，どのような事件現場の場合で

あっても，現場に向かう警察官は全員無言で，現場についてからも，班長

が一言だれに対してかわからない意味が不明なことを言って，後は全員が

無言のまま行動するという対応が，初動活動の基本的な方法として是認さ

れているということである。 

緊急事態で組織的に臨機応変に対応しなければならない事件進行中の

現場で，警察官全員が無言のままで組織的な活動ができるはずがない。 

秋田県警が，Ｓ警部補を懲誡処分にしないのは，懲戒処分をすることに

よって，Ｓ警部補の現場活動の問題が社会的に注目され，同時に，県警幹

部に対する激しい非難に直結するから，これを回避したいという，警察幹

部の手前勝手な都合でしかない。 

（３）Ｋ巡査部長の不処分 
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     機捜６の運転を担当していたＫ巡査部長は，勤務中，Ｓ警部補の指揮命

令に従って活動すべき立場であった。したがって，Ｓ警部補が必要に応じ

て具体的な指揮命令を出しているかぎりは，それに従って活動すればよい。

しかし，Ｓ警部補が必要に応じて具体的な指揮命令を出さない場合，Ｋ巡

査部長が自分の判断で勝手に活動することはできない。 

Ｋ巡査部長としては，自分の側からＳ警部補に質問する形で状況確認を

して（Ｓ警部補が掴まえている男について，Ｓ警部補に「この男が侵入者

ですか」とか「この人はだれですか」と質問し，Ｓ警部補が「わからない」

と言えば，Ｋ巡査部長が男に「だれだ」と聞けばいいし，その質問があれ

ば，津谷弁護士は自分で「津谷です」と言ったであろう。），津谷弁護士で

あることがわかれば，Ｓ警部補は津谷弁護士の手を離し，「けん銃を渡して

ください」と言えば，津谷弁護士はすぐにけん銃を渡したはずである。ま

た，Ｓ警部補はＫ巡査部長に応接室に入った男（一審被告Ｓ）を追うよう

指揮命令を出したかもしれない。 

しかるに，Ｋ巡査部長は，無言で津谷弁護士宅に立ち入り，廊下で津谷

弁護士の手を掴んでいるＳ警部補の姿を見たときも，Ｓ警部補に自分が何

をすればいいかを問わず，無言のまま，ただＳ警部補のしていることを真

似して，黙って津谷弁護士の手を掴んでいた。これでは，Ｋ巡査部長は，

Ｓ警部補が掴まえている男をだれだと認識し，何の目的で手を掴んでいる

かわからないから，手を離すタイミングを自分では判断できなくしてしま

い，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を離した後でなければ津谷弁護士の手を離

すことができなくなった。 

Ｋ巡査部長のこのような無言の動作が，Ｓ警部補の動作と合わせて津谷

弁護士の行動の自由を奪い，一審被告Ｓが津谷弁護士を２回までも刺突す

る機会を与えたのであり，どう考えても，Ｋ巡査部長の無言の行動は，津

谷弁護士が刺突される機会を作ったとしか評価のしようがない。 
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     Ｋ巡査部長がＳ警部補に何も質問せず，ただＳ警部補がしていることを

真似たことこそが，取り返しのつかない結果を招いたことは明らかである。 

秋田県警が，Ｋ巡査部長を懲誡処分にしないのは，懲戒処分をすること

によって，Ｋ巡査部長の現場活動の問題が社会的に注目され，同時に，県

警幹部に対する激しい非難に直結するから，これを回避したいという，警

察幹部の手前勝手な都合でしかない。 

  ５ 一審原告Ａの供述調書の差し替え 

（１）原判決 

     原判決は，「供述調書には『被告Ｓは，警察官が夫の方に行っている間に

応接室の方に行き，刃物を持って廊下に出てきたのです。』などと原告Ａが

目撃していない事実が記載されていると主張するが，本件訴訟において，

原告Ａは，津谷弁護士は警察官に両腕を捕まれていた，応接室から本件凶

器の刃先が出ていたのを台所から確認できたなどと供述していることに照

らすと，上記の記載内容は必ずしも原告Ａの認識内容と齟齬するものとは

まではいえないから，上記の記載をもって供述調書の一部が差し替えられ

たと認めることはできない。」（９１頁）という。 

  （２）差し替え箇所 

裁判所にあるまじき，驚くべきごまかしである。 

原審において，一審原告らは，一審原告Ａの員面調書（甲１４９）の６

項には，一審原告Ａには供述ができるはずのない，目撃していない内容が

記載されていると，３点について指摘した。 

１つは，「入って来た警察官は最初，ピストルを奪っていた夫を押さえ

たのです」と書いてある部分で，これは廊下で起こっていたことなので，

台所にいた一審原告Ａには見えないのである。見えないものは，「見えない」

としか言いようがない。見えたものとして書かれているのであるから，虚

偽記載である。原判決はこの点について指摘していない。 
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２つ目は，「夫が違う犯人はこっちだというようなことを言ったのを聞

いています。」とある部分で，一審原告Ａは記憶したままに説明しているは

ずで，津谷弁護士の「俺は犯人じゃない。あっちだ」をそのまま説明した

はずである。特に重要な点は，「こっちだ」と言ったという点である。「こ

っち」と「あっち」では，指図している場所乃至方向が全く違う。県警側

が勝手に書いたものである。原判決は，この点についても指摘していない。 

原判決が指摘している，「被告Ｓは，警察官が夫の方に行っている間に

応接室の方に行き，刃物を持って廊下に出てきたのです」と書いてある部

分について，「上記の記載内容は必ずしも原告Ａの認識内容と齟齬するもの

とはまではいえない」としているのは，とんでもない評価判断である。一

審原告Ａが，本件凶器を持った一審被告Ｓが廊下に飛び出して来たところ

を目撃していれば，大声で悲鳴をあげ，同時に，津谷弁護士が致命的な刺

突を受けないよう，一審被告Ｓに体ごと突進して行って，一審被告Ｓを突

き飛ばし，自身も一緒に倒れ込むほどの行動をとったはずである。供述調

書の書き方によれば，一審原告Ａは，津谷弁護士が刺突されそうになった

ときに黙ってみていて，直後に台所に逃げ込んだかのようである。津谷弁

護士が隣室で殺されそうになっているときに，１１０番通報し，その後，

津谷弁護士を助けるべく，自室から廊下に出て一審被告Ｓに腕を掴まれ，

それでも津谷弁護士とともに助かろうとして，必死に台所に駆け込んで勝

手口の鍵を開け，一審被告Ｓのけん銃が暴発しないよう津谷弁護士と助け

合っていたのに，その直後，一審被告Ｓに刺突されそうになっている津谷

弁護士をそのままにして自分だけ台所に戻るなど，それまでの一審原告Ａ

の行動や振る舞いからしてあり得ない。そのようなことを一審原告Ａが言

うはずがない。警察官によるねつ造文を差し替えたことは明らかである。 

これを原判決が「上記の記載内容は必ずしも原告Ａの認識内容と齟齬す

るものとまではいえない」とするのは理解不能である。 
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（３）県警による指揮命令 

     Ｈ巡査部長が，一審原告Ａが体験していないことを独断で勝手に書くは

ずがない。前記指摘部分の不整合に捜査本部の警察官がだれも気づかない

ということもあり得ない。Ｈ巡査部長が一審原告Ａの供述調書（甲１４９）

を作成した後，県警の判断で差し替えがなされなければ，このような供述

調書は存在できない。 

  ６ Ｓ警部補らに偽証をさせたこと 

（１）原判決 

     廊下で起こったことについて，一審原告Ａが目撃していないことに乗じ

て，県警は，遺族，県民の非難を避けるために，Ｓ警部補及びＫ巡査部長

に偽証させたという，一審原告らの主張に対して，原判決は，「上記の証言

が事実に反するものであるとは認められない。」（９５頁）という。 

（２）横から見ていた一審原告Ａと正面から見ていたＳ警部補ら 

原判決が，「原告Ａが応接室から出ていた刃先を認識していたとしても，

Ｓ警部補らがこれを認識していたとは認められない」（９５頁）と事実認定

していることは，支離滅裂である。 

一審原告Ａが応接室から刃先が出ているのを見るためには，廊下に出な

ければできない（甲８２写真４５，甲１０８写真２９）。原判決は，この点

を「台所で」と，証拠なしに決め付けている。 

一審原告Ａは，廊下に出たとき，応接室から刃先が出ているのをみただ

けでなく，応接室入口前で津谷弁護士が２人の警察官に捕まえられている

状態（甲８２写真４２，４３，甲１０８写真２８）を目撃したのである。 

それを，津谷弁護士ら３人が立っている位置から見直すと，一審原告Ａ

には刃先しか見えなかったものが，正面に本件凶器を構えた一審被告Ｓが

見えている。津谷弁護士，Ｓ警部補，Ｋ巡査部長が正面に本件凶器を構え

た一審被告Ｓの姿を見ていたことは明らかである。 
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一審原告Ａに刃先が見えて，Ｓ警部補及びＫ巡査部長には全く見えなか

ったという原判決は，あまりにも非現実的な暴論である。 

（３）県警の指揮命令による偽証 

     一審原告Ａには刃先しか見えなかったものでも，応接室入口の正面に立

っている津谷弁護士，Ｓ警部補，Ｋ巡査部長には，応接室入口付近で本件

凶器を構えた一審被告Ｓの姿がはっきり見えていたことは明らかであり，

仮にＳ警部補及びＫ巡査部長が県警をごまかそうとしてもできるはずがな

い。Ｓ警部補及びＫ巡査部長がこのような出鱈目なことを証言できるのは，

県警こそが偽証させているからである。 

     現職警察官らの重大ミスで市民が殺害されたということが，当の警察官

らの証言によって明らかになれば，それまで真相を隠ぺいしてきたことが

無意味になるどころか，県警に対する非難は一層強まる。これを避けるに

は，Ｓ警部補らに偽証させるしかない。Ｓ警部補及びＫ巡査部長の偽証は，

県警の指揮命令によるものである。 

 第５ 争点５（県警による虚偽説明の有無及び違法性）について 

１ 県警の対外的な説明等について不法行為が成立する場合 

    原判決は，県警の対外的な説明等について不法行為が成立する場合につい

て，「犯罪被害者が警察等の捜査機関に対し犯罪捜査の内容，結果を知る権

利を当然有するものとはいえないとしても，捜査機関である警察による直接

的な説明，情報提供のみならず，犯罪被害者等が間接的に知ることができる

県議会等での説明，情報提供が，自らの責任を免れるために意図的に虚偽の

内容を含むものであるといった事情が認められるときには，犯罪被害者の心

情を害するものとして，不法行為が成立することもあり得るというべきであ

る。」（９８頁）としている。 

    一審原告らも，同様の判断に立つものである。 
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２ 県警による意図的な真相隠し 

    機捜６が現着してから通信指令室に津谷弁護士が刺突されたことを報告す

るまでの２分２５秒間のうち，６０秒以上もの間，一審被告Ｓがすぐ近くに

いる廊下で，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が無言で津谷弁護士の手を掴まえ続け

ていた。 

県警は，事件直後からこの事実を知っている。しかるに，この事実，この

ようなことをしていた理由を一審原告らにも，県議会にも，マスコミにも説

明していない。この事実は，機捜６の現着が１，２分遅かったというレベル

とは全く異なる，極めて重要な事実である。事実を公にすれば，当然に，６

０秒以上もの間，一審被告Ｓがすぐ近くにいる廊下で，Ｓ警部補とＫ巡査部

長が無言で津谷弁護士の手を掴まえ続けていたのは極めて危険であるとい

う非難が広く社会に巻き起こり，県警の責任が問われることになりかねない。 

このような重要な事実を一審原告ら，県議会，マスコミに説明しないこと

こそが，意図的な真相隠しであり，「捜査機関である警察による直接的な説

明，情報提供のみならず，犯罪被害者等が間接的に知ることができる県議会

等での説明，情報提供が，自らの責任を免れるために意図的に虚偽の内容を

含む」ものと言える。 

第２部 被告県の責任について 

第１ 現場警察官の過失についての原判決の誤り 

１ 原判決の認定 

原判決は，一審被告Ｓが津谷弁護士を本件凶器で突き刺した態様について，

応接室前の廊下でＳ警部補及びＫ巡査部長に両腕を掴まれていた状態の津

谷弁護士を突き刺し，Ｋ巡査部長に右腕を掴まれた状態の津谷弁護士を再度

突き刺したという一審原告らの主張は認められないと述べた（５９頁）。 

また，原判決は，津谷弁護士宅に臨場したＳ警部補らの不法行為の成否に

ついて，緊急性の認識を欠いていたとの一審原告らの主張を排斥したうえで，
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本件１１０番通報を受けて現場臨場した警察官が採るべき行動として一審

原告らが主張した，「警察だ」と発しなかったことや，一審被告Ｓを侵入者

と識別すべきであったこと，識別できないのであれば一審被告Ｓと津谷弁護

士の両者をともに制止すべきであったこと，本件凶器を持って突き進んでき

た一審被告Ｓと津谷弁護士が正対することを回避すべきであったこと等に

ついて，それぞれ，Ｓ警部補らに不法行為は成立しないとした。 

さらに，Ｓ警部補らの現場臨場後の行動を一連の行為と捉えたとしても，

「Ｓ警部補らの不法行為を認めることは相当ではない」（７６頁）とした。 

  ２ 原判決の認定の問題点 

（１）不法行為が成立しないという結論ありきの判断 

     原判決は，「被告Ｓは靴を履いており，津谷弁護士はスウェットというく

つろいだ服装であったことに照らすと，被告Ｓが侵入者であると識別でき

たものといえる」（６９頁），「Ｓ警部補が津谷弁護士を侵入者と認識したも

のと認めるのが相当である」（７２頁），さらに，津谷弁護士宅臨場後のＳ

警部補らの行動を一連として評価した場合に，「事後的に見ると，現場での

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の対応の当否については検討の余地があるものと

いわざるを得ない」（７５頁）と述べつつも，理由を述べることなく，「個々

の警察官であるＳ警部補らの不法行為を認めることは相当では無いという

べきである」（７６頁）とした。 

このような原判決の判断は，Ｓ警部補らについて，まず先に，不法行為

は成立しないという結論があったとしか考えられない。 

（２）予見可能性について 

原判決は，「Ｓ警部補らにおいて，被告Ｓがけん銃以外に本件凶器を持

参していることを具体的に予見できたとは認められないこと」（６８頁）も

挙げて，Ｓ警部補らに不法行為は成立しないとする。 

これはＳ警部補らの予見可能性を否定した記述と思われるが，加害者が
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具体的にいかなる凶器で加害行為に出るかまで予見可能性の基礎事情に含

めることは，事件現場で実際に何が起こっているかわからないのが通常で

ある１１０番通報事案への警察業務のあり方の理解を根本的に誤っている。 

具体的に予見できないからこそ，悪い方向での様々な事態を想定予見し，

なるべく深刻な結果が起こらないように対処するのが初動警察活動である。

原審において，元北海道警釧路方面本部長だった原田宏二氏が，初動警察

活動について，「大きく構えて小さく収める」ことを強調していたのに，原

判決は，これを全く無視している。 

     本件における予見可能性としては，①１１月４日午前４時という時間帯

の１１０番通報であったこと，②弁護士宅が襲われていること，③侵入者

が「殺す」と言っていること，④弁護士自身が電話をかけて来ず，妻がか

けてきていること（対峙している相手との関係で弁護士自ら電話をかける

ことができない状況であることが伺える）という前提事実だけで，津谷弁

護士の生命及び身体に対する危険が生じていることを予見できたのであり，

具体的にいかなる凶器で殺害されるかを予見することまでは必要ない。 

原判決の考え方によれば，１１０番通報で現場臨場した警察官は，加害

者が持参している凶器を具体的に予見できなかった場合は，かかる凶器に

よる加害行為を漫然と放置して被害者を避難させなかった場合でも，常に

過失がないことになってしまい，明らかに不当である。 

Ｓ警部補らは，津谷弁護士宅に入る前から，通信指令室からの指令で，

指令者が冒頭「喧嘩口論の１１０番通報です」と言っているが，上記①②

③④の事情からして，加害者に津谷弁護士を殺害する意図があり，津谷弁

護士の身体に対する加害行為に出る可能性が高いことを認識できたし，加

害行為の結果，津谷弁護士が死亡する危険があることも予見することがで

きた。 

その後，Ｓ警部補は，津谷弁護士宅に入った後，実際に現場でけん銃を
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見たことで，加害者が津谷弁護士を本気で殺害しようとしていることを認

識できたことは，当事者間で争いないというべきである。 

原審において，一審被告県は，津谷弁護士が加害行為により死亡するこ

との予見可能性がＳ警部補になかったとは全く主張しておらず，当事者間

において，予見可能性の有無は，そもそも争いになっていない。 

（３）原判決が措定した本件の結果回避の方法について 

原判決は，本件における結果（＝津谷弁護士の死）を回避する方法とし

て，「被告Ｓを刺突に先んじて取り押さえること」や「被告Ｓが加害行為を

中止すること」といった，達成のより難しい方法に固執している。現に，

原判決は，「Ｓ警部補が警棒を携帯していれば，被告Ｓを取り押さえること

ができた客観的な状況にあったとまでは認められない。」（６６頁）とした

り，「Ｓ警部補が『警察だ』と大声で発していたとしても，被告Ｓが加害行

為を中止したとは認められない，」（６９頁），としたり，「Ｓ警部補らが被

告Ｓから本件凶器を取り上げることができなかったことについて，Ｓ警部

補らの不法行為の成立を認めることはできない。」などとしている。 

しかしながら，本件結果を回避するためには，津谷弁護士を突き飛ばす

などの有形力を行使して退避させる，津谷弁護士に警察官であることを告

げ協力を求め退避させる，警察官らが一審被告Ｓと津谷弁護士の間に入る

など，一審被告Ｓと津谷弁護士が直接対峙することを避けさえすれば，本

件結果は十分に回避することができる。 

原判決は，ことさら達成のより難しい方法を措定して警察官の義務違反

を判断しており，相当でない。 

（４）２分２５秒だから仕方が無いという原判決の判断姿勢 

本件は，一審原告Ａが１１０番通報した午前４時０５分２５秒から，機

捜６が津谷弁護士宅前に到着した午前４時１０分３２秒までの５分余りの

間，一審原告Ａと津谷弁護士が一審被告Ｓに対応し，無傷のまま，一審被
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告Ｓがけん銃を持っていた腕を上に挙げて一審被告Ｓを取り押さえるに至

っていた事案である。 

ところが，Ｓ警部補らが津谷弁護士宅に入り，Ｓ警部補が無言で津谷弁

護士の手を掴み，続けてＫ巡査部長が無言で津谷弁護士の手を掴んで，津

谷弁護士の身体の自由を奪い，他方で，けん銃を持って津谷弁護士を本気

で殺害に来た一審被告Ｓを自由にしていたために，一審被告ＳはＳ警部補

及びＫ巡査部長が作ってくれた動かない標的となった津谷弁護士を刺突で

きるようになり，これを実行したというものであり，Ｓ警部補及びＫ巡査

部長が，同人らの臨場後，２分余りの間に津谷弁護士が刺突される状況を

作ってしまったのである。Ｓ警部補らの臨場後の行動が，一審被告Ｓに津

谷弁護士が刺突されて死亡するという結果を生んだのである。 

このように，２分余りで一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突したことは，Ｓ

警部補及びＫ巡査部長が無言で一審被告Ｓの目の前に立ち尽くしていたと

いう重大な過失行為があったことの結果であり，Ｓ警部補らを免責する事

情ではない。 

（５）秋田県だから仕方がないという原判決の判断姿勢 

さらに，原判決は，Ｓ警部補らの対応には問題があるとしながら，「秋

田県においては凶悪事件の発生が少なく，日頃から，本件のような突発的

な事案に対応することができるだけの訓練や意識の涵養が十分でなかった

ことから，現場で適切に対応することができなかったことによるものと考

えるのが相当である。」（７５頁）と述べる。 

しかし，警察法も警察官職務執行法も，全国共通であり，警察官の職務

上の注意義務違反の内容が都道府県によって異なることはない。 

そもそも，秋田県警の警察官に限らず，全国の警察官は，頻繁に突発的

な凶悪事件に対応しているわけではなく，警察庁の統計資料からも，その

ことは裏付けられる。すなわち，平成２２年度の都道府県警察における地
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方警察官の定員は約２５万人だが，同年１月から１２月の刑法犯のうち，

殺人や強盗などの凶悪犯の認知件数は７，６２４件，暴行や傷害などの粗

暴犯は６３，８１３件であり，統計上も，地方警察官が頻繁に凶悪犯や粗

暴犯に対応しているわけではないことがわかる。 

発生件数が少なくとも，いつ，重大事案あるいは重大事案に発展するお

それがある事案に直面するかわからないからこそ，地方警察官は日々訓練

すべきなのであって，このことは都市部も秋田県も同様である。警察官に

限らず，事故・災害などの突発的な事態に現場で人命救助の活動を行う立

場にある消防職員も，秋田県か都市部かを問わず，同様に訓練を積んでい

るはずである。 

一般的な警察官であれば身につけておくべき知見や技術は，法律のほか，

重要事件の初動措置を定めた内規（甲１９１）や逮捕術教範（甲１９３）

等で定められており，また，警察学校で逮捕術等も習得する。警察官とし

てのこれらの教養や訓練に基づく判断が，他の都道府県の警察官に要求さ

れて，秋田県警には要求されないということはない。 

３ 警察官の注意義務違反について 

現場に臨場したＳ警部補及びＫ巡査部長は，たまたま近くを通りかかった

一般人ではなく，秋田県警機動捜査隊所属の警察官であり，勤務中に，一審

原告Ａの１１０番通報を契機とする通信指令室の指示により，津谷弁護士と

一審原告Ａを保護し，犯罪行為を制止等するために津谷弁護士宅に臨場した

警察官である。 

    警察法第２条１項が「警察は，個人の生命，身体及び財産の保護に任じ，

犯罪の予防，鎮圧……をもつてその責務とする。」と規定して，個人の生命，

身体及び財産の保護に任じることなどを警察の責務としていることや，警察

官職務執行法３条が，保護すべき者を発見したときは警察官がこれを保護し，

危険から避難させるべきことを定め，同法５条は犯罪がまさに行われようと
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するのを認めたときに関係者に必要な警告を発したり，急を要する場合は，

その行為を制止することができると定めていることなどからすれば，機動捜

査隊員として職務を行う警察官が，１１０番通報に基づき現場に臨場して，

保護すべき者や犯罪がまさに行われようとすることを認めたときは，保護す

べき者と犯罪を行おうとする者を識別し，保護すべき者を保護し，犯罪を行

おうとする者を制止しなければならない職務上の義務を負うというべきで

ある。 

    また，当時，警部補の階級にあったＳ警部補は，Ｓ警部補を班長と呼んで

Ｓ警部補の下で職務執行する巡査部長たるＫ巡査部長を指揮監督すべき立

場にあり（警察法６３条参照），Ｋ巡査部長が警察官として職務執行するに

あたっては，基本的には上司であるＳ警部補の指揮命令に従わなければなら

ない。 

    以上を踏まえて，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の義務違反行為を検討する。 

第２ 一審原告ら主張に基づくＳ警部補及びＫ巡査部長の過失 

１ はじめに 

本件においては，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，津谷弁護士宅に立ち入った

場面から一審被告Ｓを津谷弁護士の寝室で逮捕するまでの事実経過につい

て，様々な虚偽を述べているので，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の過失を論じる

前に，実際にあった事実経過を説明する。 

２ 無言で行動するＳ警部補及びＫ巡査部長 

Ｓ警部補は，津谷弁護士宅に勝手口から台所の土間に立ち入ったとき，私

服であったが警察官であることを告げず，１１０番通報した一審原告Ａに対

して，「大丈夫ですか」と声をかけただけだった。間をおかず，Ｓ警部補の

背後にいたＫ巡査部長も私服であったが，土間に立ち入ったとき警察官であ

ることを告げず，黙って靴を脱いで上がり込んだ。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，土間に立ったとき，廊下に近い台所内で，津
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谷弁護士と一審原告Ａがけん銃を持つ一審被告Ｓの手を上に上げて押さえ

ている状態を目撃した（甲１０４写真２）。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は警察であることを名乗らなかったが，一審原告

Ａは，数分前に１１０番通報していたことから，私服の２人の男が警察官だ

と判断し，これで不法侵入者である一審被告Ｓを警察官らすぐに逮捕してく

れると信じ，警察官らが一審被告Ｓを逮捕する邪魔にならないよう，一審被

告Ｓの手を離して，一審被告Ｓおよび津谷弁護士の前を横切って，勝手口か

ら見て，台所右奥に移動した（甲１０４写真４参照）。一審原告Ａの動きは，

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の目の前で行ったことであり，Ｓ警部補及びＫ巡査

部長には一審原告Ａの動きがすべて見えていた。Ｋ巡査部長は一審原告Ａの

横を通って廊下に出るとき，一審原告Ａの顔を見て行った（甲１０４写真７

参照）。 

一審被告Ｓは津谷弁護士に手を掴まれたまま廊下に移動し，津谷弁護士も

一審被告Ｓと一緒に廊下に出た。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，無言で，一審被告Ｓ及び津谷弁護士を追いか

け，台所を通って，廊下に出て行った。 

廊下に出たＳ警部補は，無言で，津谷弁護士の手を掴み，Ｋ巡査部長も無

言で津谷弁護士の手を掴んだ。このとき，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁

護士の同じ手を掴んだか別々の手を掴んだかは不明である。このとき，津谷

弁護士は，一審被告Ｓが持ち込んだけん銃を手に持っていた。 

Ｓ警部補は，津谷弁護士の手を掴んだときも，自分が警察官であることを

名乗らなかった。自分が手を掴んでいる相手がだれであるかの確認もしなか

った。何のために津谷弁護士の手を掴むのかについての説明もしなかった。

Ｓ警部補は，Ｋ巡査部長に対しても，何のために津谷弁護士の手を掴むのか

についての説明をしていなかった。Ｋ巡査部長の何をすべきかという指揮命

令もしなかった。Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補に手を掴んでいる男がだれである
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かの確認をしなかった。無言で津谷弁護士の手を掴むＳ警部補の真似をして

津谷弁護士の手を掴んだ。Ｋ巡査部長も津谷弁護士に何のために津谷弁護士

の手を掴むのかについての説明をしなかった。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，台所から廊下に出た位置から徐々に玄関寄り

の位置に移動しながら，無言で，津谷弁護士の手を掴み続けていた。時間に

して２，３０秒間だった。 

２人の警察官が助けに来てくれたことで，一審被告Ｓと一緒に廊下に出て

行った夫（津谷弁護士）はすぐに台所に戻って来て，後は２人の警察官が一

審被告Ｓを捕まえるだけだと思っていた一審原告Ａは，津谷弁護士がなかな

か台所に入って来ないことを不思議に思い，廊下に出た。 

廊下に出て玄関方向を見た一審原告Ａは，その光景に驚いた。津谷弁護士

と２人の警察官が横一列になって応接室入口の方向を向いて立っていた（甲

８２写真４２）のだが，２人の警察官は津谷弁護士の両側に立ち，津谷弁護

士の左右の手首付近を両手で掴んで持ち上げており，津谷弁護士は身動きで

きない状態になっていた（甲８２写真４３）。Ｓ警部補が掴んでいた津谷弁

護士の左手にはけん銃があった（甲８２写真４２，４３）。 

一審原告Ａが津谷弁護士の顔を見ると，津谷弁護士は，「何で俺が？」と

いう顔をして，搾り出すような大声で，「俺は被害者だ。あっちだ」と，体

をねじるようにして肩で応接室入口の方を指した。一審原告Ａが応接室入口

を見ると，応接室入口から尖った刃物の刃先が見えていた（甲８２写真４４，

４５）ので，一審原告Ａは津谷弁護士に続いて，「あっちだ」と言った。２

人の警察官も，津谷弁護士と同じように，一審被告Ｓが本件凶器を構えて刃

先を応接室入口から廊下に突き出している姿を見ていたが，Ｓ警部補及びＫ

巡査部長は無言のままだった。 

一審原告Ａは，津谷弁護士の「俺は被害者だ。あっちだ」という言葉と，

一審原告Ａの「あっちだ」という言葉に，２人の警察官は自分たちが掴まえ
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ている男が加害者ではなく被害者の津谷弁護士であることを理解し，津谷弁

護士の手をすぐに離してくれ，津谷弁護士は台所に入って来ると思い，台所

に戻って待っていた。 

ところが，津谷弁護士はすぐには台所に戻って来なかった。再び，静寂が

続いた。一審原告Ａは，津谷弁護士が廊下から台所に入って来るであろうと

考え，台所内から見える廊下面を見ていた（甲８２写真４６～４８）。最初

の静寂より長いと感じた。３，４０秒，静寂が続いた（証拠保全手続の際に

作成した陳述書（甲１１の１）では，静寂だった正確な時間がわからず，「２

分以上たったような気がします。」（７頁）と書いたが，とにかく異常に長い

時間だったという感覚だったのである）。 

応接室から本件凶器を構えている一審被告Ｓの姿を見たＳ警部補及びＫ

巡査部長は，自分達が両手を掴んでいる男が津谷弁護士であることをはっき

り認識した。 

それでも，Ｓ警部補は，無言のまま，それまでの動作を維持した。津谷弁

護士が刺突されようとしていることははっきりわかった。そうであるだけに，

軽々に動くことはできない。Ｓ警部補は，真っ先に津谷弁護士の手を離すと

ともに，一審被告Ｓに対して攻撃を断念するよう説得し，なだめるような言

葉をかけるべきであったのに，保護すべき津谷弁護士の手を離さず，Ｋ巡査

部長にも津谷弁護士の手を離すよう指揮命令せず，無言のままだった。 

Ｓ警部補が無言でそれまでの動作を維持しているので，Ｋ巡査部長も，Ｓ

警部補の動作を真似てそのままの動作を維持した。 

そこへ，一審被告Ｓが津谷弁護士を目掛けて本件凶器を突き刺してきた。

最初の刺突は，津谷弁護士の左胸下を水平に行ったもので（イの傷，第１刺

突），致命傷にはならなかった。 

Ｓ警部補は驚いて，咄嗟に，無言で，それまで掴んでいた津谷弁護士の左

手を離し，無言のまま立ち続け，一審被告Ｓに体当たりするなどして津谷弁
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護士を守る行動を何もとらなかった。 

津谷弁護士は，より深く刺されないよう，咄嗟に，Ｓ警部補が離した左手

で本件凶器の刃先を掴んだ。一審被告Ｓが本件凶器を引き抜いたため，津谷

弁護士は左手に怪我（いわゆる防御創）（甲６３の１別紙１．２ウ，甲６３

の２別紙４参照）をし，跪いた。 

しかし，Ｓ警部補が無言で手を離したことから，応接室方向を向いていた

Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補が手を離したことに気づかず，なおも津谷弁護士の

右手を掴み続けた。 

津谷弁護士が跪き，少し前のめりの姿勢になったところを，一審被告Ｓが

本件凶器を津谷弁護士の左胸上から身体内に突き刺し，引き抜いた（アの傷，

第２刺突）。この間，Ｓ警部補，Ｋ巡査部長，津谷弁護士，３人とも無言の

まま動かなかった。 

第２刺突が致命傷となって津谷弁護士は死亡するに至った。 

これが，一審原告らが真実と考え，本訴訟において主張する事実関係であ

る。 

  ３ Ｓ警部補の過失① 

（１）Ｓ警部補の立場 

Ｓ警部補は，秋田県警の機動捜査隊員であり，機捜６の班長としてＫ巡

査部長及びＳ巡査に指揮命令を発して，組織的に警察活動をすべき責任者

の立場にあった。警察法２条１項に基づき，１１０番通報の無線指令を受

け，事件現場に臨場する警察官として，加害者から被害者の生命・身体・

財産などを守る義務を負っているものである。具体的には，臨場したとき

以降に被害者の被害が深刻化しないよう対応する義務である。警察官が臨

場したときに被害者が受傷していないのであれば，警察官は被害者が受傷

しないよう対応する義務があり，すでに受傷しているのであれば，それ以

上に受傷しないよう対応する義務がある。そのためには，加害者が被害者
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に危害を加えることができないよう被害者を加害者から遠ざけなければな

らない。近くにいたままにしておくと，仮にその場に警察官が居合わせた

としても，加害者が警察官の隙をついて被害者に危害を加える危険がある

からである。 

（２）事件現場に警察官が臨場する意義 

１１０番通報の内容が私人間で身体に危害を加えるような危険な状態

が生じかねない事案では，警察官が臨場することで，加害者は加害行為を

止めたり，逃走したり，加害行為がなかったかのように装ったりするなど

の態度をとり，被害者への加害行為が終了するか，少なくとも一時的に中

断することが期待される。警察官が事件現場に臨場することの犯罪抑制効

果は極めて大きい。 

（３）警察官であることを明示する義務 

警察官の臨場が（２）のような効果を上げるには，事件現場に居る者全

員に，臨場した者が警察官であることがはっきりわかる必要がある。警察

官であることがわかる者とわからない者が居る状態では，警察官の指揮命

令に従うか否かにも違いが生じ，警察活動が効率的に行えず，事件現場に

居る者の間に却って混乱をもたらすからである。 

制服警察官の場合，制服を見るだけで警察官であることがわかるので，

警察官であることを名乗らなくても，「警察だ」と言っているのと同じ効果

がある。 

これに対して，私服で警察活動をしている機動捜査隊員の場合は，警察

官であることを明示しないと，一般の人には警察官であることがわからな

い。警察官であることがわからなければ，上記のような効果は期待できな

い。機動捜査隊員には臨場した事件現場で警察官であることを告げる義務

があるというべきである。 

（４）本件の場合 
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Ｓ警部補は，私服で津谷弁護士宅に臨場したにもかかわらず，津谷弁護

士宅の勝手口から台所に立ち入ったとき，無言で，警察官であることを告

げなかった。上り込んでからも無言で，警察官であることを告げなかった。

告げなくても，現場に居た者全員（津谷弁護士，一審原告Ａ，一審被告Ｓ）

が，私服の男（Ｓ警部補）が警察官であることがはっきりわかれば問題は

ないが，本件事件現場にいた３人の認識はどうだったか。 

一審被告Ｓについてみると，臨場した私服警察官が警察官であることを

名乗らなくても，加害者は，自分が犯罪を実行しようとしている現場に平

然と乗り込んでくる者がいれば，その者が私服であっても警察官であるこ

とがわかる。ましてや，午前４時過ぎの個人宅であれば，一般市民が立ち

寄るはずがない。 

一審被告Ｓの被告尋問によれば，「姿，見た途端というか，その前に原

告Ａが電話してるということを，隣の部屋で電話してるということを分か

っていましたので，ああ，警察だなとは思いました。来た時点でね，入っ

てきた時点で，ああ，警察が来たんだなとは思いました。」（被告Ｓ調書２

２頁）と述べており，私服の男（Ｓ警部補）が勝手口から入って来たとき

に警察官であることに気づいたのである。最初にどこで警察官を見たかと

いう質問には，「やっぱり，廊下付近で，私どご，止めようとしてあれした

ときだったと思います。」と答えている（同頁）。だからこそ，一審被告Ｓ

は，Ｓ警部補が一審被告Ｓと津谷弁護士の間に割って入って来たときに，

すぐに津谷弁護士の手を振り切って，その場から離れ，応接室に入り込ん

だのである。 

一審原告Ａについてみると，１１０番通報した者も，数分後には警察官

が助けに来てくれるだろうという予測があるから，その通りに見知らぬ私

服の男（たち）が臨場すれば，警察官であることをほぼ確実に理解できる。

午前４時過ぎに１１０番通報して，警察官が入って来られるように台所の
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勝手口を開けていた一審原告Ａも，それから数分後に私服のＳ警部補及び

Ｋ巡査部長が勝手口から入って来たときに，すぐに警察官であることに気

づいている。だからこそ，それまで夫と一緒に必死に掴んでいた一審被告

Ｓの手を離し，後を私服の男たち（警察官）に委ねたのである。 

これに対して，侵入者で加害者である一審被告Ｓに命を狙われていた被

害者の津谷弁護士が，私服の２人の男性（Ｓ警部補及びＫ巡査部長）を見

て警察官だと直ぐに気づいたかは不明である。はっきりわかっていたとは

言えない。はっきりわからなかった可能性が高い。津谷弁護士は弁護士と

してベテランであり，一般の人と比べると，警察官を相手に話をすること

には慣れており，警察官に怯えたり遠慮したりせず，必要なことはためら

うことなく話すことができる。したがって，津谷弁護士がＳ警部補を警察

官だとはっきり認識していれば，手を掴まれた時点で，すぐに，「警察官で

しょう」と確認の質問をし，警察官であることがわかれば，「私は津谷です」

と自分の立場を明らかにし，「被告Ｓが持ってきたけん銃です」と言って，

手にしているけん銃をＳ警部補にすぐに手渡したはずである。秋田弁護士

会の会長を務め，日弁連の消費者問題対策委員会の現職の委員長を務めて

いたベテランの津谷弁護士が，相手が警察官であることがわかっていなが

ら，一審被告Ｓが持ち込んだけん銃を引き渡すことを拒むことは考えられ

ない。所持が違法な禁制品であることが十分にわかっているだけに，すぐ

に引き渡していたことは間違いない。私服の男が突然，家に上がり込んで

来て，無言で自分の腕を掴む男が１人ならず２人も現れたとなると，津谷

弁護士としてはどう理解してよいかわからない状態に陥っていた可能性が

高いのである。 

本来，Ｓ警部補が守らなければならない被害者である津谷弁護士が，Ｓ

警部補を警察官として明確に認識できるようにしなかったこと，それどこ

ろか，無言で津谷弁護士の手を掴まえ，無言で捕まえ続けたことは，津谷
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弁護士をしてＳ警部補が何者で何をしに来たかをわからなくさせてしまっ

たのであり，警察官であることを告知しなかったことは，極めて重大な義

務違反である。 

（５）被害者を確認し，加害者から引き離す義務 

     警察官が臨場しても，加害者はなおも被害者に加害行為を継続しようと

することがある。警察官に逮捕されてしまえば，その後，被害者を攻撃す

る機会がなくなると考えれば，無理をしてでも被害者を攻撃しようとする

ことがあり得る。 

このような事態を避けるため，警察官は，被害者を保護するために，だ

れが被害者であるかを臨場してすぐに確認し，加害者から引き離し加害者

から遠ざけ，加害者が被害者を攻撃できないようにする義務がある。 

（６）本件の場合 

津谷弁護士宅に臨場したＳ警部補は，被害者と加害者を区別するための

言葉を発していない。無言だった。Ｓ警部補の後から津谷弁護士宅内に立

ち入ったＫ巡査部長も，無言だった。 

本件は，早朝，弁護士宅に侵入し弁護士を殺害しようしているという事

案であるから，自宅で就寝していた津谷弁護士と外部から不法侵入した一

審被告Ｓは，服装の外観と足元（靴を履いているか裸足か）を見る（とい

うより，目に入ってしまう外観）だけで，被害者と加害者の違いは一目瞭

然である。ベテランの警察官に区別ができないはずがない。 

Ｓ警部補にとっても一目瞭然だったはずである。それで被害者と加害者

を区別するための言葉を発しなかったのだとすると，廊下に立ち入ったＳ

警部補のとった行動は，極めて奇異である。不法侵入者（一審被告Ｓ）が

移動して視界から見えなくなるのを放置し，その場に残った被害者（津谷

弁護士）の手を黙って掴んだのである。この対応は，被害者を捕まえ，犯

罪者の逃走を放置している状態である。 
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津谷弁護士がけん銃を持っていることに危険性を感じての行動であれ

ば，「津谷さんですか」と声を掛けて，津谷弁護士が即座に「そうです」と

答えるはずであるから，そこで，すぐに津谷弁護士に「けん銃を渡してく

ださい」と言えば，Ｓ警部補のことを警察官と認識している津谷弁護士で

あれば，ためらうことなくけん銃をＳ警部補に手渡したのである。 

一審被告ＳがＳ警部補の視野から見えなくなったとしても，狭い家の中

の廊下と応接室という極めて近い位置に津谷弁護士と一審被告Ｓがいる関

係になっていることからして，一審被告Ｓはどのタイミングで津谷弁護士

を襲おうとするかわからない。 

したがって，Ｓ警部補が真っ先にすべきことは，津谷弁護士を一審被告

Ｓから遠ざけることである。そのために，津谷弁護士に「台所に入ってい

てください」と言って，台所に行かせて，自分とＫ巡査部長が廊下を塞ぐ

ようにして立ち，一審被告Ｓが台所に入って津谷弁護士に危害を加えるこ

とができないようにすべきであった。 

本件では，Ｓ警部補が廊下に入って来た直後に，一審被告Ｓはその場か

ら離れ，応接室に入って行ったから，その時点だけをみれば津谷弁護士か

ら離れている。一審被告Ｓがこの時点で犯行を断念しているのであれば，

一審被告Ｓは廊下にそのまま立ち尽くしているはずである。そうしていな

いということは，逃亡するか，逃亡しないで応接室に入り込んだのだとす

ると，犯行を断念していないと考えるべきである。 

応接室内はＳ警部補が津谷弁護士の手をはじめに掴んでいた位置から

は見えないだけに，応接室内で一審被告Ｓが何をしているのかわからない。

わからない以上，Ｓ警部補としては，まだ危険性が高いと考えるべきであ

って，何らかの凶器（必ずしも一審被告Ｓが持ち込んだ物に限らず，津谷

弁護士宅にある物も凶器になり得る）を持って津谷弁護士に襲い掛かって

くる可能性が高いと考えるべきである。 
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津谷弁護士の生命及び身体の安全が確実になっていない以上，Ｓ警部補

としては，津谷弁護士を一審被告Ｓから遠ざけるべく，台所に入らせてお

くべきだった。 

しかるに，Ｓ警部補は，２人のうちのどちらが侵入者（一審被告Ｓ）に

命を狙われている津谷弁護士か否かを確認せず，廊下で津谷弁護士の手を

掴み続けていた。Ｓ警部補の上記対応は，被害者と加害者を区別し被害者

を安全な場所に移動させる義務に反する。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，通信指令の内容だけでなく，津谷弁護士宅

に臨場した際に，けん銃を手にした者がいて，その手を押さえている男女

がいる情景を見たこと（甲８２写真３６～３９）により，被害者たる津谷

弁護士の生命及び身体が本当に危険にさらされていることを明確に知るこ

とができた。 

これにより，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が被害者たる津谷弁護士の動きを

制圧し自由に動けないようにする一方で，侵入者（一審被告Ｓ）の動きを

制圧せず自由に動くことが出来る状態にしておくことは，けん銃を持ち込

むほどに津谷弁護士に対する確定的な殺意を有している一審被告Ｓにとっ

て，津谷弁護士に対する殺人の実行行為を容易にすることであった。 

しかも，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の手を掴み続けていた場

所が，一審原告Ａが廊下に出たときに見たＳ警部補，Ｋ巡査部長，津谷弁

護士のいた応接室入口前の廊下であること（甲８２現場見取図９）からす

ると，これは応接室の中から津谷弁護士の命を狙っていた一審被告Ｓに，

津谷弁護士の姿を見えやすくし，攻撃しやすくする行為であり，明らかに

保護義務違反である。 

職務として被害者を保護する義務を負う警察官が，保護すべき被害者で

あるか否かを確認しないまま，その者の手を掴み続け，被害者を加害者に

近づけ，加害者が被害者を攻撃しやすくするという対応は，極めて危険で
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あり，重大な保護義務違反である。 

（７）数十秒間の沈黙と固定した動作 

一審被告Ｓが応接室から何らかの凶器を持って飛び出して来る危険性

は，同人が応接室に入った以降，常にあった。現に，本件凶器で応接室前

にいる津谷弁護士を刺突しようと，両手で持って本件凶器を腰の高さに構

えるに至った（甲３３写真３１，甲８２写真４４，４５）。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士宅に立ち入ったことをきっかけ

に，一審被告Ｓは身体の自由を回復し，逆に，津谷弁護士はＳ警部補及び

Ｋ巡査部長によって身体の自由を奪われ，生命の危険は高まる展開になっ

た。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士宅内に立ち入った後こそ，一審被

告Ｓが自由に動ける状態が続いていたことにより，津谷弁護士は殺害され

る危険にずっと晒されていたことになったのである。 

そのような状況を作ってしまったＳ警部補としては，当初，状況を正確

に把握せずに，津谷弁護士の手を掴んでしまったとしても，５秒後，１０

秒後でも，なるべく早く，津谷弁護士に対して「警察です」と自分の身分

を明らかにし，「津谷さんですか」と本人確認をし，津谷弁護士であること

を確認したところで，津谷弁護士からけん銃を預かり，台所に入っている

ように指示すべきであった。 

これだけのことをするのにかかる時間は，せいぜい数秒である。Ｓ警部

補がこれを実行することは，時間的に十分に可能だった。 

しかるに，Ｓ警部補は，廊下で応接室入口方向を向いて立っている津谷

弁護士に対して一審被告Ｓが応接室内から本件凶器を構えるようになるま

での間，無言を通し，警察であることを告げず，Ｓ警部補及びＫ巡査部長

が手を掴んでいる相手が被害者である津谷弁護士であることを確認せず，

被害者を安全な場所に移動させないどころか，被害者である津谷弁護士の
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手を掴んだまま加害者のいる応接室に近づけ，応接室内にいる一審被告Ｓ

にとって見えやすく刺突しやすい場所まで被害者の津谷弁護士を移動させ

た。 

このようなことをしなければ，津谷弁護士が一審被告Ｓに２回の刺突攻

撃を受け，２回目の刺突により死亡することはなかったのであり，これは

被害者保護義務違反である。 

Ｓ警部補が津谷弁護士の身体の自由を奪い，津谷弁護士を一審被告Ｓに

接近させたことは，Ｓ警部補の行為と津谷弁護士が一審被告Ｓに刺突され

たこととの間には相当因果関係がある。 

４ Ｋ巡査部長の過失① 

（１）警察官であることを明示する義務 

一審原告Ａが目撃したように，Ｋ巡査部長がＳ警部補とほぼ同時に勝手

口から台所に入ったのであれば，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補が無言で立ち入

ったことを承知しているのであるから，Ｓ警部補を補助するために，Ｓ警

部補に変わって，自分たちが警察官であることを告げるべきであった。 

そうすれば，津谷弁護士は安心して２人の私服の男に全面的に協力し従

うことができた。けん銃も，当然，Ｓ警部補またはＫ巡査部長にすぐに手

渡した。 

しかるに，Ｋ巡査部長も警察官であることを告げなかった。そのため，

津谷弁護士は勝手口から次々に入って来た２人目の私服の男が警察官かど

うかの区別がはっきりつかなかった。そのため，一審被告Ｓが持ち込んだ，

このときはたまたま自分の手にあるけん銃を，２人の男に渡していいかが

すぐに判断できなかった。そして考える間もなく長身の屈強な男２人に無

言で両手を掴まれてしまったため，どのように対応したらよいかわからな

くなった。 

Ｋ巡査部長が津谷弁護士に警察官であることを告知しなかったことは，
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極めて重大な義務違反である。 

（２）被害者を確認し，加害者から引き離す義務 

     Ｋ巡査部長には，Ｓ警部補の指揮命令に従って，被害者を確認し，加害

者から引き離す義務があった。 

Ｓ警部補は，津谷弁護士の手を掴むとき，また掴み続けているとき，そ

の理由（目的）を津谷弁護士にもＫ巡査部長にも告げていない。無言で掴

み，掴み続けたのである。 

Ｋ巡査部長には，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を掴む理由，掴み続ける理

由がはっきりわからなかった。手を掴んでいる男が津谷弁護士であるか否

かの判断をしているのかもわからなかった。Ｋ巡査部長としては，自分が

何をすべきかをＳ警部補に指揮命令してもらう前提として，Ｓ警部補に対

して，「この男が侵入者ですか，それとも津谷さんですか」と質問し，津谷

弁護士であることがわかれば，警察官であることを告げ，「津谷さん，けん

銃を渡してください」と言って，けん銃をＳ警部補に渡すよう促せば，津

谷弁護士は従ったはずである。侵入者をどうするかをＳ警部補に問い，追

うよう指揮命令されれば，一審被告Ｓを追えばいいし，津谷弁護士を台所

に誘導するよう指揮命令されれば，津谷弁護士を台所に誘導すればよかっ

た。 

Ｓ警部補にせよＫ巡査部長にせよ，津谷弁護士を一審被告Ｓが隠れてい

る応接室から遠ざけることにより，津谷弁護士の生命身体の安全を確保す

ることができた。 

しかるに，Ｋ巡査部長も，Ｓ警部補と同じように，無言で，津谷弁護士

の手を掴み，Ｓ警部補と同じように掴み続けた。 

津谷弁護士の命を狙って侵入した一審被告Ｓがすぐ近くに隠れている

位置関係で，Ｓ警部補がしていることの意味を確認せず，Ｋ巡査部長がＳ

警部補と同じ動作を無言で続けていたことは，津谷弁護士にとって極めて
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危険であった。 

Ｋ巡査部長についても，被害者を確認し，加害者から引き離す保護義務

の違反があった。 

  ５ Ｓ警部補の過失② 

（１）津谷弁護士であることの認識 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長に両手を掴まれたまま応接室入口前まで移動

させられた津谷弁護士が，応接室の中から本件凶器を構えた一審被告Ｓの

姿を見て大声で「俺は被害者だ，あっちだ」と言い（見た瞬間に言ったか

少し遅れて言ったかは不明），応接室から本件凶器の刃先が出ているのを見

た一審原告Ａが続けて「あっちだ」と言ったとき，津谷弁護士の両脇に立

っていたＳ警部補及びＫ巡査部長は，津谷弁護士と同じ光景を目にしてい

た。 

もはや，だれが被害者かは問うまでもなかった。当日午前４時頃まで自

宅で寝ていた津谷弁護士が，自宅内で剪定ばさみを解体した凶器を構えて，

廊下に立っている侵入者を刺し殺そうとするはずがない。 

「あっちだ」という女性の声は，１１０番通報した津谷弁護士の妻（一

審原告Ａ）以外には考えられない。一審原告Ａが廊下で夫（津谷弁護士）

の姿を見ながら「あっちだ」と言うのであるから，侵入者は「あっち」，応

接室内から本件凶器の刃先を突き出している男である。 

無言で津谷弁護士の手を掴み，そのまま応接室入口前まで移動して来た

結果がこのようなものであった。 

このような事態であればこそ，Ｓ警部補は，警察官として津谷弁護士を

保護する義務がある。津谷弁護士を生命の危険に晒してしまった警察官で

あれば，尚更のこと，津谷弁護士を保護するために尽力する義務があると

いうべきである。 

応接室内から本件凶器を構えて津谷弁護士を正面に見ている一審被告
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Ｓが，いつどのようなタイミングで刺突して来るかわからないことからす

ると，津谷弁護士が自由に動けるようにして，自分で自分を守るための行

動をとれるようにする必要がある。 

Ｓ警部補は，真っ先に，津谷弁護士の手を離し，Ｋ巡査部長にも手を離

すよう指揮命令すべきである。その上で，一審被告Ｓに話しかけ，なだめ，

犯行を思いとどまるよう説得すべきである。どのような説得の仕方をすれ

ば一審被告Ｓが犯行を思いとどまってくれるかは，説得しながら考えるし

かない。そして，説得しながら，津谷弁護士の命を守るためにどのような

対応ができるかを考えるしかない。 

説得して時間稼ぎをすることで，Ｓ警部補及びＫ巡査部長は徐々に冷静

になれ，様々な対応の仕方について考えることができる。また，多数の応

援警察官が駆けつけることで，一審被告Ｓに犯行を断念させる可能性が生

まれる。説得している最中に，津谷弁護士を台所に避難させるチャンスが

できれば，津谷弁護士に台所に避難するよう指示し，移動させればよい。

津谷弁護士が台所に行こうとしたときに，一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突

しようとしたら，刃先から逃れているＳ警部補が一審被告Ｓに体当たりす

るか，Ｋ巡査部長に体当たりさせて，一審被告Ｓを倒せば，そこで一審被

告Ｓを逮捕でき，津谷弁護士は刺突されずに済むか，少なくとも致命傷と

なるような刺突を受けるおそれはなくなる。 

津谷弁護士が台所に移動する前に一審被告Ｓに刺突されたら，１回目の

刺突で津谷弁護士の急所を外した一審被告Ｓが再度，本件凶器で刺突する

前に，逮捕術で一審被告Ｓの攻撃を止め，逮捕することもできた。 

本件当時，Ｓ警部補はベテランの警察官であり，かつ，現行犯人を逮捕

することを主たる業務とする機動捜査隊員としてもベテランだったのであ

るから，冷静に考える時間を作ることは可能だったのであり，冷静に対応

していれば，上記のような対応だけでなく様々な対応法について考え十分
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に実行できた。 

本件結果は，十分回避できたのである。 

しかし，Ｓ警部補は，一審被告Ｓが応接室内から廊下に向けて本件凶器

を向けている事態になっても，無言のまま，それまでの動作を続け，Ｋ巡

査部長にも津谷弁護士の手を離すよう指揮命令せず，津谷弁護士が身動き

できない状態を維持し続け，一審被告Ｓを説得する努力は何もしなかった。

一審被告Ｓはこの状態があったからこそ，津谷弁護士を２回も刺突するこ

とができたのである。 

Ｓ警部補は，一審被告Ｓが津谷弁護士に対して１回目の刺突をした直後，

無言で，津谷弁護士の手を離したが，Ｋ巡査部長には手を離すよう指揮命

令しなかったので，Ｋ巡査部長には，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を離した

ことがわからず，津谷弁護士の手を掴み続け，津谷弁護士が跪いた状態に

なったところを，一審被告Ｓは２回目の刺突を行なうことができたのであ

る。 

一審被告Ｓによる２回の刺突のうちの１回目は，Ｓ警部補が無言で津谷

弁護士の手を掴み続け，Ｋ巡査部長もこれに倣って津谷弁護士の手を無言

で掴み続けていた状態だったため，津谷弁護士は逃げることができずに受

傷した。 

１回目の刺突が行われている最中にＳ警部補は手を離したのであるか

ら，すぐにＫ巡査部長にも手を離すよう指揮命令すべきであった。そして

傷つきながらも津谷弁護士がその場から逃げられるようにすべきであった。

また，一審被告Ｓに体当たりや逮捕術などで一審被告Ｓに反撃し，以後の

攻撃を食い止めるべきであった。 

しかるに，Ｓ警部補は，Ｋ巡査部長に津谷弁護士の手を離すよう指揮命

令せず，無言のまま立っていたため，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を離した

ことが見えないＫ巡査部長は，津谷弁護士の手を掴み続けた。津谷弁護士
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が跪き，そこを一審被告Ｓが本件凶器で津谷弁護士の左胸上部から心臓方

向に刺突し致命傷を負わせたときも，Ｓ警部補は無言のまま立っていた。 

一審被告Ｓによる１回目，２回目の刺突について，Ｓ警部補の過失は重

大というべきである。 

  ６ Ｋ巡査部長の過失② 

Ｋ巡査部長も，津谷弁護士が「俺は被害者だ，あっちだ」と，一審原告Ａ

が「あっちだ」と言ったとき，津谷弁護士と同じ，一審被告Ｓが本件凶器を

構えて津谷弁護士の方を見ている光景を目にしていた。もはや，だれが被害

者かは問うまでもなかった。無言で津谷弁護士の手を掴み，Ｓ警部補ととも

にそのまま津谷弁護士を応接室入口前まで移動して来た結果がこのような

ものであった。 

このような事態であればこそ，Ｋ巡査部長は，警察官として津谷弁護士を

保護する義務がある。上司の警察官（Ｓ警部補）と一緒に津谷弁護士を生命

の危険に晒してしまった警察官であれば，尚更のこと，津谷弁護士を保護す

るために尽力する義務があるというべきである。 

応接室内から本件凶器を構えて津谷弁護士を正面に見ている一審被告Ｓ

が，いつどのようなタイミングで刺突して来るかわからないことからすると，

津谷弁護士が自由に動けるようにして，自分で自分を守るための行動をとれ

るようにする必要がある。 

そのような状況にもかかわらずＳ警部補から何の指揮命令もなければ，Ｋ

巡査部長としては，真っ先に，津谷弁護士の手を離してよいかをＳ警部補に

確認すべきであった。 

そうすれば，Ｓ警部補は津谷弁護士の手を離す必要性を改めて実感し，自

ら手を離すだけでなく，Ｋ巡査部長にも津谷弁護士の手を離すよう指揮命令

したはずである。 

その上で，Ｓ警部補の指揮命令の下で，Ｓ警部補自らかＫ巡査部長が一審
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被告Ｓに話しかけ，なだめ，犯行を思いとどまるよう説得すべきであった。

説得している最中に，津谷弁護士を台所に避難させるチャンスができれば，

Ｓ警部補の指揮命令に従って，津谷弁護士が台所に避難するのを手伝えばよ

い。 

津谷弁護士が台所に行こうとしたときに，一審被告Ｓが津谷弁護士を刺突

しようとしたら，刃先から逃れているＫ巡査部長は，一審被告Ｓに体当たり

して，一審被告Ｓを倒せば，そこで一審被告Ｓを逮捕でき，津谷弁護士は刺

突されずに済むか，少なくとも致命傷となるような刺突を受けるおそれはな

くなる。 

津谷弁護士が台所に移動する前に一審被告Ｓに刺突されたら，１回目の刺

突で津谷弁護士の急所を外した一審被告Ｓが再度，本件凶器で刺突しようと

する前に，逮捕術で一審被告Ｓの攻撃を止め，逮捕することもできた。Ｓ警

部補及びＫ巡査部長は，本件当時，ベテランの警察官であり，かつ，現行犯

人を逮捕することを主たる業務とする機動捜査隊員としてもベテランだっ

たのであるから，冷静に考える時間を作ることは可能だったのであり，冷静

に対応していれば上記のような対応だけでなく様々な対応法について考え

十分に実行できた。本件結果は，十分回避できたのである。 

しかし，一審被告Ｓが応接室内から廊下に向けて本件凶器を向けている事

態になっても，Ｓ警部補は無言のままそれまでの動作を続け，Ｋ巡査部長に

も津谷弁護士の手を離すよう指揮命令せず，津谷弁護士が身動きできない状

態を維持し続けた。一審被告Ｓはこの状態があったからこそ，津谷弁護士を

２回も刺突することができたのである。 

一審被告Ｓによる２回の刺突のうちの１回目は，Ｓ警部補がＫ巡査部長に

津谷弁護士の手を離すよう言わず，Ｋ巡査部長はＳ警部補とともに津谷弁護

士の手を無言で掴み続けていた状態だったため，津谷弁護士は逃げることが

できずに刺突され受傷した。 
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Ｋ巡査部長は，１回目の刺突が行われた時点で，Ｓ警部補が無言であって

も，自分（たち）が手を掴んでいる男が再度刺突されることは極めて危険だ

と判断し，自らの判断で津谷弁護士の手を離すべきであった。 

そうすれば，津谷弁護士は１回の刺突は受けたものの，それ以上の受傷を

しないで助かった可能性がある。 

しかるに，Ｋ巡査部長は津谷弁護士の手を離さなかった。 

そのため，津谷弁護士はその場から逃げることができず，跪いたところを，

一審被告Ｓに左胸上部から心臓方向に刺突され致命傷を負った。 

一審被告Ｓによる１回目，２回目の刺突について，Ｋ巡査部長の過失は，

重大というべきである。２回の刺突については，Ｋ巡査部長の過失が，特に

重大である。 

  ７ Ｓ警部補の過失③ 

Ｓ警部補は，現場に立ち入った際，犯罪の予防，鎮圧を図り，被害者を保

護するため，どちらが訪問者（侵入者）であるかを認識していない段階では，

複数の対象者を常に自分の視野に入れるように位置し，その動静を把握する

義務があった（逮捕術教範第３条６号）。 

この動静の把握は，警察官２名で現場に立ち入ったのであるから，Ｓ警部

補がＫ巡査部長に指揮して，２人の男への対応を役割分担して，Ｓ警部補が

けん銃を持っている男（津谷弁護士）に対応し，Ｋ巡査部長に応接室に入っ

て行った男（一審被告Ｓ）への対応をさせ，津谷弁護士と一審被告Ｓが接近

して加害者が被害者に加害行為ができないようにすべきであった。 

そうすれば，Ｓ警部補が自分の対応した男に誰であるかを問えば，津谷弁

護士が「津谷です」と答え，けん銃をＳ警部補に手渡し，Ｓ警部補が津谷弁

護士に台所に入っているように指示すれば，津谷弁護士の生命の安全は守ら

れた。 

他方，Ｓ警部補がＫ巡査部長に一審被告Ｓを追わせたことで，Ｋ巡査部長
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が応接室内にいる一審被告Ｓを逮捕術で逮捕したであろうから，津谷弁護士

の生命の安全は守られた。 

ところが，Ｓ警部補は，けん銃を持っている男（津谷弁護士）の手を掴む

ことに夢中で，一審被告Ｓの行方を目で追うことをしなかった。 

そして，Ｋ巡査部長にも，廊下から立ち去ったもう１人の男を追うように

指示命令しなかった。 

そのため，２人の警察官にとって一審被告Ｓの動静がわからなくなった時

点で，一審被告Ｓは自由に動けるようになり，一審被告Ｓは津谷弁護士を攻

撃するための本件凶器を手にして津谷弁護士を刺突する機会を持つことが

できることになった。 

その結果，一審被告Ｓによる新たな攻撃を可能にして，本件凶器による刺

突を可能にした。 

Ｓ警部補の上記行為が，津谷弁護士の生命，身体に対する現実化した危険

を高めたことは明らかであり，相当因果関係がある。 

したがって，Ｓ警部補の上記行為は，不法行為となる。 

８ Ｋ巡査部長の過失③ 

Ｋ巡査部長も，現場に立ち入った際，犯罪の予防，鎮圧を図り，被害者を

保護するため，どちらが訪問者（侵入者）であるかを認識していない段階で

は，複数の対象者を常に自分の視野に入れるように位置し，その動静を把握

する義務があった（逮捕術教範第３条６号）。 

Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補の指揮命令に従う義務があるが，Ｓ警部補からの

具体的指揮命令がなくても，Ｋ巡査部長自身，現場の状況を正しく認識しな

ければ適切な行動が取れないのであり，上記義務があった。 

本件の場合，１人の男（津谷弁護士）は廊下に立っており，もう１人（一

審被告Ｓ）がその場から去って応接室に入って行ったというものであるから，

２人の男の動静の把握は，Ｓ警部補にとってもＫ巡査部長にとっても，容易
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であった。 

そして，Ｓ警部補がけん銃を持っている津谷弁護士の手を掴んだとき，Ｋ

巡査部長は，Ｓ警部補と津谷弁護士の年齢や体力差からして，Ｋ巡査部長が

Ｓ警部補に加勢する必要がないことはわかったはずであるから，無言のＳ警

部補に対して，「もう１人の男を追っていいですか」と言えば，Ｓ警部補が

「追うな」と言うはずはない。Ｓ警部補がＫ巡査部長に「追え」と言えば，

Ｓ警部補及びＫ巡査部長は，一審被告Ｓの姿を見失った時間をごくわずかに

し，一審被告Ｓが応接室内で，津谷弁護士を攻撃するための準備をする時間

を与えず，逮捕術によって容易に一審被告Ｓを逮捕できたはずである。 

ところが，Ｋ巡査部長は，無言のＳ警部補に指揮命令を仰ぐことをせず，

必要もないのに，Ｓ警部補の真似をして，Ｓ警部補が掴んでいない津谷弁護

士の右手を掴んで，Ｓ警部補とともに津谷弁護士の身体の自由を奪い，一審

被告Ｓ動静把握をしなかった。 

その結果，一審被告Ｓによる新たな攻撃を可能にして，本件凶器による刺

突を許した。 

Ｋ巡査部長の上記行為が，津谷弁護士の生命，身体に対する現実化した危

険を高めたことは明らかであり，相当因果関係がある。 

したがって，Ｋ巡査部長の上記行為は，不法行為となる。 

 第３ 一審被告県の主張を前提としてもＳ警部補らに過失があること 

１ はじめに 

津谷弁護士宅内における事実経過について，一審原告らの主張と，一審被

告県の主張は大きく食い違う部分があるが，一審被告県の主張を前提として

も，Ｓ警部補らの責任（過失及び結果との因果関係）が認められるべきであ

る。 

  ２ 一審被告県の主張について 

一審原告らの主張と一審被告県の主張が大きく食い違う部分は，主に，①
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Ｓ警部補及びＫ巡査部長がほぼ同時に勝手口から入って来たか，１０秒から

１２秒遅れてＫ巡査部長が入って来たか，②そのとき，台所に一審原告Ａが

いたことをＳ警部補及びＫ巡査部長が認識していたか，③「あっちだ」等と

言われてすぐに手を離したか，離さなかったか，④津谷弁護士が廊下のどの

位置でどのような姿勢のときに一審被告Ｓに刺突され，そのときＳ警部補及

びＫ巡査部長はどこで何をしていたかである。 

これらの点について，一審被告県が主張するように，①Ｓ警部補及びＫ巡

査部長は同時に津谷弁護士宅内に立ち入っておらず，Ｋ巡査部長がＳ警部補

より１０秒から１２秒遅れて立ち入ったとしても，②そのとき，台所に一審

原告ＡがいたことをＳ警部補及びＫ巡査部長が認識していなかったとして

も，③「あっちだ」等と言われて手を離したとしても，④津谷弁護士が台所

入口付近の廊下で後ずさりしながら一審被告Ｓに２回刺突されたとしても，

以下で述べるように，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の過失は明らかであり，同人

らの過失行為と津谷弁護士が２回刺突され死亡したこととの間には相当因

果関係がある。 

  ３ 「あっちだ」の声で手を離すまでの過失 

（１）問題の所在 

     一審被告県の主張を前提にすると，問題の局面が２つある。１つは，Ｓ

警部補及びＫ巡査部長が廊下で津谷弁護士の右手を掴み続けていたことの

危険性，もう１つは，「俺じゃない，あっちだ」の声と女性の声で「あっち

だ」があった直後に，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士の手を離した

後，Ｓ警部補及びＫ巡査部長が津谷弁護士を保護することができたのにこ

れをしなかったことの問題性である。 

（２）Ｓ警部補が津谷弁護士の右手を掴み続けていたことの危険性 

Ｓ警部補の実況見分調書（甲３３）によれば，Ｓ警部補とＫ巡査部長が

津谷弁護士の手を掴んでいた場所は，台所から廊下に出てすぐ左側（玄関
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方向）の位置である（見取図５参照）。 

それを写真２５でみると，津谷弁護士は右手を２人の警察官に掴まれ

（写真２３～２５），応接室側から見ると，津谷弁護士の身体の正面側がガ

ラ空きの状態になっている（写真２５）。 

このとき，２メートルほど先の応接室入口近くに，けん銃を持ち込むほ

どに津谷弁護士に対する強い殺意を有する一審被告Ｓがいて，津谷弁護士

を殺害しようとしていたのであるから（確定的に認識できなくても，十分

予測はできた），いつ一審被告Ｓが突然，応接室から出て来て津谷弁護士に

襲いかかったとしても不思議ではない。 

Ｓ警部補らが上記の位置で津谷弁護士の手を掴んでいたことは，津谷弁

護士にとって極めて危険だったのである。 

Ｓ警部補がけん銃を持っている津谷弁護士の手を一旦は掴んだとして

も，直ぐに津谷弁護士に対して，「警察だ」，「津谷さんですか」と言えば，

津谷弁護士は私服の２人の男が警察官であることを知り，妻である一審原

告Ａが一審被告Ｓの手を離したことも理解できた。そうなれば，津谷弁護

士は進んでＳ警部補及びＫ巡査部長に協力する姿勢を示し，Ｓ警部補が「け

ん銃を渡してください」と言え，すぐに「侵入者が持って来たけん銃です」

と言って，Ｓ警部補にけん銃を渡したはずである。 

津谷弁護士を保護すべきＳ警部補は，津谷弁護士に「台所に入って引き

戸を閉めていてください」と言えば，津谷弁護士はすぐにこれに従って行

動し，自身の生命を守ることができた。 

ところが，実際は全く違った。Ｓ警部補は，津谷弁護士に対して警察官

であることを名乗らず，被害者と加害者をはっきり分けて被害者を保護す

る行動もとらず，Ｓ警部補がＫ巡査部長と津谷弁護士の手を掴んでいた状

態は，前述のとおり，６９秒間も続いた。実際はもう少し長かったかもし

れないし，逆にもう少し短かったかもしれない。短かったとしても，５０
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秒，６０秒という時間である。これは津谷弁護士にとって極めて危険な時

間帯であった。 

このようなＳ警部補の対応は極めて危険であり，津谷弁護士に対する保

護義務違反である。Ｓ警部補には重大な過失があり，その過失の結果とし

て津谷弁護士は２回の刺突被害を受けたのである。 

 （３）Ｋ巡査部長が津谷弁護士の右手を掴み続けていたことの危険性 

Ｓ警部補から１０秒から１２秒遅れて津谷弁護士宅内に立ち入ったＫ

巡査部長は，Ｓ警部補が廊下で１人の男の手を掴んでいるところを目にし

たが，Ｓ警部補がその男に対して警察官である旨を告げたか，Ｓ警部補が

その男がだれであるかを確認したかを知らない。Ｓ警部補は無言のままで

ある。Ｋ巡査部長としてもこの点を把握しなければ，どのように対応した

らよいか判断しかねるから，Ｓ警部補に対して，警察官であることは名乗

ったか，Ｓ警部補が手を掴んでいる男は被害者なのか加害者なのかを問う

べきである。 

その質問があること自体で，津谷弁護士は２人の男が警察官であること

を知り，また，自分が被害者の津谷弁護士であることを告げることができ

る。手を掴んでいる相手が津谷弁護士であることがわかれば，Ｓ警部補が

「けん銃を渡してください」と言えば，すぐに手渡し，「台所か自分の寝室

に入って戸を閉めていてください」と言えば，津谷弁護士はすぐにこれに

従って行動し，自身の生命を守ることができた。 

しかるに，Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補に上記確認を行なわず，無言でＳ警

部補と同じ動作を続け，津谷弁護士を保護する行動をとらなかった。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長の上記対応は，保護義務違反であり，そのこと

が一審被告Ｓの犯行を実現させたのである。Ｋ巡査部長にも重大な過失が

あり，その過失の結果として津谷弁護士は２回の刺突被害を受けたのであ

る。 
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  ４ 「あっちだ」の声で手を離した後の過失 

  （１）無言を続けるＳ警部補 

     津谷弁護士の「俺じゃない，あっちだ」という大声，「あっちだ」という

女性の声を聞いて，Ｓ警部補は津谷弁護士の手を掴むのを無言で止め，Ｋ

巡査部長も続けて津谷弁護士の手を掴むのを止めた（この順番が不可能で

あることはすでに述べたが，ここではこの点を無視する）。 

Ｓ警部補，Ｋ巡査部長，津谷弁護士の間には何の言葉のやりとりもなく，

Ｓ警部補は，無言で，応接室入口に向かった。津谷弁護士及びＫ巡査部長

は，無言で，その場にそのまま立っていた。 

Ｓ警部補が応接室入口から中に入ろうとしたとき，一審被告Ｓが本件凶

器を構えて走り出して来て，津谷弁護士の方へ走った。Ｓ警部補が立って

いる位置とＫ巡査部長が立っている位置との間で，一審被告Ｓによる２回

の刺突行為が行われた。 

Ｓ警部補及びＫ巡査部長はこのような事態を避けることができなかっ

たのか。 

  （２）Ｓ警部補の過失 

これも，結果回避は難しいことではなかった。すなわち，Ｓ警部補が，

津谷弁護士を被害者として認識して手を離したときに，けん銃を手渡して

もらい，すぐに台所に入って引き戸を閉めておくように言って，津谷弁護

士がすぐ後ろの台所に避難したのを確認してから，応接室入口に向かえば，

一審被告Ｓが廊下に走り出して来たときには，廊下に津谷弁護士がいない

状態になっていて，津谷弁護士の命を守ることができた。 

また，たとえ，一審被告Ｓが廊下に走り出して来るタイミングが，津谷

弁護士が台所に入るよりもう少し早かったとしても，Ｓ警部補が津谷弁護

士にすぐに台所に避難するように指示していれば，津谷弁護士の立ってい

た場所から台所の空いている引き戸までは１メートル足らずという近距離
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であったから，津谷弁護士は直ぐに逃げ込むことができた。 

しかるに，Ｓ警部補は津谷弁護士に対してそのような指示をしないで無

言で応接室入口に向かい，しかも，Ｓ警部補が本件凶器の刃先から逃れる

ために玄関側に避けてしまったために，一審被告Ｓが津谷弁護士に突進す

る上での妨害が何もない状態になり，一審被告Ｓは津谷弁護士を刺突する

ことができた。 

Ｓ警部補が津谷弁護士に台所に避難するよう指示しないで，黙って応接

室入口に向かったことには，重大な過失があり，その過失の結果として，

津谷弁護士は２回の刺突被害を受けたのである。 

  （３）Ｋ巡査部長の過失 

     Ｓ警部補が津谷弁護士を被害者として認識して津谷弁護士の手を離した

ことがわかったＫ巡査部長は，Ｓ警部補が無言だったにもかかわらず，自

身も津谷弁護士の手を離した。そして，Ｓ警部補が無言ではあるが，応接

室入口に向かったということは，Ｓ警部補は侵入者（一審被告Ｓ）の逮捕

に向かったと理解できる。そうであれば，津谷弁護士の後方に立っている

Ｋ巡査部長は，Ｓ警部補との役割分担として，津谷弁護士を安全な場所に

移動させることが職務分担になるから，廊下に無言で立ったままの津谷弁

護士を台所に移動させ，引き戸を閉め，一審被告Ｓが津谷弁護士の身体を

攻撃できないようにすべきであった。 

しかるに，Ｋ巡査部長は何もせず，津谷弁護士の手を離した場所にその

まま立ち尽くしていた（甲３３写真２６，甲８３写真１３）。この状態で一

審被告Ｓが廊下に走り出して来て津谷弁護士を攻撃しようとしたときに，

Ｋ巡査部長は津谷弁護士にとって背後の壁になってしまい，津谷弁護士が

避難することを妨げることになる。Ｋ巡査部長の説明によれば，Ｋ巡査部

長と津谷弁護士は後ずさりする状態になったとのことであるが，そうであ

れば，津谷弁護士に突進して来る一審被告Ｓのスピードに勝てるはずがな
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く，津谷弁護士は一審被告Ｓの刺突を避けられなくなる。 

Ｋ巡査部長には津谷弁護士の２回の受傷について重大な過失があり，そ

の過失の結果として，津谷弁護士は２回の刺突被害を受けたのである。 

 第４ 規制権限不行使の違法について 

１ はじめに 

本件事件現場における警察官（主に班長のＳ警部補）の過失については，

既に述べたとおりであるが，本件では，個々の警察官の不手際だけでなく，

組織として犯罪抑止，被害者保護を図るべき警察組織としての機能が発揮で

きなかった問題点があり，その点を警察組織としての権限不行使として論じ

ることとする。 

本件における警察の規制権限の不行使についての一審原告らの主張は，概

略次のようなものとなる。 

２ 現場警察官が行使すべき規制権限 

現場警察官が行使すべき規制権限の内容及び根拠について，はじめに確認

しておく。 

警察法によれば，「警察は，個人の生命，身体及び財産の保護に任じ，犯

罪の予防，鎮圧及び捜査，被疑者の逮捕，交通の取締その他公共の安全と秩

序の維持に当ることをもつてその責務とする。」（２条１項）とされている。

警察の仕事は，人の生命や身体などを保護することが第一の使命とされてい

るのである。 

これを具体化すべく，警察官職務執行法では，「この法律は，警察官が警

察法（昭和二十九年法律第百六十二号）に規定する個人の生命，身体及び財

産の保護，犯罪の予防，公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠

実に遂行するために，必要な手段を定めることを目的とする。」（１条１項）

と規定した上で，避難等の措置として，「警察官は，人の生命若しくは身体

に危険を及ぼ……す虞のある……危険な事態がある場合においては，その場
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に居合わせた者，その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し，及び

特に急を要する場合においては，危害を受ける虞のある者に対し，その場の

危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め，若しくは避難させ，

又はその場に居合わせた者，その事物の管理者その他関係者に対し，危害防

止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ，又は自らその措置を

とることができる。」（４条１項）としている。 

このように警察官は，危険な事態にある現場においては，危害を受ける虞

のある者（被害者）を保護する権限及び義務（危険が切迫するときには権限

のみならず義務にもなる）があるのである。 

３ 夜間の１１０番通報における通信指令の役割 

通信指令室は，通報についての緊急の措置を要すると認める場合，緊急配

備にかかる指令等を行う他，所掌部門が態勢を整えるまでの間の初動的な措

置に関し，必要な指令等を行うこととされている（通信指令規則３条２項）。

本件では，未明に弁護士である夫を殺すと男が家屋侵入しているという通報

であり，緊急の措置を要する通報であったのであり，通信指令は必要な配備

を指令しなければならない。 

警察活動に必要な情報を素早く収集し，必要とする部門と正確に迅速に共

有することは，あらゆる警察活動の基本である。情報の収集・共有というの

は，伝書鳩のように，単に与えられた情報を決められた先に伝えて終わると

いうものではない。１１０番通報や現場からの即報を受け，必要に応じて追

加情報を求め，現場警察官やこれから出動しようとする警察官に即座に必要

な情報を伝達するとともに，現場対応の仕方について指示をする，という司

令塔としての機能を有しているのが，通信指令なのである（甲９０，４６頁）。

通信指令室は，警察組織がチームプレーにより適切に警察権限を行使するた

めの司令塔の役割を担っているのである。そのような意味で，通信指令の各

当番勤務の長である通信司令官（総合指令）は「夜の本部長」（同４６頁）
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とも呼ばれるのである。 

本件においては，総合指令官のＷ警部が仮眠中であったため，Ｉ警部補（副

司令官）がその任務を代行していた。本来ならば緊急事態が発生したならば，

赤色灯を点灯して緊急事態であることを表示するとともに，仮眠中の総合指

令官が総合指令台に着いて，すべての警察組織を指揮命令すべきであった。 

しかし，実際には，総合指令官は仮眠したままであり，Ｉ警部補（副司令

官）は，副司令官でありながら受理者として業務を行っていただけで，他方，

指令担当であるＴ巡査部長は，通報内容を，殺人事件に発展しかねない事案

を「喧嘩口論」と言い替えて伝え，侵入者（一審被告Ｓ）が津谷弁護士宅内

に立ち入っていることを告げず，I 警部補（副司令官）は，Ｔ巡査部長の不

正確，不十分な無線指令の内容を修正せず，必要な指揮命令を行わなかった

というべきである。 

本件と同様に警察の規制権限の不行使が争点となった神戸大学院生リン

チ殺人事件は，大阪高裁平成１７年７月２６日判決（甲２７）によると，兵

庫県警では，その指揮命令の責任者はＫ警部（神戸西署地域第一課長）であ

った。Ｋ警部は１１０番通報で被害者が連れ去られるかもしれないといった

情報を得ていながら，それを現場に伝えず，現場における警察官らは，大学

院生がみずから現場を立ち去ったものと即断して現場での対応を撤収させ

た結果，その後現場付近に停められていた加害者車両の後部座席で意識を失

っていた大学院生が加害者らにより拉致され，他の場所へ移動させられた上

で殺害されるという事案であった。 

大阪高裁判決とパラレルにみると，本件においては，Ｗ総合指令官（ある

いは代行のＩ警部補（副司令官）が，神戸大学院生リンチ殺人事件における

Ｋ警部に相当する。通信指令室は，１１０番通報や現場からの即報を受け，

必要に応じて追加情報を求め，現場警察官やこれから出動しようとする警察

官に，即座に必要な情報を伝達し，現場の警察官らの活動を具体的に指揮命
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令する，という機能を的確に果たしていなかったことが認められる。本件の

通信指令室は，指揮命令をしなかったどころか，むしろ，情報の共有という

点でさえも有害な働きしかしていなかったのが，その実態である。 

以下，本件における通信指令の不適切な対応について，特に情報提供の点

を中心に，具体的に指摘する。 

  ４ 通信指令の不適切な対応 

通信指令が把握していた情報によれば，犯人は夫を「殺す」と言って夜明

け前の午前４時頃に弁護士宅へ侵入していたのであるから，当然なんらかの

凶器を携行していることが予想され，異常で危険な事態が発生していると理

解できる内容である。 

現場に急行した警察官が被害者を的確に保護するためには，「殺す」と言

っている犯人から被害者を保護することが任務の目的であることを明確に

した指令を行い，そのような犯人に対応するために耐刃防護衣と警棒を装着

し，その上で現場に臨むよう指令すべきである 。 

ところが，指令担当であるＴ巡査部長が行った無線指令では，『訪ねてき

た者』との「喧嘩口論」という言い方になっており，犯人が家屋内に侵入し

ている事実を伝えなかった。 

そのために，Ｓ警部補は，訪問してきた者と家人との単なる「喧嘩口論＝

もめごと」であることを前提として，Ｋ巡査部長及びＳ巡査とともに現場に

臨むことになった。 

警察統計の分類では，「喧嘩口論」は，暴行・傷害などの刑法犯と区別し

て分類されており（甲１８８～１９０），犯罪ではなく，単なる「もめごと」

といった位置づけである。そのため指令を聞いた者をして，軽微な案件と受

け取られてしまうのである。 

ところが，原判決は，Ｓ警部補らが緊急事態であると認識していた旨認定

している。 
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たしかに，Ｓ警部補の供述はそうなっているが，Ｓ警部補の実際の行動を

見る限り，そのようなものになっていない。 

すなわち，機捜６の班長のＳ警部補は，津谷弁護士宅に到着するまでの間

に，耐刃防護衣の着装や警棒の携帯などについて検討した様子はなく，これ

らについて「不要」とする意思表示さえ，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に対して行

っていない。また，津谷弁護士宅で３人の警察官がどのように動くべきかに

ついても，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に何も指揮命令していない。 

津谷弁護士宅前に機捜６が到着したときも，Ｓ警部補は，黙って先に降り

て，津谷弁護士宅の勝手口に向かっており，Ｋ巡査部長及びＳ巡査に何の指

揮命令もしていない。 

緊急事態という意味は，単に急がなければならないということではなく，

危険な事態が生じているということも意味するものであり，そのための準備

を組織的に行う必要があるのに，Ｓ警部補は，自身も，部下らに対しても何

の準備も指揮もしていないのであって，危険な事態を想定した組織対応には

なっておらず，緊急事態としての行動を取っていたとは認められない。 

原判決の認定は，誤りである。 

  ５ 「喧嘩口論」という情報で現場急行を命じることの危険性 

危険が切迫している場合には，被害者保護を的確かつ速やかに実行するた

めに，まず，第一に，保護すべき被害者がだれかを確認すべきである。 

犯人が家屋内に侵入して「殺す」と言っているのであるから，警察の任務

としては，被害者保護を最優先にしなければならず，そのために被害者と加

害者の区別を真っ先に行わなければならない。 

ところが，Ｓ警部補は，津谷弁護士宅に立ち入ったときから犯行を実行し

た一審被告Ｓを逮捕するまでの間，どこでも被害者の確認を行っていない。

Ｋ巡査部長は，事件後，通信指令室に報告した際でも，通信指令室の「刺さ

れた者は津谷弁護士になりますか」と問われて，「現在確認中」と答えてい
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る。 

Ｓ警部補は，被害者と加害者の区別をするための言葉（「津谷さんですか」

や「警察だ」と発することのみでも，被害者と加害者では反応が全く異なる

ので，被害者と加害者の区別がつく）を一言も発することなく掴み合ってい

る２人の間に割って入っている。「大丈夫ですか」も「やめれ」も，区別に

は役に立たない。 

Ｓ警部補は，２人の男の間に割って入ったときも，保護すべき被害者がだ

れかを確認しようとしていない。これは，Ｓ警部補が，津谷弁護士宅内で被

害者（津谷弁護士及び一審原告Ａ）の身体生命への危険が切迫した事態にお

いて，警察官として被害者を加害者から保護しなければならないという自覚

を欠いており，保護すべき被害者の確認が必要だという意識になっていなか

ったからである。 

Ｓ警部補が，本件当時，被害者確認の必要性を意識してさえいれば，被害

者と加害者の区別確認は，容易だった。就寝中だった津谷弁護士が室内着で

裸足であるのに対して，戸外から不法侵入した一審被告Ｓは防寒のためのジ

ャンパーを着て，靴を履いたまま上がり込んでいたのであるから，両者の外

観を見ただけでも容易にわかった。仮に，即座にはわかりにくかったという

のであれば，「警察だ」「津谷さんですか」というごく当たり前の一言を言い

さえすれば，その場にいる者たちの反応で，即座に区別がつく。 

ところが，Ｓ警部補は，かかる確認をせず，漫然と掴み合っている２人の

間に入っただけだった。Ｓ警部補がこのように容易にできる被害者の確認を

しなかったのは，津谷弁護士宅で起こっている事件を「喧嘩＝もめごと」と

思い込んでいたため，全く予想しなかった事態に直面して，警察官としてど

のように対応すればよいか全くわからなかったからである。Ｓ警部補がＫ巡

査部長に対してさえ何の指示命令をしていないのも，どのような指示命令を

すればよいかも思いつかなかったからである。 
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それでも，一審被告Ｓが廊下から応接室へ行った直後に，Ｓ警部補が自分

が手を掴んでいる男（津谷弁護士）に対して，「警察だ」「津谷さんですか」

と言いさえすれば，その瞬間に津谷弁護士の表情は和らぎ，「はい。津谷で

す」と答え，一気に警察官に協力的な態度をとるようになって，Ｓ警部補と

しては保護すべき被害者であることを明確に知ることができ，一審被告Ｓと

は反対方向に避難しているように指示することができた。しかし，Ｓ警部補

はそれもしなかった。 

その後も，Ｓ警部補が津谷弁護士の手を掴んだ後，１０秒後でも２０秒後

でも３０秒後でも，一審被告Ｓが本件凶器を持って応接室から飛び出して来

るまでに数十秒の時間があったのであるから，その間に，「警察だ」「津谷さ

んですか」と言いさえすれば，前述したように，その瞬間に津谷弁護士の表

情は和らぎ，「はい。津谷です」と答え，一気に警察官に協力的な態度をと

るようになって，Ｓ警部補としては保護すべき被害者であることを明確に知

ることができ，一審被告Ｓとは反対方向に避難しているように指示すること

ができた。しかし，Ｓ警部補はそれさえしないで，沈黙していた。 

Ｓ警部補から１０秒から１２秒遅れて津谷弁護士宅内に立ち入ったと説

明しているＫ巡査部長にしてみれば，廊下に立ち入ったときには，Ｓ警部補

が１人の男の片手を掴んでいる状態を目にしたのであるから，Ｓ警部補はＫ

巡査部長に「もう１人の男がいて応接室に入って行ったから，その男を追え」

と言うか，「お前（Ｋ巡査部長）はこの男を掴まえていろ。私は応接室に入

って行ったもう１人の男を追う」と言えば，Ｋ巡査部長は自分の役割分担を

明確に意識し，指定された男の手を掴んだ上で，「警察だが，お前はだれだ」

と言えば，その瞬間に津谷弁護士の表情は和らぎ，「はい。津谷です」と答

え，一気に警察官に協力的な態度をとるようになって，Ｋ巡査部長としては

保護すべき被害者であることを明確に知ることができた。しかし，Ｓ警部補

はＫ巡査部長に対しても沈黙していたので，上記のようなやりとりの展開に
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はならなかった。 

Ｓ警部補から１０秒から１２秒遅れて津谷弁護士宅内に立ち入ったと説

明しているＫ巡査部長が，状況把握のために，Ｓ警部補に対して「この男が

侵入者ですか」「津谷さんですか」と質問すれば，Ｓ警部補が無言でいても，

津谷弁護士が「私は津谷です」と答えるから，そこでＳ警部補及びＫ巡査部

長には，被害者と加害者の区別が鮮明につき，被害者を危険から守る行動を

とり，加害者を逮捕する行動をとることになる。 

Ｓ警部補が無言でいる状況では，Ｋ巡査部長はＳ警部補の明確な指示命令

がわからない。わからないにもかかわらず，Ｋ巡査部長は，それを明確にし

ようとせず，とりあえずＳ警部補がしていることと同じ動作をしていれば，

Ｓ警部補に従ったことになるという判断の下で，Ｓ警部補の指揮命令がない

まま，Ｓ警部補と同じ動作をすることにした。Ｓ警部補もＫ巡査部長も互い

に何も言わないため，津谷弁護士の手を掴んだ状態が延々と続くことになっ

た。ここには，被害者を一刻も早く保護しなければならないという意思表示

も行動もない。警察官としての仕事になっていない。 

そのため，Ｓ警部補らは，津谷弁護士を２人がかりで捕まえるという行動

をとってしまい，一審被告Ｓを見失うという失態をしでかすこととなった。 

このように，先に津谷弁護士宅に立ち入ったＳ警部補が，「やめれ」（一審

原告Ａの記憶では「大丈夫ですか」だった）以外に一言も発せず，警察官で

あることも告げず，けん銃を渡すようにも言わず，Ｋ巡査部長に何の指揮命

令もしない状態が続いたことは，その時間だけ一審被告Ｓを自由にしていつ

どのようにでも攻撃できるようにしていたということであり，津谷弁護士の

身体生命に対する危難を警察官が作ったと言うべきものである。 

Ｓ警部補が，最初に被害者の確認，保護をしておれば，津谷弁護士の死と

いう結果は，確実に回避できたのである（結果回避可能性）。被害者の確認，

保護という規制権限の不行使は，本件では，致命的である。 
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以上によれば，今まさに殺人を実行しようとして犯人が住居に侵入して家

人に対する暴行脅迫に及んでいることの情報を得ていた通信指令が，その危

険な状態に関する情報を現場に適切に伝えず，耐刃防護衣の装着など警察官

の安全のための装備品について指揮しなかったことから，現場に向かう警察

官らは，危険な現場に臨場するという心構えが全くできておらず，津谷弁護

士宅に立ち入った後も，できていなかった心構えをつくれず，被害者の確認，

保護という最も重要な仕事をすることができなかったのである。 

現場警察官らの規制権限不行使は，総合指令官をトップとした警察組織と

しての義務違反を示すものであり，著しく不合理であって違法性を有するも

のである。 

６ 県警の態勢の不十分さと現場警察官の規制権限の不行使 

  （１） 警察官の職務は，前記の通り警察法及び警察官職務執行法に基づく権

限行使を行うことにより，市民の生命身体財産の保護をはかるものであり，

そのためには，日頃から然るべき教育，訓練が実施され，組織として任務

遂行することが必要である。 

ところが，秋田県警においては，①突発的な事案に対応できる訓練（甲

１７「被害者の保護を図りながら制圧を想定した訓練」）が日頃から十分に

行われておらず，②装備資機材の着装について，警察の規程では常に着装

が義務づけられているにもかかわらず ，規則が徹底されておらず現場が着

装していない状況を放置しており，③通信指令についても具体的な訓練（甲

１７「凶器・被疑者・被害者の状況把握，装備資材着装の注意喚起」）が十

分に行われていなかったなど，教育訓練に不十分な点が目立つ。 

これについては，原判決も指摘するところである（８４頁）。 

さらに，原判決は指摘していないが，県警の検証結果では，④通信指令

室において指揮体制が薄くなっていたこと（総合指令官が仮眠して２人体

制になっていたこと）についても指摘されている（甲１７）。 
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  （２） さらに原判決が，Ｓ警部補らの現場の一連の対応について，「対応の

当否について検討の余地がある」と指摘するように（７５頁），例えば，Ｓ

警部補が津谷弁護士宅に到着する前も到着したときも津谷弁護士宅に立ち

入った後も無言を続け，終始，Ｋ巡査部長に必要な指揮命令を一切してい

なかったために，Ｋ巡査部長は津谷弁護士宅に立ち入った後，自分がどの

ようなことをすればよいかわからず，Ｓ警部補の真似をして津谷弁護士の

手を掴んでいただけであり，一審被告Ｓの制圧に向かうという役割分担に

基づく行動をとることができず，そのため津谷弁護士の死という結果を回

避することができなくなったのである。 

Ｓ警部補は班長として現場指揮官として自らの職責として取るべき行

動をまったくとっていなかったとしか言いようがない。 

（３） 現場警察官のみならず，秋田県警の通信指令室においても，日頃の訓

練が適切になされない結果，上述の通り，不適切な指令を行っただけでな

く，そもそも秋田県警において，通信指令室の位置付けが低く（事件捜査

の経験のない地域課の巡査部長を司令担当にしている），深夜の時間帯の

人員配置を手薄にしており（総合司令官がおらず，受理者に副司令官を兼

任させていた），通信指令業務の重要性の自覚を欠いている。 

（４） それらの意味では，県警が日頃から教育訓練等の不十分な状態を放置

していた結果，事件当日のＳ警部補の現場指揮官としての機能不全，さら

には，通信指令室の深夜早朝の警察指揮体制における指令官としての機能

不全をもたらしたのであり，事件当日における警察組織としての規制権限

の不行使は，違法であるというべきである。 

 第５ 結語 

   以上のとおり，Ｓ警部補及びＫ巡査部長の現場対応の特徴は，津谷弁護士宅

に向かうときから現場到着した後も，津谷弁護士宅内で事件が進行中のときも，

班長たるＳ警部補がほとんど無言だったこと，Ｓ警部補と行動をともにしてい
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たＫ巡査部長も津谷弁護士宅では津谷弁護士が刺突されるまで無言だったこと

である。 

無言で警察官同士の現場連携は適切に行えたのか，被害者である津谷弁護士

に対する保護義務は十分に果たされたのか。 

Ｓ警部補が津谷弁護士宅に向かう途中でも，津谷弁護士宅に到着したときで

も，津谷弁護士宅に立ち入ったときも，津谷弁護士の手を掴んだときも，その

ときどきで必要な言葉を発していれば，津谷弁護士は安全に保護され，一審被

告Ｓに２回も刺突され死亡するようなことにならなったものである。 

裁判所には，的確な事実認定と公正な判断を求める。 

                            以上 


